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○
県
道
深
谷
東
松
山
線
の
供
用
の
開
始

（
東
松
山
県
土
）

五
一

○
県
道
岩
殿
岩
井
線
の
区
域
の
変
更

（

〃

）

五
一

○
県
道
東
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山
越
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線
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の
変

更

（

〃

）

五
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○
県
道
と
き
が
わ
坂
戸
線
の
供
用
の
開

始

（
東
松
山
県
土
）

五
三

○
県
道
と
き
が
わ
坂
戸
線
の
区
域
の
変

更

（

〃

）

五
三

○
県
道
東
松
山
越
生
線
の
区
域
の
変
更

（

〃

）

五
四

○
県
道
東
松
山
越
生
線
の
供
用
の
開
始

（

〃

）

五
四

○
県
道
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殿
観
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南
戸
守
線
の
供
用
の

開
始

（

〃

）
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四

○
県
道
大
谷
材
木
町
線
の
区
域
の
変
更

（

〃

）

五
五

○
県
道
大
谷
材
木
町
線
の
供
用
の
開
始

（

〃

）

五
五

○
一
般
国
道
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七
号
の
供
用
の
開
始
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東
松
山
県
土
）

五
六

○
県
道
石
坂
高
坂
停
車
場
線
の
区
域
の

変
更

（

〃

）

五
六

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（

〃

）

五
六

○
一
般
国
道
百
四
十
号
の
供
用
の
開
始

（
秩
父
県
土
）

五
七

○
県
道
熊
谷
小
川
秩
父
線
の
区
域
の
変

更

（

〃

）

五
七

○
県
道
秩
父
児
玉
線
の
供
用
の
開
始

（
本
庄
県
土
）

五
七

○
一
般
国
道
二
百
五
十
四
号
の
供
用
の

開
始

（

〃

）

五
八

○
一
般
国
道
四
百
六
十
二
号
の
供
用
の

開
始

（

〃

）

五
八

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
行
田
県
土
）

五
八

○

〃

（
杉
戸
県
土
）

五
九

○
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
が
適
用
さ

れ
る
建
設
工
事
の
請
負
等
の
契
約
に

係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
等
に
関
す
る
告
示

（
公
営
企
業
・
財
務
課
）

五
九

○
住
民
監
査
請
求
に
係
る
監
査
結
果
の

公
表

（
監
査
第
一
課
）

六
〇

埼
玉
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
規
則
第
十
六
号

埼
玉
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則

埼
玉
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
規
則
第
十
九
号
）
の
全
部
を
改
正

す
る
。

（
調
査
票
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
）

第
一
条

埼
玉
県
統
計
調
査
条
例
（
平
成
二
十
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
号
。
次
条
に
お
い
て
「
条

例
」
と
い
う
。）
第
十
条
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人

等
二

統
計
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
総
務
省
令
第
百
四
十
五
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
者

（
調
査
票
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
統
計
の
作
成
等
）

第
二
条

条
例
第
十
条
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
統
計
の
作
成
等
は
、
次
に
掲
げ
る
統
計
の
作
成

等
で
あ
っ
て
、
調
査
票
情
報
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も

の
と
す
る
。

一

県
、
国
の
行
政
機
関
、
他
の
地
方
公
共
団
体
又
は
前
条
各
号
に
掲
げ
る
者
（
次
号
に
お
い

て
「
公
的
機
関
」
と
い
う
。）
が
、
こ
れ
ら
の
者
以
外
の
者
に
委
託
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
者

以
外
の
者
と
共
同
し
て
行
う
調
査
研
究
に
係
る
統
計
の
作
成
等

二

そ
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
公
的
機
関
が
公
募
の
方
法
に
よ
り
補
助
す

る
調
査
研
究
に
係
る
統
計
の
作
成
等

三

知
事
等
、
国
の
行
政
機
関
の
長
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
が
、

そ
の
政
策
の
企
画
、
立
案
、
実
施
又
は
評
価
に
有
用
で
あ
る
と
認
め
る
統
計
の
作
成
等
そ
の

他
特
別
な
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
統
計
の
作
成
等

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

知
事
が
行
う
県
統
計
調
査
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
規
則
第
十
七
号

知
事
が
行
う
県
統
計
調
査
に
関
す
る
規
則

（
立
入
検
査
員
証
）
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第
一
条

埼
玉
県
統
計
調
査
条
例
（
平
成
二
十
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
号
）
第
五
条
第
二
項
の
証

明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
一
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
調
査
員
及
び
指
導
員
）

第
二
条

知
事
は
、
県
統
計
調
査
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
県
統
計
調
査
員
（
以
下

「
調
査
員
」
と
い
う
。）
及
び
県
統
計
調
査
指
導
員
（
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
指
導

員
」
と
い
う
。）
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

調
査
員
は
、
知
事
の
命
を
受
け
、
県
統
計
調
査
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
。

３

指
導
員
は
、
知
事
の
命
を
受
け
、
県
統
計
調
査
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
調
査
員
を
指
導
す

る
。

４

調
査
員
及
び
指
導
員
は
、
県
統
計
調
査
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
と
き
は
、
様
式
第
二
号

の
身
分
証
明
書
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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学
校
職
員
の
宿
直
勤
務
及
び
日
直
勤
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

石

川

正

夫

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
九
号

学
校
職
員
の
宿
直
勤
務
及
び
日
直
勤
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
宿
直
勤
務
及
び
日
直
勤
務
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会

規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
九
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
２１
年
３
月
２７
日

埼
玉
県
公
安
委
員
会
委
員
長
�
梨
�
彦

埼
玉
県
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号

埼
玉
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

埼
玉
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
４１
年
埼
玉
県
公
安
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２
条
の
２
第
１
項
の
表
�
の
項
及
び
�
の
項
中
「
大
型
乗
用
自
動
車
通
行
止
め
」
を
「
大
型

乗
用
自
動
車
等
通
行
止
め
」
に
改
め
、
同
表
�
の
項
中
「
大
型
自
動
車
」
を
「
大
型
自
動
車
等
」

に
改
め
、
同
表
�
の
項
ウ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�
市
町
村
長
と
歯
科
医
師
会
会
長
と
の
訪
問
歯
科
診
療
に
関
す
る
委
託
契
約
に
基
づ

き
、
歯
科
医
師
会
か
ら
指
定
さ
れ
た
歯
科
医
師
が
往
診
の
た
め
使
用
中
の
車
両
別
記

様
式
第
１
の
８
の
標
章

�
歯
科
医
師
法
（
昭
和
２３
年
法
律
第
２０２
号
）
第
２
条
に
規
定
す
る
歯
科
医
師
が
往
診

歯
科
診
療
器
材
を
搭
載
し
、
訪
問
歯
科
診
療
に
使
用
中
の
車
両
別
記
様
式
第
１
の
８

の
標
章

第
２
条
の
２
第
１
項
の
表
�
の
項
エ
中
「
別
記
様
式
第
１
の
８
」
を
「
別
記
様
式
第
１
の
９
」

－４－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



１
級
か
ら
３
級
の
１
ま
で
の
各
級

１
級
か
ら
４
級
ま
で
の
各
級

１
級
か
ら
２
級
ま
で
の
各
級

１
級
か
ら
４
級
ま
で
の
各
級

１
級
及
び
３
級
ま
で
の
各
級

１
級
か
ら
３
級
ま
で
の
各
級

※
次
の
よ
う
な
駐
車
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
法
定
駐
車
禁
止
場
所
の
駐
車
（
道
路
交
通
法
第
４５
条
第
１
項
各
号
及
び
第
２
項
）

●
駐
車
の
方
法
に
従
わ
な
い
駐
車
（
道
路
交
通
法
第
４７
条
）

●
車
庫
代
わ
り
駐
車
（
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
１１
条
第
１
項
）

●
長
時
間
駐
車
（
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
１１
条
第
２
項
）

●
法
定
駐
停
車
禁
止
場
所
の
駐
車
（
道
路
交
通
法
第
４４
条
各
号
及
び
同
法
第
７５
条
の
８
）

●
法
定
駐
車
禁
止
場
所
の
駐
車
（
道
路
交
通
法
第
４５
条
第
１
項
各
号
及
び
第
２
項
）

●
駐
車
の
方
法
に
従
わ
な
い
駐
車
（
道
路
交
通
法
第
４７
条
）

●
車
庫
代
わ
り
駐
車
（
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
１１
条
第
１
項
）

●
長
時
間
駐
車
（
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
１１
条
第
２
項
）

に
改
め
、
同
エ
�
中
「
認
め
ら
れ
る
も
の
」
の
次
に
「
又
は
そ
の
他
の
障
害
の
級
別
で
公
安
委
員

会
が
歩
行
困
難
で
あ
る
と
認
め
た
も
の
」
を
加
え
、
同
項
オ
中
「
別
記
様
式
第
１
の
９
」
を
「
別

記
様
式
第
１
の
１０
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

車
両

申
請
書

受
理
警
察
署
長

前
項
の
表
�
の
項
の
カ
に
掲

げ
る
車
両

通
行
禁
止
除
外
指
定
車
標
章
交
付

申
請
書

（
別
記
様
式
第
１
の
１１
）

当
該
申
請
者
の
住
所
地
又
は
自

動
車
の
使
用
の
本
拠
を
管
轄
す

る
警
察
署
長

前
項
の
表
�
の
項
の
ケ
及
び

�
の
項
の
ウ
に
掲
げ
る
車
両

駐
停
車
禁
止
駐
車
禁
止
除
外
指
定

車
標
章
交
付
申
請
書

（
別
記
様
式
第
１
の
１２
）

前
項
の
表
�
の
項
の
エ
に
掲

げ
る
車
両

駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章
交
付

申
請
書

（
別
記
様
式
第
１
の
１３
又
は
別
記

様
式
第
１
の
１４
）

前
項
の
表
�
の
項
の
オ
に
掲

げ
る
車
両

駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章
交
付

申
請
書

（
紫
外
線
要
保
護
者
使
用
者
）

（
別
記
様
式
第
１
の
１５
）

第
６
条
第
８
項
中
「
別
記
様
式
第
１
の
１４
」
を
「
別
記
様
式
第
８
」
に
改
め
る
。

別
表
１
中

を

に
、

を
に
、

を
に
改
め
る
。

別
表
２
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２５７
主
要
地
方
道
熊
谷
小
川
秩
父

線
熊
谷
市
大
字
万
吉
字
弥
太
郎
２４２５

番
５
地
先
か
ら

熊
谷
市
大
字
万
吉
字
下
田
２５６４

番
３
地
先
ま
で

２５８
県
道
さ
い
た
ま
川
口
線

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
大
和
田
町
１
丁
目
７９０
番
３
地
先
か
ら

さ
い
た
ま
市
南
区
大
字
円
正
寺
４０２
番
１１
地
先
ま
で

２５９
県
道
さ
い
た
ま
菖
蒲
線

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
大
和
田
町
１
丁
目
７２１
番
１
地
先
か
ら

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
東
大
宮
３
丁
目
３
番
１
地
先
ま
で

２６０
さ
い
た
ま
市
道
L第
８３６
号
線
さ
い
た
ま
市
緑
区
芝
原
３
丁
目
２
番
１
地
先
か
ら

さ
い
た
ま
市
緑
区
芝
原
３
丁
目
３５
番
１
地
先
ま
で

２６１
さ
い
た
ま
市
道
L第
９２３
号
線
さ
い
た
ま
市
緑
区
大
字
大
間
木
３９３
番
４９
地
先
か
ら

さ
い
た
ま
市
緑
区
大
字
大
間
木
６０４
番
１
地
先
ま
で

２６２
県
道
大
間
木
蕨
線

さ
い
た
ま
市
緑
区
東
浦
和
７
丁
目
４８
番
１２
地
先
か
ら

さ
い
た
ま
市
緑
区
東
浦
和
５
丁
目
１
番
１１
地
先
ま
で

２６３
県
道
吉
場
安
行
東
京
線

さ
い
た
ま
市
緑
区
東
浦
和
５
丁
目
２
番
１
地
先
か
ら

さ
い
た
ま
市
緑
区
東
浦
和
５
丁
目
２
番
８
地
先
ま
で

２６４
さ
い
た
ま
市
道
M
第
７０８
号

線
さ
い
た
ま
市
緑
区
大
字
大
間
木
１５３９

番
７
地
先
か
ら

さ
い
た
ま
市
緑
区
大
字
大
間
木
１７４０

番
３
地
先
ま
で

２６５
さ
い
た
ま
市
道
D
第
４４
号
線
さ
い
た
ま
市
桜
区
田
島
６
丁
目
２２９３

番
２
地
先
か
ら

さ
い
た
ま
市
南
区
四
谷
２
丁
目
１１４
番
１
地
先
ま
で

２６６
さ
い
た
ま
市
道
D
第
２２６
号
線
さ
い
た
ま
市
南
区
四
谷
２
丁
目
４６
番
１
地
先
か
ら

さ
い
た
ま
市
南
区
沼
影
１
丁
目
３５
番
地
先
ま
で

２６７
県
道
曲
本
さ
い
た
ま
線

さ
い
た
ま
市
南
区
白
幡
５
丁
目
１５０７

番
１
地
先
か
ら

さ
い
た
ま
市
南
区
沼
影
１
丁
目
２３４
番
１
地
先
ま
で

別
記
様
式
第
１
の
２
、
別
記
様
式
第
１
の
３
及
び
別
記
様
式
第
１
の
４
の
中

をに

改
め
る
。

別
記
様
式
第
１
の
１３
を
別
記
様
式
第
１
の
１５
と
し
、
別
記
様
式
第
１
の
１２
の
次
に
次
の
２
様
式

を
加
え
る
。

－５－
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別
記
様
式
第
１
の
１２
を
削
り
、
別
記
様
式
第
１
の
１１
を
別
記
様
式
第
１
の
１２
と
し
、
別
記
様
式

第
１
の
８
か
ら
別
記
様
式
第
１
の
１０
ま
で
を
１
様
式
ず
つ
繰
り
下
げ
、
別
記
様
式
第
１
の
７
の
次

に
次
の
１
様
式
を
加
え
る
。

附
則

１
こ
の
規
則
は
、
平
成
２１
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
改
正
前
の
埼
玉
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
第
２
条
の
２
第
１

項
の
表
�
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る
別
記
様
式
第
１
の
８
及
び
別
記
様
式
第
１
の
９
の

標
章
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
当
該
標
章
の
有
効
期
限
ま
で
の
間
は
改
正
後
の
埼
玉
県
道
路
交
通

法
施
行
細
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

－７－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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令 

訓 

３
こ
の
規
則
の
施
行
日
前
に
、
新
規
則
別
表
２
に
掲
げ
る
道
路
を
通
行
し
た
自
動
車
に
つ
い
て

の
新
規
則
第
７
条
の
２
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
４
．１
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、
従

前
の
と
お
り
「
３
．８
メ
ー
ト
ル
」
と
す
る
。

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長

香

川

實

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
八
九

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二

二
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
の
二
中
「
第
四
条
第
六
項
」
を
「
条
例
第
四
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
四
の
項
学
歴
免
許
等
の
資
格
の
欄
中
「
第
七
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
七
十
六

条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
七
二
四
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
第
六
号
中
「
婦
人
相
談
所
等
に
関
す
る
政
令
」
を
「
婦
人
相
談
所
に
関
す
る

政
令
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
七
項
中
「
勤
務
時
間
条
例
」
を
「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。）」に
改
め
る
。

（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
埼
玉
県

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
六
〇
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
中
「
第
一
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
埼
玉
県
職
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

埼
玉
県
職
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
規
則（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
八
―
三
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
で
定
め
る
研
修
」
の
下
に「（
以
下
「
留
学
」
と
い
う
。）」を
加
え
る
。

第
三
条
中
「
定
め
る
費
用
」
の
下
に「（
以
下
「
留
学
費
用
」
と
い
う
。）」を
加
え
る
。

第
十
条
中
「
特
別
職
地
方
公
務
員
等
」
の
下
に
「（
償
還
条
例
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る

特
別
職
地
方
公
務
員
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
訓
令
第
二
号

本

庁

地
域
機
関

埼
玉
県
統
計
調
査
調
整
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
統
計
調
査
調
整
規
程

埼
玉
県
統
計
調
査
調
整
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
埼
玉
県
訓
令
第
三
十
五
号
）
の
全
部
を
改
正
す

る
。（

趣
旨
）

第
一
条

こ
の
訓
令
は
、
知
事
が
行
う
統
計
調
査
の
調
整
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
訓
令
に
お
い
て
「
統
計
調
査
」
と
は
、
知
事
が
統
計
の
作
成
を
目
的
と
し
て
個
人

又
は
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
対
し
事
実
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
行
う
調
査
を
い
う
。
た

だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

一

知
事
が
そ
の
内
部
に
お
い
て
行
う
も
の

二

統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
以
外
の
法
律
又
は

政
令
に
お
い
て
、
市
町
村
に
対
し
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の

２

こ
の
訓
令
に
お
い
て
「
課
長
等
」
と
は
、
埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県

規
則
第
一
号
）
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
に
規
定
す
る
課
及
び
セ
ン
タ
ー
の
長
並
び
に
同
規
則

第
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
機
関
の
長
を
い
う
。

（
通
知
）

－８－
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第
三
条

課
長
等
は
、国
の
行
政
機
関（
統
計
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
を
い
う
。）

そ
の
他
の
者
か
ら
委
託
を
受
け
て
行
う
統
計
調
査（
次
条
第
一
項
に
お
い
て「
受
託
統
計
調
査
」

と
い
う
。）
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
一
号
の
統
計
調
査
実
施
通
知
書
に
よ
り
統
計

課
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
統
計
調
査
の
実
施
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
、

又
は
当
該
統
計
調
査
が
中
止
に
な
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
協
議
）

第
四
条

課
長
等
は
、
受
託
統
計
調
査
以
外
の
統
計
調
査
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
統
計

調
査
を
行
う
日
の
四
十
日
前
ま
で
に
、
様
式
第
二
号
の
統
計
調
査
実
施
協
議
書
に
よ
り
統
計
課

長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
統
計
調
査
の
実
施
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

も
、
同
様
と
す
る
。

２

統
計
課
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
協
議
に
係
る
統
計
調
査

が
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る
か
審
査
し
、
及
び
必
要
な
調
整
を
行
い
、
そ
の
結
果
を

課
長
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一

統
計
技
術
的
に
合
理
的
か
つ
妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

他
の
統
計
調
査
と
の
間
の
重
複
が
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
を
超
え
て
い
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。

３

課
長
等
は
、前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
統
計
調
査
を
中
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
様
式
第
三
号
の
統
計
調
査
中
止
通
知
書
に
よ
り
統
計
課
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
結
果
の
送
付
）

第
五
条

課
長
等
は
、
統
計
調
査
の
結
果
を
作
成
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
結
果
を
統
計
課

長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
統
計
資
料
の
整
備
等
）

第
六
条

統
計
課
長
は
、
統
計
に
関
す
る
情
報
を
課
長
等
に
提
供
す
る
と
と
も
に
、
統
計
資
料
の

整
備
を
図
る
も
の
と
す
る
。

（
委
任
）

第
七
条

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
統
計
調
査
の
調
整
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
統

計
課
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

－９－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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管
理
規
程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
二
号

埼
玉
県
病
院
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者

伊

能

睿

埼
玉
県
病
院
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

埼
玉
県
病
院
事
業
財
務
規
程
（
平
成
十
四
年
病
院
事
業
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
帳
簿
を
」
の
下
に
「
、
が
ん
セ
ン
タ
ー
建
設
課
長
（
以
下
「
建
設
課
長
」

と
い
う
。）
は
同
項
第
七
号
及
び
第
十
号
の
帳
簿
を
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
、
第
八
十
五
条
、
第
八
十
六
条
、
第
八
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
九
十
一
条

第
二
項
、
第
九
十
三
条
第
一
項
、
第
九
十
五
条
、
第
九
十
七
条
第
二
項
、
第
九
十
九
条
、
第
百
一

条
、
第
百
十
条
、
第
百
十
一
条
、
第
百
十
二
条
第
一
項
、
第
百
三
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
百
七

十
四
条
第
一
項
中
「
課
長
」
の
下
に
「
、
建
設
課
長
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
理
者
の
指
定
し
た
契
約
に
つ
い
て
は
、
公
金
収
納
事
務

受
託
者
は
、
収
納
し
た
金
銭
を
契
約
に
定
め
る
期
限
ま
で
に
出
納
取
扱
金
融
機
関
に
払
い
込
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
支
出
事
務
の
委
託
）

第
四
十
七
条
の
二

令
第
二
十
一
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
出
の
事
務
を
委
託
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
委
託
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

支
出
事
務
の
委
託
者
は
、
受
託
に
係
る
支
出
事
務
の
完
了
後
五
日
（
常
時
支
払
を
必
要
と
す

る
経
費
に
つ
い
て
の
委
託
の
と
き
は
、
前
月
分
に
つ
い
て
翌
月
五
日
）
ま
で
に
、
精
算
調
書
を

作
成
し
、
交
付
資
金
の
出
納
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書
、
債
権
者
の
領
収
書
そ
の
他
支
払
を
証

明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
支
出
命
令
権
者
の
確
認
を
受
け
、
課
長
又
は
管
理
部
長
で
あ
る
企

業
出
納
員
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
四
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
十
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
精
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
十
条
中
「
呈
示
」
を
「
提
示
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
五
条
の
二
第
四
項
中
「
経
営
管
理
課
」
を
「
課
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
条
の
表
支
出
負
担
行
為
の
項
行
為
を
行
う
者
の
欄
中
「
局
長
」
の
下
に
「
及
び
が
ん

セ
ン
タ
ー
建
設
部
長
（
以
下
「
建
設
部
長
」
と
い
う
。）」を
、
「
課
長
」
の
下
に
「
及
び
建
設
課

長
」
を
加
え
、
同
項
補
助
す
る
者
の
欄
中
「
局
長
」
の
下
に
「
及
び
建
設
部
長
」
を
、
「
課
長
」

の
下
に
「
及
び
建
設
課
長
」
を
加
え
る
。

別
表
第
四
の
表
決
裁
区
分
の
欄
中
「局

長

」
の
次
に
「及

び
建
設
部
長

」
を
加
え
、
同
欄
中「

課
長

」
の
次
に
「及

び
建
設
課
長

」
を
加
え
、
同
表
外
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
が
ん
セ
ン
タ
ー
建
設
に
係
る
決
裁
に
つ
い
て
は
、
建
設
部
長
の
権
限
と
す
る
。

別
表
第
五
の
表
決
裁
区
分
の
欄
中
「局

長

」
の
次
に
「及

び
建
設
部
長

」
を
加
え
、
同
欄
中
「課
長

」
の
次
に
「及

び
建
設
課
長

」
を
加
え
、
同
表
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

７
が
ん
セ
ン
タ
ー
建
設
に
係
る
決
裁
に
つ
い
て
は
、
建
設
部
長
の
権
限
と
す
る
。

「（
あ
て
先
）

「
経
営
管
理
課
長

様
式
第
二
十
号
（
一
）
（
２
枚
目
）
中

を

経
営
管
理
課
長

に

病
院
の
長

様

」

病
院
の
長

」

改
め
る
。

「経
営
管
理
課
長

「（あ
て
先

）

様
式
第
二
十
号
（
三
）
（
３
枚
目
）
中

様

を

経
営
管
理
課
長

に
改

病
院
の
長

」

病
院
の
長

」

め
る
。

「（あ
て
先

）

様
式
第
二
十
一
号
中
「病

院
の
長

様

」
を

に
改
め
る
。

病
院
の
長

」

「経
営
管
理
課
長

「
（あ

て
先

）

様
式
第
二
十
二
号（
３
枚
目
）中

様

を

経
営
管
理
課
長

に
改
め
る
。

病
院
の
長

」

病
院
の
長

」

「経
営
管
理
課
長

「
（あ

て
先

）

様
式
第
二
十
五
号（
３
枚
目
）中

様

を

経
営
管
理
課
長

に
改
め
る
。

病
院
の
長

」

病
院
の
長

」

「
（あ

て
先

）

様
式
第
二
十
七
号
中
「収

納
事
務
委
託
者

様

」
を

に
改

収
納
事
務
委
託
者

」

め
る
。
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「（あ
て
先

）

「経
営
管
理
課
長

様
式
第
二
十
八
号
（
一
）（
３
枚
目
）
中

を

経
営
管
理
課
長

病
院
の
長

様

」

病
院
の
長

」

に
改
め
る
。

「経
営
管
理
課
長

「（あ
て
先

）

様
式
第
二
十
八
号
（
三
）（
３
枚
目
）
中

様

を

経
営
管
理
課
長

に

病
院
の
長

」

病
院
の
長

」

改
め
る
。

様
式
第
三
十
六
号
中
「高

砂
」
を
削
る
。

「（あ
て
先

）

様
式
第
三
十
七
号
（
一
）
中
「企

業
出
納
員
様

」
を

に
改
め
る
。

企
業
出
納
員

」

「（あ

様
式
第
四
十
一
号
中
「埼

玉
県
病
院
局
経
営
管
理
課
企
業
出
納
員

様

」
を

て
先

）

に
改
め
る
。

埼
玉
県
病
院
局
経
営
管
理
課
企
業
出
納
員

」

「（あ
て
先

）

様
式
第
四
十
四
号
（
一
）
中
「企

業
出
納
員
様

」
を

に
改
め
る
。

企
業
出
納
員

」「（あ
て
先

）

様
式
第
四
十
七
号
中
「埼

玉
県
病
院
局
経
営
管
理
課
企
業
出
納
員
様

」
を

埼
玉
県
病

に
改
め
る
。

院
局
経
営
管
理
課
企
業
出
納
員

」

「（あ
て
先

）

様
式
第
四
十
八
号
中
「埼

玉
県
病
院
局
経
営
管
理
課
企
業
出
納
員
様

」
を

埼
玉
県
病

に
改
め
る
。

院
局
経
営
管
理
課
企
業
出
納
員

」

「（あ
て
先

）

様
式
第
四
十
九
号
中
「埼

玉
県
病
院
局
経
営
管
理
課
企
業
出
納
員
様

」
を

埼
玉
県
病

に
改
め
る
。

院
局
経
営
管
理
課
企
業
出
納
員

」

「

「（あ
て
先

）

様
式
第
六
十
号
中

を

に
改
め
る
。

様

」

」

「

「（あ
て
先

）

様
式
第
六
十
一
号
中

を

に
改
め

様

」

」

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
前
の
埼
玉
県
病
院
事
業
財
務
規
程
に
定
め
る
様
式
に
係
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要

の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
三
号

埼
玉
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者

伊

能

睿

埼
玉
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

埼
玉
県
病
院
局
組
織
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
経
営
管
理
課
（
以
下
「
課
」
と
い
う
。）」を
「
経
営
管
理
課
及
び
が
ん
セ

ン
タ
ー
建
設
課
」
に
改
め
、
第
二
項
中
「
課
」を「
経
営
管
理
課（
以
下
、
こ
の
項
に
お
い
て「
課
」

と
い
う
。）」に
改
め
、
同
項
の
次
に
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

が
ん
セ
ン
タ
ー
建
設
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
所
掌
す
る
。

一

が
ん
セ
ン
タ
ー
の
建
設
に
関
す
る
こ
と

第
三
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

組
織

職

職

務

局

局

長

上
司
の
命
を
受
け
、
局
の
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処

理
す
る
た
め
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

が
ん
セ
ン
タ

ー
建
設
部
長

上
司
の
命
を
受
け
、
が
ん
セ
ン
タ
ー
の
建
設
に
関
す
る
事
務

を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
所
属
の
職
員
を

指
揮
監
督
す
る
。
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主
席
工
事
検
査
員

上
司
の
命
を
受
け
、
工
事
の
監
督
及
び

検
査
の
事
務
に
従
事
す
る
と
と
も
に
、
当

該
事
務
の
総
轄
の
事
務
に
従
事
す
る
。

主
席
工
事
検
査
員

上
司
の
命
を
受
け
、
工
事
の
監
督
及
び

検
査
の
事
務
に
従
事
す
る
と
と
も
に
、
当

該
事
務
の
総
轄
の
事
務
に
従
事
す
る
。

副
主
席
工
事
検
査
員

上
司
の
命
を
受
け
、
工
事
の
監
督
及
び

検
査
の
事
務
に
従
事
す
る
と
と
も
に
、
特

に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理
し
、
当
該
事

項
に
つ
い
て
、主
席
工
事
検
査
員
を
助
け
、

職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
理
す
る
。

契
約
局
長

上
司
の
命
を
受
け
、
入
札
契
約
制
度
の
企
画
調
整
並
び
に
入

札
資
格
審
査
及
び
局
の
建
設
工
事
の
う
ち
特
に
指
定
さ
れ
た

建
設
工
事
並
び
に
設
計
、
調
査
及
び
測
量
の
業
務
委
託
に
係

る
入
札
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る

た
め
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

技
術
評
価
幹

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
建
設
工
事
に
か
か
る

総
合
評
価
の
運
営
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を

処
理
す
る
た
め
、
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

課

課

長

上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処

理
す
る
た
め
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
三
条
第
二
項
の
表
局
の
部
副
参
事
の
項
中
「
局
長
」
を
「
局
長
及
び
が
ん
セ
ン
タ
ー
建
設
部

長
」
に
改
め
、
同
表
中

をに
改
め
る
。

第
八
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

名

称

組

織

部
科
室
及
び
セ
ン
タ
ー
名

担
当
名

循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー

循
環
器
内
科

心
臓
血
管
外
科

放
射
線
科

呼
吸
器
内
科

呼
吸
器
外
科

脳
神
経
外
科

消
化
器
外
科

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科

麻
酔
科

病
理
科

放
射
線
技
術
部

検
査
技
術
部

薬
剤
部

栄
養
部

実
験
検
査
部

理
学
療
法
部

臨
床
工
学
部

看
護
部

地
域
医
療
連
携
室

事
務
局

管
理
部

業
務
部

総
務
・
職
員
担
当

管
財
担
当

会
計
担
当

医
事
・
経
営
担
当

用
度
担
当

が
ん
セ
ン
タ
ー

血
液
科

乳
腺
腫
瘍
内
科

緩
和
ケ
ア
科

消
化
器
内
科

内
視
鏡
科

消
化
器
外
科

呼
吸
器
科

胸
部
外
科

乳
腺
外
科

脳
神
経
外
科

整
形
外
科

形
成
外
科

婦
人
科

頭
頸
部
外
科
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皮
膚
科

泌
尿
器
科

歯
科
口
腔
外
科

麻
酔
科

放
射
線
科

病
理
科

腫
瘍
診
断
・
予
防
科

放
射
線
技
術
部

検
査
技
術
部

薬
剤
部

栄
養
部

看
護
部

治
験
管
理
室

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

臨
床
腫
瘍
研
究
所

図
書
館

事
務
局

管
理
部

業
務
部

総
務
・
職
員
担
当

管
財
担
当

会
計
担
当

医
事
・
経
営
担
当

用
度
担
当

小
児
医
療
セ
ン
タ
ー

総
合
診
療
科

未
熟
児
・
新
生
児
科

代
謝
・
内
分
泌
科

腎
臓
科

感
染
免
疫
・
ア
レ
ル
ギ
ー
科

血
液
・
腫
瘍
科

遺
伝
科

精
神
科

神
経
科

循
環
器
科

放
射
線
科

外
科

整
形
外
科
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
科

形
成
外
科

脳
神
経
外
科

心
臓
血
管
外
科

皮
膚
科

泌
尿
器
科

眼
科

耳
鼻
咽
喉
科

歯
科

麻
酔
科

病
理
科

保
健
発
達
部

放
射
線
技
術
部

検
査
技
術
部

薬
剤
部

栄
養
部

臨
床
工
学
部

看
護
部

事
務
局

管
理
部

業
務
部

総
務
・
職
員
担
当

管
財
担
当

会
計
担
当

医
事
・
経
営
担
当

用
度
担
当

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

第
一
精
神
科

第
二
精
神
科

第
三
精
神
科

第
五
精
神
科

第
六
精
神
科

外
来
・
地
域
支
援
科

療
養
援
助
部

検
査
部

薬
剤
部
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栄
養
部

看
護
部

事
務
局

管
理
業
務
部

総
務
・
職
員
担
当

管
財
担
当

医
事
・
経
営
担
当

会
計
担
当

用
度
担
当

第
九
条
の
表
を
以
下
の
と
お
り
改
め
る
。

組

織

職

職

務

病
院

病
院
長

上
司
の
命
を
受
け
、
当
該
機
関
が
分

掌
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務

を
処
理
す
る
た
め
、
所
属
の
職
員
を

指
揮
監
督
す
る
。

セ
ン
タ
ー
付

上
司
の
命
を
受
け
、
セ
ン
タ
ー
の
特

定
事
務
に
従
事
す
る
。

循
環
器
・
呼
吸
器

病
セ
ン
タ
ー

副
病
院
長

病
院
長
を
助
け
、
事
務
局
及
び
地
域

医
療
連
携
室
の
事
務
を
除
く
病
院
の

事
務
の
う
ち
、
あ
ら
か
じ
め
病
院
長

か
ら
そ
の
監
督
及
び
整
理
に
つ
い
て

指
定
さ
れ
た
事
務
に
係
る
職
員
の
担

任
す
る
事
務
を
監
督
し
、
事
務
を
整

理
す
る
。

地
域
医
療

連
携
室

地
域
医
療
連
携
室
長

上
司
の
命
を
受
け
、
地
域
医
療
連
携

室
の
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を

処
理
す
る
た
め
、
職
員
を
指
揮
監
督

す
る
。

が
ん
セ
ン
タ
ー

副
病
院
長

病
院
長
を
助
け
、
治
験
管
理
室
、
相

談
支
援
セ
ン
タ
ー
、
臨
床
腫
瘍
研
究

所
、
図
書
館
及
び
事
務
局
の
事
務
を

除
く
病
院
の
事
務
の
う
ち
、
あ
ら
か

じ
め
病
院
長
か
ら
そ
の
監
督
及
び
整

理
に
つ
い
て
指
定
さ
れ
た
事
務
に
係

る
職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
督

し
、
事
務
を
整
理
す
る
。

治
験
管
理

室

治
験
管
理
室
長

上
司
の
命
を
受
け
、
治
験
管
理
室
の

事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理

す
る
た
め
、職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

相
談
支
援

セ
ン
タ
ー

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

長

上
司
の
命
を
受
け
、
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
の
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務

を
処
理
す
る
た
め
、
職
員
を
指
揮
監

督
す
る
。

臨
床
腫
瘍

研
究
所

臨
床
腫
瘍
研
究
所
長

上
司
の
命
を
受
け
、
臨
床
腫
瘍
研
究

所
の
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を

処
理
す
る
た
め
、
職
員
を
指
揮
監
督

す
る
。

図
書
館

図
書
館
長

上
司
の
命
を
受
け
、
図
書
館
の
事
務

を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る

た
め
、
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

小
児
医
療
セ
ン
タ

ー精
神
医
療
セ
ン
タ

ー

副
病
院
長

病
院
長
を
助
け
、
事
務
局
の
事
務
を

除
く
病
院
の
事
務
の
う
ち
、
あ
ら
か

じ
め
病
院
長
か
ら
そ
の
監
督
及
び
整

理
に
つ
い
て
指
定
さ
れ
た
事
務
に
係

る
職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
督

し
、
事
務
を
整
理
す
る
。

事
務
局

局
長

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
局
の
事
務

を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る

た
め
、
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

副
局
長

局
長
を
助
け
、
職
員
の
担
任
す
る
事

務
を
監
督
し
、
事
務
局
の
事
務
を
整

理
す
る
。

部

部
長

上
司
の
命
を
受
け
、
部
の
事
務
を
掌

理
し
、そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

科

科
長

上
司
の
命
を
受
け
、
科
の
事
務
を
掌

理
し
、そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
九
条
第
二
項
の
表
中
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー
、
が
ん
セ
ン
タ
ー
及
び
小
児
医
療
セ
ン

タ
ー
の
部
を
削
る
。
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附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
四
号

埼
玉
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者

伊

能

睿

埼
玉
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

埼
玉
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理

理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
が
ん
セ
ン
タ
ー
建
設
部
長
の
専
決
事
項
）

第
六
条
の
三

が
ん
セ
ン
タ
ー
建
設
部
長
の
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
別
表
第
二
の
が
ん
セ
ン
タ
ー

建
設
部
長
の
専
決
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
も
の
及
び
病
院
局
長
が
自
己
の
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る

事
項
の
う
ち
、
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
事
項
と
す
る
。

第
七
条
中
「
第
三
条
の
課
長
」
を
「
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
課
長
」
に
改
め
、
同
条
中

「
規
程
第
二
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
「
契
約
局
長
の
専
決
す
る
こ
と
が

で
き
る
事
項
」
の
下
に
「
、
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
が
ん
セ
ン
タ
ー
建
設
部
長
の
専
決
で
き

る
事
項
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

委
任
事
務受

任
者

委

任

事

務

経
営
管
理
課
長

入
札
企
画
課
長

職
員
（
経
営
管
理
課
長
に
あ
っ
て
は
、
経
営
管
理
課
に
属
さ
な
い
職

員
を
含
む
。）
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う
こ
と
。

１

通
勤
の
確
認
及
び
通
勤
手
当
の
月
額
の
決
定
、
改
定
等

２

扶
養
手
当
の
支
給
に
関
し
、
扶
養
親
族
と
し
て
の
要
件
に
つ
い
て

の
認
定
及
び
住
居
手
当
の
月
額
の
決
定
、
改
定
等

３

住
居
届
に
係
る
事
実
の
確
認
及
び
住
居
手
当
の
月
額
の
決
定
、
改

定
等

４

単
身
赴
任
手
当
に
係
る
事
実
の
確
認
及
び
単
身
赴
任
手
当
の
月
額

の
決
定
、
改
定
等

病
院
の
長

１

職
員
の
旅
行
（
病
院
の
長
の
県
外
旅
行
に
あ
っ
て
は
、
三
日
未
満

の
旅
行
に
限
る
。）
を
命
令
し
、
及
び
復
命
を
受
け
る
こ
と
。

２

工
事
請
負
代
金
に
係
る
債
権
の
譲
渡
を
承
認
す
る
こ
と
。

３

病
院
の
所
管
に
係
る
不
動
産
の
登
記
を
請
求
し
、
又
は
嘱
託
す
る

こ
と
。

別
表
第
二
（
第
五
条
、
第
六
条
関
係
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
（
第
五
条
、
第
六
条
関
係
）

決
裁
事
項
・
専
決
事
項

事
務
の

種
類

管
理
者

決
裁
事
項

局
長
専
決
事
項

契
約
局
長

専
決
事
項

が
ん
セ
ン
タ
ー
建
設

部
長
専
決
事
項

一

病
院

事
業
の

運
営
方

針
、
事

業
計
画

等
に
関

す
る
事

務

１

病
院
事
業
の
運

営
に
関
す
る
基
本

方
針
に
関
す
る
こ

と
。

２

主
要
な
事
業
の

計
画
の
樹
立
及
び

そ
の
実
施
方
針
に

関
す
る
こ
と
。

１

病
院
事
業
の

運
営
に
関
す
る

基
本
方
針
並
び

に
主
要
な
事
業

の
計
画
及
び
そ

の
実
施
方
針
に

基
づ
き
事
務
の

実
施
計
画
を
定

め
る
こ
と
。

２

主
要
な
も
の

を
除
く
事
業
の

計
画
を
樹
立
し

及
び
そ
の
実
施

方
針
を
定
め
る

こ
と
。

二

県
議

会
に
関

す
る
事

務

条
例
、
予
算
、
決
算

そ
の
他
議
会
の
議

決
、
承
認
、
認
定
若

し
く
は
同
意
又
は
報

告
を
要
す
る
事
項
の

原
案
説
明
書
、
資
料
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等
を
作
成
し
、
知
事

へ
送
付
す
る
こ
と
。

三

病
院

事
業
に

関
す
る

規
則
等

の
原
案

作
成
等

に
関
す

る
事
務

病
院
事
業
に
関
す
る

規
則
の
原
案
作
成
並

び
に
管
理
規
程
又
は

要
綱
等
の
制
定
及
び

改
廃
を
す
る
こ
と
。

重
要
又
は
異
例
な

告
示
を
す
る
こ

と
。

四

請
願
、

陳
情
等

に
関
す

る
事
務

陳
情
書
、
要
望
書
等

を
提
出
す
る
こ
と
。

五

許
可

等
の
申

請
協
議

等
に
関

す
る
事

務

１

重
要
又
は
異
例

な
事
項
に
関
し
、

許
可
、
認
可
、
承

認
等
を
求
め
る
こ

と
。

２

重
要
又
は
異
例

な
事
項
に
関
し
、

協
議
し
、
協
力
を

依
頼
し
、
又
は
意

見
を
求
め
、
若
し

く
は
意
見
を
述
べ

る
こ
と
。

六

補
助

金
等
に

関
す
る

事
務

国
に
対
し
て
補

助
金
の
交
付
を
申

請
す
る
こ
と
。

七

非
常

勤
職
員

の
任
免

等
に
関

地
方
公
務
員
法

（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
六
十

一
号
）
第
三
条
第

す
る
事

務

三
項
第
三
号
に
規

定
す
る
者
の
う

ち
、
調
査
員
、
嘱

託
員
及
び
こ
れ
ら

に
類
す
る
者
を
任

免
し
、
並
び
に
勤

務
条
件
を
決
定
す

る
こ
と
。
た
だ

し
、
別
表
第
五
に

掲
げ
る
病
院
の
長

の
専
決
事
項
に
係

る
も
の
を
除
く
も

の
と
す
る
。

八

管
理

者
が
当

事
者
で

あ
る
不

服
申
立

て
、
訴

訟
等
に

関
す
る

事
務

１

管
理
者
が
そ
の

当
事
者
で
あ
る
審

査
請
求
そ
の
他
の

不
服
申
立
て
、
訴

え
の
提
起
、
和

解
、
あ
っ
せ
ん
、

調
停
及
び
仲
裁
に

関
す
る
こ
と
。

２

不
服
申
立
て
、

訴
訟
及
び
調
停
に

関
し
代
理
人
を
選

任
し
、
又
は
解
任

す
る
こ
と
。

不
服
申
立
て
に

関
し
、
弁
明
書
及

び
反
論
書
を
提
出

す
る
こ
と
。

九

職
員

の
任
免

等
に
関

す
る
事

務

１

職
員
の
採
用
、

転
任
、
昇
給
、
派

遣
、
辞
職
、
昇
任

及
び
昇
格
を
決
定

す
る
こ
と
。

２

国
又
は
他
の
地

方
公
共
団
体
に
対

し
、
職
員
の
割
愛

１

障
害
者
の
雇

用
の
促
進
等
に

関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
五

年
法
律
第
百
二

十
三
号
）
第
三

十
八
条
及
び
第

三
十
九
条
の
規

定
に
基
づ
き
、

身
体
障
害
者
又
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を
依
頼
し
、
又
は

承
認
す
る
こ
と
。

３

地
方
公
務
員
法

（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
六
十

一
号
。
以
下
こ
の

項
及
び
次
の
項
に

お
い
て「
地
公
法
」

と
い
う
。）
第
二

十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
職

員
を
そ
の
意
に
反

し
て
降
任
し
、
又

は
免
職
す
る
こ

と
。

４

地
公
法
第
二
十

八
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
職

員
を
そ
の
意
に
反

し
て
休
職
す
る
こ

と
。

５

地
公
法
第
二
十

九
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
職

員
に
対
し
懲
戒
処

分
す
る
こ
と
。

は
知
的
障
害
者

の
採
用
に
関
す

る
計
画
を
作
成

し
、
並
び
に
当

該
計
画
及
び
そ

の
実
施
状
況
を

厚
生
労
働
大
臣

に
通
報
す
る
こ

と
。

十

職
員

の
服
務

等
に
関

す
る
事

務

１

地
公
法
第
三
十

四
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
局

長
、
が
ん
セ
ン
タ

ー
建
設
部
長
、
契

約
局
長
及
び
病
院

１

地
公
法
第
三

十
四
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ

き
、
職
員
（
局

長
、
が
ん
セ
ン

タ
ー
建
設
部

の
長
が
職
務
上
の

秘
密
に
属
す
る
事

項
を
発
表
す
る
こ

と
に
つ
い
て
許
可

す
る
こ
と
。

２

地
公
法
第
三
十

八
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
局

長
、
が
ん
セ
ン
タ

ー
建
設
部
長
、
契

約
局
長
及
び
病
院

の
長
の
営
利
企
業

等
へ
の
従
事
を
許

可
す
る
こ
と
。

３

局
長
、
が
ん
セ

ン
タ
ー
建
設
部

長
、
契
約
局
長
及

び
病
院
の
長
の
職

務
に
専
念
す
る
義

務
を
免
除
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
次

に
掲
げ
る
場
合
を

除
く
。

イ

引
き
続
き
三
日

未
満
の
研
修
を
受

長
、
契
約
局
長

及
び
病
院
の
長

を
除
く
。）
が

職
務
上
の
秘
密

に
属
す
る
事
項

を
発
表
す
る
こ

と
に
つ
い
て
許

可
す
る
こ
と
。

２

地
公
法
第
三

十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ

き
、
本
庁
の
課

長
、
技
術
評
価

幹
、
病
院
の
事

務
局
長
、
参

事
、
副
病
院
長

及
び
所
長
の
営

利
企
業
等
へ
の

従
事
を
許
可
す

る
こ
と
。

３

本
庁
の
課

長
、
技
術
評
価

幹
、
病
院
の
事

務
局
長
、
参

事
、
副
病
院
長

及
び
所
長
の
次

に
掲
げ
る
場
合

に
お
け
る
職
務

に
専
念
す
る
義

務
を
免
除
す
る

こ
と
。

イ

職
務
に
関
連

の
あ
る
国
家
公

１

契
約
局
長
の
次

に
掲
げ
る
場
合
に

お
け
る
職
務
に
専

念
す
る
義
務
を
免

除
す
る
こ
と
。

イ

引
き
続
き
三
日

未
満
の
研
修
を
受

１

が
ん
セ
ン
タ
ー

建
設
部
長
の
次
に

掲
げ
る
場
合
に
お

け
る
職
務
に
専
念

す
る
義
務
を
免
除

す
る
こ
と
。

イ

引
き
続
き
三
日

未
満
の
研
修
を
受
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け
る
場
合

ロ

引
き
続
き
三
日

未
満
の
厚
生
に
関

す
る
計
画
の
実
施

に
参
加
す
る
場
合

ハ

選
挙
権
そ
の
他

公
民
と
し
て
の
権

利
を
行
使
す
る
場

合
ニ

管
理
者
が
特
に

必
要
と
認
め
人
事

委
員
会
の
承
認
を

受
け
た
場
合
の
う

ち
引
き
続
き
三
日

未
満
の
永
年
勤
続

務
員
又
は
他
の

地
方
公
共
団
体

の
公
務
員
と
し

て
の
職
を
兼

ね
、
そ
の
職
に

属
す
る
事
務
を

行
う
場
合

ロ

地
方
公
務
員

災
害
補
償
法
第

五
十
一
条
又
は

第
六
十
条
第
一

項
の
規
定
に
基

づ
き
、
審
査
請

求
若
し
く
は
再

審
査
請
求
を

し
、
又
は
審
査

請
求
人
と
し
て

出
頭
す
る
場
合

ハ

労
働
組
合
法

第
七
条
の
規
定

に
違
反
し
た
旨

の
申
立
て
を

し
、
及
び
こ
れ

に
関
し
、
労
働

委
員
会
が
行
う

審
問
の
た
め
出

頭
す
る
場
合

ニ

国
若
し
く
は

公
共
団
体
又
は

公
共
的
団
体
の

依
頼
を
受
け
て

講
演
、
講
義
、

演
技
等
を
行
う

け
る
場
合

ロ

引
き
続
き
三
日

未
満
の
厚
生
に
関

す
る
計
画
の
実
施

に
参
加
す
る
場
合

ハ

選
挙
権
そ
の
他

公
民
と
し
て
の
権

利
を
行
使
す
る
場

合
ニ

管
理
者
が
特
に

必
要
と
認
め
人
事

委
員
会
の
承
認
を

受
け
た
場
合
の
う

ち
引
き
続
き
三
日

未
満
の
永
年
勤
続

け
る
場
合

ロ

引
き
続
き
三
日

未
満
の
厚
生
に
関

す
る
計
画
の
実
施

に
参
加
す
る
場
合

ハ

選
挙
権
そ
の
他

公
民
と
し
て
の
権

利
を
行
使
す
る
場

合
ニ

管
理
者
が
特
に

必
要
と
認
め
人
事

委
員
会
の
承
認
を

受
け
た
場
合
の
う

ち
引
き
続
き
三
日

未
満
の
永
年
勤
続

表
彰
受
賞
に
係
る

場
合

４

職
務
に
専
念
す

る
義
務
の
特
例
に

関
す
る
規
則
第
二

条
第
十
三
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
管

理
者
が
必
要
と
認

め
人
事
委
員
会
の

承
認
を
得
る
こ

と
。

５

局
長
、
が
ん
セ

ン
タ
ー
建
設
部

長
、
契
約
局
長
及

び
病
院
の
長
の
引

き
続
き
三
日
以
上

の
県
外
旅
行
を
命

令
し
、
及
び
復
命

を
受
け
る
こ
と
。

場
合

ホ

県
行
政
と
密

接
な
関
係
を
有

し
、
県
が
指
導

育
成
を
行
う
こ

と
を
必
要
と
す

る
団
体
の
事
務

に
従
事
す
る
場

合
４

局
長
、
が
ん

セ
ン
タ
ー
建
設

部
長
、
契
約
局

長
、
本
庁
の
課

長
及
び
技
術
評

価
幹
の
次
に
掲

げ
る
場
合
（
局

長
、
が
ん
セ
ン

タ
ー
建
設
部

長
、
契
約
局
長

に
あ
っ
て
は
イ

及
び
ロ
の
場
合

の
う
ち
引
き
続

き
三
日
未
満
の

も
の
、
ニ
の
場

合
並
び
に
ト
の

場
合
の
う
ち
永

年
勤
続
表
彰
受

賞
に
係
る
場
合

に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
三
日

未
満
の
場
合
に

限
り
、
本
庁
の

課
長
に
あ
っ
て

表
彰
受
賞
に
係
る

場
合

２

契
約
局
長
の
旅

行
（
県
外
の
旅
行

に
あ
っ
て
は
、
引

き
続
き
三
日
以
上

の
旅
行
を
除
く
。）

を
命
令
し
、
及
び

復
命
を
受
け
る
こ

と
。

表
彰
受
賞
に
係
る

場
合

２

が
ん
セ
ン
タ
ー

建
設
部
長
の
旅
行

（
県
外
の
旅
行
に

あ
っ
て
は
、
引
き

続
き
三
日
以
上
の

旅
行
を
除
く
。）

を
命
令
し
、
及
び

復
命
を
受
け
る
こ

と
。
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６

局
長
、
が
ん
セ

ン
タ
ー
建
設
部

長
、
契
約
局
長
及

び
病
院
の
長
の
引

き
続
き
三
日
以
上

の
休
暇
に
関
す
る

こ
と
。

７

地
方
公
務
員
の

育
児
休
業
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成

三
年
法
律
第
百
十

号
。
以
下
こ
の
表

に
お
い
て
「
育
児

休
業
法
」
と
い

う
。）
第
二
条
第

三
項
（
第
三
条
第

三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含

む
。）
の
規
定
に

基
づ
き
、
局
長
、

が
ん
セ
ン
タ
ー
建

は
イ
及
び
ロ
の

う
ち
引
き
続
き

三
日
未
満
の
も

の
、
ニ
の
場
合

並
び
に
ト
の
場

合
の
う
ち
引
き

続
き
三
日
未
満

の
永
年
勤
続
表

彰
受
賞
に
係
る

場
合
を
除
く
。）

に
お
け
る
職
務

に
専
念
す
る
義

務
を
免
除
す
る

こ
と
。

イ

研
修
を
受
け

る
場
合

ロ

厚
生
に
関
す

る
計
画
の
実
施

に
参
加
す
る
場

合

３

契
約
局
長
の
休

暇
（
引
き
続
き
三

日
以
上
の
休
暇
を

除
く
。）
に
関
す

る
こ
と
。

３

が
ん
セ
ン
タ
ー

建
設
部
長
の
休
暇

（
引
き
続
き
三
日

以
上
の
休
暇
を
除

く
。）
に
関
す
る

こ
と
。

設
部
長
及
び
契
約

局
長
の
育
児
休
業

又
は
育
児
休
業
の

期
間
の
延
長
の
承

認
を
す
る
こ
と
。

８

育
児
休
業
法
第

五
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
７

の
承
認
を
取
り
消

す
こ
と
。

９

育
児
休
業
法
第

十
条
第
三
項
（
第

十
一
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）

の
規
定
に
基
づ

き
、
局
長
、
が
ん

セ
ン
タ
ー
建
設
部

長
及
び
契
約
局
長

の
育
児
短
時
間
勤

務
又
は
育
児
短
時

間
勤
務
の
期
間
の

延
長
の
承
認
を
す

る
こ
と
。

１０

育
児
休
業
法
第

十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
第
五
条

第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
９
の
承

認
を
取
り
消
す
こ

と
。

ハ

証
人
、
鑑
定

人
、
参
考
人
等

と
し
て
官
公
署

に
出
頭
す
る
場

合
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１１

育
児
休
業
法
第

十
七
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
局
長
、

が
ん
セ
ン
タ
ー
建

設
部
長
及
び
契
約

局
長
の
育
児
短
時

間
勤
務
の
承
認
が

失
効
し
た
場
合
等

に
お
け
る
育
児
短

時
間
勤
務
の
例
に

よ
る
短
時
間
勤
務

を
行
わ
せ
る
こ

と
。

１２

埼
玉
県
病
院
局

職
員
就
業
規
程

（
平
成
十
四
年
埼

玉
県
病
院
事
業
管

理
規
程
第
三
号
。

以
下
こ
の
表
に
お

い
て「
就
業
規
程
」

と
い
う
。）
第
十

八
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
局

長
、
が
ん
セ
ン
タ

ー
建
設
部
長
及
び

契
約
局
長
の
部
分

休
業
の
承
認
を
す

る
こ
と
。

１３

就
業
規
程
第
十

八
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
１２

の
承
認
を
取
り
消

す
こ
と
。

ニ

選
挙
権
そ
の

他
公
民
と
し
て

の
権
利
を
行
使

す
る
場
合

ホ

法
令
又
は
条

例
に
基
づ
い
て

設
置
さ
れ
た
職

員
の
厚
生
福
利

を
目
的
と
す
る

団
体
の
事
業
又

は
事
務
に
従
事

す
る
場
合

ヘ

本
県
の
行
う

任
用
試
験
又
は

職
務
の
遂
行
に

必
要
な
資
格
試

験
を
受
け
る
場

合
ト

管
理
者
が
特

に
必
要
と
認
め

人
事
委
員
会
の

承
認
を
受
け
た

場
合

５

局
長
（
県
外

旅
行
に
あ
っ
て

は
、
引
き
続
き

三
日
以
上
の
旅

行
を
除
く
。）、

本
庁
の
課
長
及

び
技
術
評
価
幹

の
引
き
続
き
三

日
以
上
の
旅
行

を
命
令
し
及
び

復
命
を
受
け
る

こ
と
。

６

局
長
の
休
暇

（
引
き
続
き
三

日
以
上
の
休
暇

を
除
く
。）、
本

庁
の
課
長
及
び

技
術
評
価
幹
の

引
き
続
き
三
日

４

契
約
局
長
の
旅

行
（
県
外
旅
行
に

あ
っ
て
は
、
引
き

続
き
三
日
以
上
の

旅
行
を
除
く
。）

を
命
令
し
及
び
復

命
を
受
け
る
こ

と
。

４

が
ん
セ
ン
タ
ー

建
設
部
長
の
旅
行

（
県
外
旅
行
に
あ

っ
て
は
、
引
き
続

き
三
日
以
上
の
旅

行
を
除
く
。）
を

命
令
し
及
び
復
命

を
受
け
る
こ
と
。

－２１－

第����号平成��年�月��日（金曜日）



以
上
の
休
暇
に

関
す
る
こ
と
。

７

局
長
の
休
日

及
び
時
間
外
勤

務
を
命
ず
る
こ

と
。

８

局
長
の
週
休

日
の
振
替
及
び

半
日
勤
務
時
間

の
割
振
り
変
更

を
行
う
こ
と
。

９

局
長
の
休
日

の
代
休
日
を
指

定
す
る
こ
と
。

１０

育
児
休
業
法

第
二
条
又
は

第
三
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
本

庁
の
課
長
、
技

術
評
価
幹
及
び

病
院
の
長
の
育

児
休
業
又
は
育

児
休
業
の
期
間

の
延
長
の
承
認

を
す
る
こ
と
。

１１

育
児
休
業
法

第
五
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ

５

契
約
局
長
の
休

日
及
び
時
間
外
勤

務
を
命
ず
る
こ

と
。

６

契
約
局
長
の
週

休
日
の
振
替
及
び

半
日
勤
務
時
間
の

割
振
り
変
更
を
行

う
こ
と
。

７

契
約
局
長
の
休

日
の
代
休
日
を
指

定
す
る
こ
と
。

５

が
ん
セ
ン
タ
ー

建
設
部
長
の
休
日

及
び
時
間
外
勤
務

を
命
ず
る
こ
と
。

６

が
ん
セ
ン
タ
ー

建
設
部
長
の
週
休

日
の
振
替
及
び
半

日
勤
務
時
間
の
割

振
り
変
更
を
行
う

こ
と
。

７

が
ん
セ
ン
タ
ー

建
設
部
長
の
休
日

の
代
休
日
を
指
定

す
る
こ
と
。

き
、
１０
の
承
認

を
取
り
消
す
こ

と
。

１２

育
児
休
業
法

第
十
条
又
は
第

十
一
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
本

庁
の
課
長
、
技

術
評
価
幹
及
び

病
院
の
長
の
育

児
短
時
間
勤
務

又
は
育
児
短
時

間
勤
務
の
期
間

の
延
長
の
承
認

を
す
る
こ
と
。

１３

育
児
休
業
法

第
十
二
条
に
お

い
て
準
用
す
る

第
五
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ

き
、
１２
の
承
認

を
取
り
消
す
こ

と
。

１４

育
児
休
業
法

第
十
七
条
の
規

定
に
基
づ
き
、

本
庁
の
課
長
、

技
術
評
価
幹
及

び
病
院
の
長
の

育
児
短
時
間
勤

務
の
承
認
が
失

効
し
た
場
合
等

に
お
け
る
育
児

－２２－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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短
時
間
勤
務
の

例
に
よ
る
短
時

間
勤
務
を
行
わ

せ
る
こ
と
。

１５

就
業
規
程
第

十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ

き
、
本
庁
の
課

長
お
よ
び
技
術

評
価
幹
の
部
分

休
業
の
承
認
を

す
る
こ
と
。

１６

就
業
規
程
第

十
八
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ

き
、
１５
の
承
認

を
取
り
消
す
こ

と
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
五
号

埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者

伊

能

睿

埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
経
営
管
理
課
長
、
」
の
下
に
「
が
ん
セ
ン
タ
ー
建
設

部
長
、
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
四
十
時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
た
だ
し
、
所
属
長
が
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
休
憩
時
間
を
午
後
零
時
か
ら
一
時
間
と
し

た
職
員
の
勤
務
時
間
は
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で
と
す
る
。
」
を
削
り
、

同
条
第
五
項
中
「
一
週
間
に
つ
い
て
、
十
六
時
間
か
ら
三
十
二
時
間
」
を
「
四
週
間
を
超
え
な
い

期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
十
五
時
間
三
十
分
か
ら
三
十
一
時
間
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中

「
三
十
二
時
間
」
を
「
三
十
一
時
間
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
八
時
間
」
を
「
七
時
間
四
十

五
分
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
四
十
五
分
間
」
を
「
一
時
間
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第

三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」

を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
第
三
項
と
す
る
。

第
七
条
中
「
四
十
時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
、
「
二
十
時
間
、
二
十
四
時
間
又

は
二
十
五
時
間
」
を
「
十
九
時
間
二
十
五
分
、
十
九
時
間
三
十
五
分
、
二
十
三
時
間
十
五
分
又
は

二
十
四
時
間
三
十
五
分
」
に
、
「
十
六
時
間
」
を
「
十
五
時
間
三
十
分
」
に
、
「
三
十
二
時
間
」

を
「
三
十
一
時
間
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

交
替
勤
務
者
の
休
憩
時
間
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
三
交
替
勤
務
の
場
合
は
、日
勤
、準
夜
勤
、

深
夜
勤
と
も
一
回
、
一
時
間
と
し
、
同
表
に
定
め
る
二
交
替
勤
務
の
場
合
は
、
日
勤
の
区
分
で
一

回
一
時
間
、
夜
勤
の
区
分
で
一
回
一
時
間
三
十
分
、
一
回
三
十
分
の
二
回
と
し
、
そ
の
時
限
は
、

業
務
の
実
情
に
応
じ
、
病
院
長
が
定
め
る
。

第
九
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
第
二
項

と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
第
三
項
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
」
を
「
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー
、
が
ん
セ

ン
タ
ー
、
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
及
び
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
四
十
時
間
」
を
「
三
十
八
時

間
四
十
五
分
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
十
六
時
間
」
を
「
十
五
時
間
三
十
分
」
改
め
、
同
条

第
三
項
お
よ
び
第
四
項
中
「
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
」
を
削
る
。

第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
（
第
八
条
関
係
）

勤
務
区
分
等

１
．
三
交
替
制

勤
務
区
分

始
業
時
間

終
業
時
間

日
勤

午
前
８
時
３０
分

午
後
５
時
１５
分

準
夜
勤

午
前
４
時
３０
分

翌
午
前
１
時
１５
分

－２３－
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深
夜
勤

午
前
０
時
３０
分

午
前
９
時
１５
分

２
．
二
交
替
制

勤
務
区
分

始
業
時
間

終
業
時
間

日
勤

午
前
８
時
３０
分

午
後
５
時
１５
分

夜
勤

午
後
４
時

翌
午
前
９
時
３０
分

別
表
第
二
「
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー
」
の
部
「
看
護
及
び
栄
養
の
指
導
並
び
に
看
護
補
助

及
び
調
理
給
食
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
」
及
び
「
そ
の
他
の
職
員
」
の
項
「
勤
務
時
間
」
の

欄
、
「
が
ん
セ
ン
タ
ー
」
の
部
「
看
護
及
び
栄
養
の
指
導
並
び
に
看
護
補
助
及
び
調
理
給
食
の
業

務
に
従
事
す
る
職
員
」
及
び
「
そ
の
他
の
職
員
」
の
項
「
勤
務
時
間
」
の
欄
、
「
小
児
医
療
セ
ン

タ
ー
」
の
部
「
看
護
、
薬
剤
及
び
栄
養
の
指
導
並
び
に
看
護
補
助
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
」
及

び
「
そ
の
他
の
職
員
」
の
項
「
勤
務
時
間
」
の
欄
、
「
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
」
の
部
「
看
護
（
外

来
に
係
る
業
務
を
除
く
。
）
及
び
栄
養
の
指
導
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
」
及
び
「
そ
の
他
の
職

員
」
の
項
「
勤
務
時
間
」
の
欄
中
「
４０
時
間
」
を
「
３８
時
間
４５
分
」
に
、
「
２０
時
間
、
２４
時
間
又

は
２５
時
間
」
を
「
１９
時
間
２５
分
、
１９
時
間
３５
分
、
２３
時
間
１５
分
又
は
２４
時
間
３５
分
」
に
、
「
１６
時

間
」
を
「
１５
時
間
３０
分
」
に
、
「
３２
時
間
」
を
「
３１
時
間
」
に
改
め
、
「
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ

ン
タ
ー
」
の
部
「
看
護
及
び
栄
養
の
指
導
並
び
に
看
護
補
助
及
び
調
理
給
食
の
業
務
に
従
事
す
る

職
員
」
の
項
休
憩
時
間
の
欄
中
、
「
８
時
間
」
を
「
７
時
間
４５
分
」
に
改
め
、
「
４５
分
又
は
１
時

間
と
し
、
」
を
「
１
時
間
と
し
、
７
時
間
４５
分
を
超
え
る
場
合
は
２
時
間
３０
分
以
内
と
し
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
六
号

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者

伊

能

睿

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
イ
（
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
級

九
級

八
級

七
級

六
級

五
級

四
級

三
級

二
級

一
級

局
長

局
長

が
ん
セ
ン

タ
ー
建
設

部
長

契
約
局
長

参
事

局
付

課
長

主
席
工
事
検

査
員

技
術
幹

技
術
評
価
幹

副
参
事

局
付

副
課
長

副
主
席
工

事
検
査
員

主
任
工
事

検
査
員

副
技
術
幹

副
室
長

課
付

主
任
工

事
検
査

員工
事
検

査
員

課
付

工
事
検

査
員

課
付

工
事
検

査
員

課
付

別
表
第
六
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

区

分

四
級

三
級

二
級

一
級

病
院

共
通

病
院
長

セ
ン
タ
ー
付

副
病
院
長

科
長

部
長

医
療
安
全
管
理
室
長

医
幹

セ
ン
タ
ー
付

科
長

副
部
長

医
長

セ
ン
タ
ー
付

医
員

循
環
器
・
呼
吸

器
病
セ
ン
タ
ー

地
域
医
療
連
携
室
長

が
ん
セ
ン
タ
ー

治
験
管
理
室
長

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
長

所
長

デ
イ
ケ
ア
部
長

別
表
第
六
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

職

区

分

局
長

病
院
長

一
種

局
長

が
ん
セ
ン
タ
ー
建
設
部
長

契
約
局
長

二
種

－２４－
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参
事

主
席
工
事
検
査
員

技
術
評
価
幹

副
参
事

課
長

技
術
幹

副
病
院
長

医
療
安
全
管
理
室
長

地
域
医
療
連
携
室
長

治
験
管
理
室
長

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
長

所
長

精
神
保
健
指
導
幹
（
病
院
事
業
管
理
者
が
定
め
る
も

の
に
限
る
）

三
種

副
室
長

副
課
長

副
技
術
幹

科
長
（
病
院
事
業
管
理
者
が
定
め
る
も
の
に
限
る
）

部
長
（
病
院
事
業
管
理
者
が
定
め
る
も
の
に
限
る
）

図
書
館
長

精
神
保
健
指
導
幹

副
局
長

副
主
席
工
事
検
査
員

主
任
工
事
検
査
員

四
種

部
長

主
席
技
師
長

主
席
主
幹

デ
イ
ケ
ア
部
長

科
長

医
幹

五
種

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号

埼
玉
県
病
院
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者

伊

能

睿

埼
玉
県
病
院
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

埼
玉
県
病
院
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
副
課
長
」
の
次
に
「
若
し
く
は
主
幹
」
を
加
え
る
。

別
表
経
営
管
理
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

が
ん
セ
ン
タ
ー
建
設
課

が
建

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
八
号

埼
玉
県
病
院
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者

伊

能

睿

埼
玉
県
病
院
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

埼
玉
県
病
院
局
公
印
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
埼
玉
県
病
院
局
長
印
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

埼
玉
県
病
院
局

が
ん
セ
ン
タ
ー

建
設
部
長
印

同
埼
玉
県
病
院
局

が
ん
セ
ン
タ
ー

建
設
部
長
印

同
同

別
表
経
営
管
理
課
長
印
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

が
ん
セ
ン
タ
ー

建
設
課
長
印

同
埼
玉
県
病
院
局

が
ん
セ
ン
タ
ー

建
設
課
長
印

同
同

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

－２５－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号

平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
十
二
号
（
化

学
的
酸
素
要
求
量
、
窒
素
含
有
量
及
び
り
ん
含

有
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準
に
つ
い
て
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
一
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

別
表
第
一
の
二
一
一
の
項
、
別
表
第
二
の
二

一
一
の
項
及
び
別
表
第
三
の
二
一
一
の
項
中

「
第
五
条
の
二
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
る
。

埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
七
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条

の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

指
定
番
号

指

定

区

域

埋
立
地
の
区
分（
該
当
条
項
）

一
―
一

熊
谷
市
成
沢
字
谷
ツ
向
七
二
三
番
及
び
押
切
字

大
原
二
、
四
二
六
番
一
の
各
一
部

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭

和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三

十
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と

い
う
。）
第
十
二
条
の
三
十

一
第
一
号

一
―
二

熊
谷
市
小
江
川
字
唐
篠
谷
一
一
一
番
一
の
一
部

規
則
第
十
二
条
の
三
十
一
第

一
号

一
―
三

行
田
市
大
字
小
針
字
埜
通
八
九
一
番
一
、
八
九

五
番
一
及
び
九
〇
二
番
一
の
各
一
部

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和

四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
。

以
下
「
令
」
と
い
う
。）
第

十
三
条
の
二
第
二
号

一
―
四

本
庄
市
児
玉
町
秋
山
字
諏
訪
平
五
五
六
番
の
一

部

令
第
十
三
条
の
二
第
二
号

一
―
五

鴻
巣
市
大
間
字
内
谷
一
、
一
〇
四
番
、
一
、
一

〇
五
番
、
一
、
一
〇
六
番
一
、
一
、
一
〇
七
番

一
、
一
、
一
〇
八
番
一
、
一
、
一
〇
九
番
一
及

び
一
、
一
一
〇
番
一
の
各
一
部

令
第
十
三
条
の
二
第
二
号

一
―
六

鴻
巣
市
糠
田
字
本
田
五
ノ
割
二
、
五
七
八
番

一
、
二
、
五
七
八
番
二
及
び
二
、
五
七
九
番
一

の
各
一
部

規
則
第
十
二
条
の
三
十
一
第

一
号

一
―
七

深
谷
市
上
柴
町
東
五
丁
目
九
番
一
及
び
九
番
二

の
各
一
部

規
則
第
十
二
条
の
三
十
一
第

一
号

一
―
八

深
谷
市
上
野
台
字
流
レ
二
、
五
四
七
番
一
、

二
、
五
四
七
番
二
、
二
、
五
四
八
番
、
二
、
五

四
九
番
、
二
、
五
五
〇
番
一
、
二
、
五
五
〇
番

二
、
二
、
五
五
一
番
一
、
二
、
五
五
一
番
三
、

二
、
五
五
一
番
四
、
二
、
五
五
一
番
五
及
び
二
、

五
六
〇
番
一
の
各
一
部

規
則
第
十
二
条
の
三
十
一
第

一
号

一
―
九

深
谷
市
折
之
口
字
稜
威
ヶ
原
一
、
八
九
九
番
一

の
一
部

規
則
第
十
二
条
の
三
十
一
第

一
号

一
―
十

深
谷
市
起
会
字
唐
言
一
一
四
番
四
、
一
一
七
番

一
及
び
一
六
二
番
一
の
各
一
部

規
則
第
十
二
条
の
三
十
一
第

一
号

一
―
十
一

深
谷
市
人
見
字
政
所
一
、
五
六
〇
番
の
一
部

規
則
第
十
二
条
の
三
十
一
第

一
号

一
―
十
二

深
谷
市
樫
合
字
向
久
保
七
六
三
番
の
一
部

規
則
第
十
二
条
の
三
十
一
第

一
号

一
―
十
三

三
郷
市
幸
房
字
掛
井
堀
向
一
、
三
一
一
番
一
、

一
、
三
一
一
番
二
、
一
、
三
一
二
番
一
及
び
一
、

三
一
二
番
二
の
各
一
部

規
則
第
十
二
条
の
三
十
一
第

一
号

一
―
十
四

入
間
郡
三
芳
町
大
字
上
富
字
緑
一
、
五
八
二
番

一
の
一
部

規
則
第
十
二
条
の
三
十
一
第

一
号

一
―
十
五

入
間
郡
三
芳
町
大
字
上
富
字
緑
一
、
五
八
二
番

二
の
一
部

規
則
第
十
二
条
の
三
十
一
第

一
号

－２６－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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一
―
十
六

北
埼
玉
郡
騎
西
町
大
字
戸
崎
字
広
島
九
九
二
番

の
一
部

令
第
十
三
条
の
二
第
二
号

埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号
）
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
と
き
が
わ
町
長
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月

十
六
日
に
、
と
き
が
わ
町
営
土
地
改
良
事
業
玉

川
地
区
（
団
体
営
基
盤
整
備
事
業
）
の
換
地
処

分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
百
五
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

志
多
見
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び

住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

就
任

職

名

氏

名

住

所

理

事

松

村

昇

加
須
市
大
字
志
多
見
三
二
一
番
地
一

同

正

能

武

夫

同

同

同

五
七
七
番
地

同

太
田
原

郁

夫

同

同

同

二
二
三
三
番
地

同

早

川

初

男

同

同

平
永
八
二
三
番
地
一

同

長

沼

初
太
郎

同

同

同

一
〇
七
〇
番
地
一

同

福

田

宣

夫

同

同

阿
良
川
二
〇
六
番
地
一

同

松

本

勘

一

同

同

同

四
五
三
番
地
一

同

町

田

文

男

同

同

串
作
五
九
二
番
地
一

同

田

島

幸

夫

同

同

同

一
〇
六
九
番
地
二

監

事

襟

川

昭

雄

同

同

志
多
見
八
四
八
番
地
一

同

矢

沢

照

男

同

同

平
永
二
七
六
番
地

同

小

峰

昭

夫

同

同

阿
良
川
八
一
八
番
地
一

監

事

田

沼

章

加
須
市
大
字
串
作
二
七
七
番
地
二

二

退
任

職

名

氏

名

住

所

理

事

宮

内

秀

雄

加
須
市
大
字
志
多
見
四
六
六
番
地

同

桑

子

努

同

同

同

一
〇
一
六
番
地

同

川

島

達

男

同

同

同

一
五
八
四
番
地

同

矢

澤

照

男

同

同

平
永
二
七
六
番
地

同

長
谷
川

弘

志

同

同

同

四
四
七
番
地
一

同

福

田

宣

夫

同

同

阿
良
川
二
〇
六
番
地
一

同

松

本

勘

一

同

同

同

四
五
三
番
地
一

同

田

沼

弘

美

同

同

串
作
六
二
三
番
地

同

田

島

敏

男

同

同

同

八
九
六
番
地
一

監

事

襟

川

昭

雄

同

同

志
多
見
八
四
八
番
地
一

同

若

旅

英

雄

同

同

平
永
六
五
七
番
地
一

同

小

峰

昭

夫

同

同

阿
良
川
八
一
八
番
地
一

同

岡

村

真

司

同

同

串
作
二
六
三
番
地

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号
で
告

示
し
た
川
口
都
市
計
画
道
路
事
業
（
川
口
市
施

行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
同

法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

事
業
施
行
期
間

平
成
十
三
年
三
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

変
更
に
係
る
事
業
地

イ

収
用
の
部
分

平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十

一
号
及
び
平
成
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
四

百
四
十
七
号
の
事
業
地
の
う
ち
埼
玉
県
川

口
市
上
青
木
三
丁
目
、
四
丁
目
地
内
に
お

い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。
ま
た
、
埼
玉

県
川
口
市
上
青
木
二
丁
目
、
五
丁
目
地
内

を
追
加
す
る
。

ロ

使
用
の
部
分

変
更
な
し

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号

－２７－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
七
号
で
告
示

し
た
川
口
都
市
計
画
道
路
事
業
（
川
口
市
施

行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
同

法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

事
業
施
行
期
間

平
成
十
六
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二

十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

変
更
に
係
る
事
業
地

イ

収
用
の
部
分

変
更
な
し

ロ

使
用
の
部
分

変
更
な
し

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
六
十
七
号
で
告

示
し
た
川
口
都
市
計
画
道
路
事
業
（
川
口
市
施

行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
同

法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

事
業
施
行
期
間

平
成
六
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

変
更
に
係
る
事
業
地

イ

収
用
の
部
分

変
更
な
し

ロ

使
用
の
部
分

変
更
な
し

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
六
十
八
号
で
告

示
し
た
川
口
都
市
計
画
道
路
事
業
（
川
口
市
施

行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
同

法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

事
業
施
行
期
間

平
成
七
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二

十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

変
更
に
係
る
事
業
地

イ

収
用
の
部
分

変
更
な
し

ロ

使
用
の
部
分

変
更
な
し

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号
で
告

示
し
た
春
日
部
都
市
計
画
道
路
事
業
（
春
日
部

市
施
行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の

で
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

事
業
施
行
期
間

平
成
十
五
年
二
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

変
更
に
係
る
事
業
地

イ

収
用
の
部
分

変
更
な
し

ロ

使
用
の
部
分

変
更
な
し

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号
で
告

示
し
た
狭
山
都
市
計
画
道
路
事
業
（
狭
山
市
施

行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
同

法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

事
業
施
行
期
間

平
成
十
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十

四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

変
更
に
係
る
事
業
地

イ

収
用
の
部
分

変
更
な
し

ロ

使
用
の
部
分

変
更
な
し

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
五
号
で
告
示

し
た
越
谷
都
市
計
画
道
路
事
業
（
越
谷
市
施

行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
同

法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

事
業
施
行
期
間

平
成
十
六
年
八
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

変
更
に
係
る
事
業
地

イ

収
用
の
部
分

変
更
な
し

ロ

使
用
の
部
分

変
更
な
し

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
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成
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号
で
告

示
し
た
戸
田
都
市
計
画
道
路
事
業
（
戸
田
市
施

行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
同

法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

事
業
施
行
期
間

平
成
八
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十

三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

変
更
に
係
る
事
業
地

イ

収
用
の
部
分

変
更
な
し

ロ

使
用
の
部
分

変
更
な
し

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
八
十
九
号
で

告
示
し
た
鳩
ヶ
谷
都
市
計
画
道
路
事
業
（
鳩
ヶ

谷
市
施
行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た

の
で
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

事
業
施
行
期
間

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二

十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

変
更
に
係
る
事
業
地

イ

収
用
の
部
分

変
更
な
し

ロ

使
用
の
部
分

変
更
な
し

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
八
号
で
告
示

し
た
新
座
都
市
計
画
道
路
事
業
（
新
座
市
施

行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
同

法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

事
業
施
行
期
間

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二

十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

変
更
に
係
る
事
業
地

イ

収
用
の
部
分

変
更
な
し

ロ

使
用
の
部
分

変
更
な
し

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
号
で
告
示

し
た
富
士
見
都
市
計
画
道
路
事
業
（
富
士
見
市

施
行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で

同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

事
業
施
行
期
間

平
成
十
七
年
三
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

変
更
に
係
る
事
業
地

イ

収
用
の
部
分

変
更
な
し

ロ

使
用
の
部
分

変
更
な
し

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
の
区
域
を

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

土
砂
災
害
警
戒
区
域

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

な
る
自
然
現
象
の
種
類

中
海
戸
―
１
（
中
海
戸
―
２
）

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

人
見
向

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

人
見

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

浜
居
場

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

－２９－
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下
ヶ
坂

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

柏
木

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鬼
丸

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
ノ
平
―
６

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
ノ
平
―
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
ノ
平
―
５

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
ノ
平
―
４

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
ノ
平
―
３

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
平

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

穴
沢
―
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

穴
沢
―
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

森
河
原
―
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

森
河
原
―
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

新
館
―
１
（
新
館
―
２
）

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

新
館
―
３

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

稲
村

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
物
―
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
物
―
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
殿
―
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
殿
―
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
指

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

神
出
―
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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神
出
―
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

篠
ノ
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

人
見
向
入

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

鬼
丸
入

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

西
平
入

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

西
穴
沢
入

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

川
グ
ル
ミ
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

森
ノ
入
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

淵
ノ
上
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

豆
口
入

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

小
栃
久
保

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

稲
村
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

津
辺
曽
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

小
物
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

机
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

八
幡
入

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

神
出
入

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

鳥
居
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

蓬
来
―
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

屋
敷
前

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

浦
山
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

浦
山
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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龍
ヶ
谷

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

戸
神
沢
１
右

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

戸
神
沢
１
左

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

戸
神
沢
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

削
山
川

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

北
ノ
入
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

越
辺
川
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

越
辺
川
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

顔
振
川

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

三
山
赤
谷
―
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

三
山
赤
谷
―
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

三
山
赤
谷
―
３

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

久
月
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

半
平
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

間
明
平

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

一
反
地

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

皆
本

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

黒
竹

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

楚
里
―
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

楚
里
―
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

半
平
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

田
ノ
頭

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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一
反
地
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

築
間
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

久
月
沢
―
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

久
月
沢
―
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

田
の
頭
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

赤
谷
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

反
の
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

東
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

森
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

柿
の
木
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

道
永
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

道
永
沢
右
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

笹
原
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

井
戸
沢
川

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

末
野
沢
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

末
野
沢
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

末
野
沢
３

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

高
根
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

谷
の
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

李
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

馬
騎
ノ
内
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

三
品
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流
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車
山
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

土
石
流

円
良
田
湖

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

末
野

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

元
宿
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

元
宿
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

元
宿
３

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
組

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

六
供
玉
淀

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
崎

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

六
供
左
斜
面

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

六
供
右
斜
面

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

滝
ノ
上

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

深
田
谷
津

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

元
宿
―
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

三
品
―
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

三
品
―
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

三
品
―
３

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

三
品
―
４

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

三
品
―
５

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

三
品
―
６

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

土
砂
災
害
特
別
警

戒
区
域
の
名
称

土
砂
災
害
特
別
警
戒

区
域

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項

中
海
戸
―
１
（
中

海
戸
―
２
）

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

人
見
向

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

人
見

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

浜
居
場

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

下
ヶ
坂

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

柏
木

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

鬼
丸

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

上
ノ
平
―
６

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

上
ノ
平
―
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

上
ノ
平
―
５

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

上
ノ
平
―
４

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

上
ノ
平
―
３

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

西
平

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
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に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

穴
沢
―
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

穴
沢
―
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

森
河
原
―
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

森
河
原
―
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

新
館
―
１
（
新
館

―
２
）

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

新
館
―
３

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

稲
村

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

小
物
―
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

小
物
―
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

小
殿
―
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

小
殿
―
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

中
指

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

神
出
―
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

神
出
―
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
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に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

篠
ノ
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

人
見
向
入

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

鬼
丸
入

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

川
グ
ル
ミ
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

森
ノ
入
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

淵
ノ
上
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

豆
口
入

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

稲
村
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

津
辺
曽
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

小
物
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

机
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

八
幡
入

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

神
出
入

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

鳥
居
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
飯
能
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
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に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

蓬
来
―
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

屋
敷
前

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

浦
山
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

浦
山
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

龍
ヶ
谷

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

戸
神
沢
１
右

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

戸
神
沢
１
左

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

戸
神
沢
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

削
山
川

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

北
ノ
入
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

越
辺
川
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

顔
振
川

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
及
び
越
生
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

皆
本

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

黒
竹

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦
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覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

楚
里
―
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

楚
里
―
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

半
平
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

田
ノ
頭

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

久
月
沢
―
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

久
月
沢
―
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

田
の
頭
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

赤
谷
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

東
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

森
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

柿
の
木
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

笹
原
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

井
戸
沢
川

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

末
野
沢
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

－３９－
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に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

末
野
沢
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

末
野
沢
３

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

谷
の
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る

馬
騎
ノ
内
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

三
品
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

車
山
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

円
良
田
湖

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

末
野

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

元
宿
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

元
宿
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

元
宿
３

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

上
組

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

六
供
玉
淀

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

岩
崎

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

－４０－
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に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

六
供
左
斜
面

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

六
供
右
斜
面

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

滝
ノ
上

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

深
田
谷
津

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

元
宿
―
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

三
品
―
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

三
品
―
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

三
品
―
３

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

三
品
―
４

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

三
品
―
５

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

三
品
―
６

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

下
大
輪
地
区

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
八
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
八
号

と
標
柱
一
号
を
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

－４１－
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標
柱
番
号

市

町

村

大

字

字

地

番

一

秩
父
市

大
滝

大
輪

七
〇
一
番
五

二

同

同

大
輪
ヲ
ミ
ヤ
道
上

四
三
六
九
番
二

三

同

同

大
輪

四
三
七
四
番

四

同

同

同

六
五
〇
番

五

同

同

同

六
五
八
番

六

同

同

同

六
八
四
番

七

同

同

同

六
九
二
番

八

同

同

同

六
九
六
番

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

千
鹿
谷
地
区

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
十
四
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
十

四
号
と
標
柱
一
号
を
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

標
柱
番
号

市

町

村

大

字

字

地

番

一

秩
父
市

上
吉
田

千
鹿
谷

二
二
九
六
番
一

二

同

同

同

二
二
九
六
番
一

三

同

同

同

二
三
〇
四
番

四

同

同

同

二
三
〇
六
番

五

同

同

同

二
三
〇
七
番
二

六

同

同

同

二
三
〇
七
番
三

七

同

同

同

二
三
〇
八
番
一

八

同

同

同

二
二
六
二
番
六

九

同

同

同

二
二
六
三
番
一

十

同

同

同

二
二
七
七
番
一

十
一

同

同

同

二
二
七
八
番
二

十
二

同

同

同

二
二
八
四
番
一

十
三

同

同

同

二
二
三
一
番
一

十
四

同

同

同

二
二
二
八
番
一

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号

三
郷
市
か
ら
草
加
都
市
計
画
三
郷
イ
ン
タ
ー

南
部
土
地
区
画
整
理
事
業
の
決
定
に
係
る
図
書

の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼

玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

－４２－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長

吉

田

耕

三

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

新
座
和
光
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長

吉

田

耕

三

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

保
谷
志
木
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長

吉

田

耕

三

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

新
座
市
野
火
止
八
丁
目
四
八
八
番
地
先
か
ら
朝
霞
市
泉
水
一
丁
目
二
一

〇
二
番
五
地
先
ま
で

一
〇
・
〇
〇
〜一

三
・
二
〇

二
一
六
・
〇
〇

自
転
者
歩
行
車
道
整
備
工
事
に
よ
る
。

新

一
一
・
〇
〇
〜二

九
・
〇
〇

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

新
座
市
道
場
一
丁
目
二
六
一
四
番
一
地
先
か
ら
同
市
道
場
一
丁
目
三
五

〇
〇
番
一
地
先
ま
で

九
・
〇
〇
〜

一
五
・
四
〇

三
三
三
・
七
〇

交
差
点
整
備
工
事
に
よ
る
。

新

一
四
・
〇
〇
〜一

七
・
五
〇

－４３－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長

吉

田

耕

三

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長

吉

田

耕

三

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長

榎

本

恵

樹

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

保

谷

志

木

線

新
座
市
道
場
一
丁
目
二
六
一
四
番
一
地
先
か
ら
同
市
道
場
一
丁
目
三
五

〇
〇
番
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

延
長

三
三
三
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

保

谷

志

木

線

志
木
市
中
宗
岡
一
丁
目
二
七
六
六
番
一
地
先
か
ら
同
市
中
宗
岡
一
丁
目

一
五
〇
二
番
二
地
先
ま
で

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

延
長

九
八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

さ
い
た
ま
東
村
山
線

志
木
市
中
宗
岡
五
丁
目
二
九
八
六
番
一
地
先
か
ら
同
市
中
宗
岡
五
丁
目

一
五
一
五
番
八
地
先
ま
で

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

延
長

八
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

－４４－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長

大

石

正

孝

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

川
越
北
環
状
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長

大

石

正

孝

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

川

越

栗

橋

線

桶
川
市
北
二
丁
目
一
六
三
〇
番
二
地
先
か
ら
同
市
大
字
坂
田
一
六
三
三

番
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

延
長

二
〇
九
・
三
〇
メ
ー
ト
ル

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

川
越
市
大
字
上
寺
山
字
姥
神
五
六
〇
番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
上
寺
山

字
姥
神
五
三
六
番
一
地
先
ま
で

二
五
・
〇
〇
〜二

五
・
〇
一

一
一
五
・
〇
〇

道
路
改
築
工
事

新

二
五
・
一
〇
〜二

五
・
二
〇

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

川

越

上

尾

線

川
越
市
元
町
一
丁
目
一
番
七
地
先
か
ら
同
市
元
町
一
丁
目
一
番
一
七
地

先
ま
で

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

延
長
五
一
・
二
二
メ
ー
ト
ル

－４５－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長

大

石

正

孝

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

川
越
上
尾
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長

大

石

正

孝

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長

大

石

正

孝

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

所
沢
青
梅
線

三

道
路
の
区
域

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

川
越
市
氷
川
町
一
三
〇
番
地
先
か
ら
同
市
氷
川
町
一
六
〇
番
一
地
先
ま

で

六
・
六
五
〜

一
四
・
一
五

九
一
・
三
〇

交
差
点
改
良
工
事

新

一
五
・
八
五
〜一

六
・
七
五

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

川

越

上

尾

線

川
越
市
氷
川
町
一
三
〇
番
地
先
か
ら
同
市
氷
川
町
一
六
〇
番
一
地
先
ま

で

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

延
長
九
一
・
三
〇
メ
ー
ト
ル

－４６－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長

大

石

正

孝

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

川
越
所
沢
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長

大

石

正

孝

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

所
沢
市
旭
町
三
九
九
番
三
地
先
か
ら
同
市
旭
町
三
九
九
番
一
地
先
ま
で

一
五
・
七
〇
〜二

一
・
三
〇

一
二
・
五
〇

新

一
九
・
〇
〇
〜二

八
・
四
〇

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

所
沢
市
大
字
神
米
金
字
稲
荷
木
六
六
一
番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
神
米

金
字
稲
荷
木
六
二
四
番
一
地
先
ま
で

八
・
九
〇
〜

一
〇
・
五
〇

七
二
・
〇
三

新

一
一
・
九
一
〜一

二
・
三
八

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

県
道
川
越
所
沢
線

所
沢
市
大
字
神
米
金
字
稲
荷
木
六
五
〇
番
二
地
先
か
ら
同
市
大
字
神
米

金
字
稲
荷
木
六
二
四
番
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

延
長
三
〇
・
九
六
メ
ー
ト
ル

－４７－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長

大

石

正

孝

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長

大

石

正

孝

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長

大

石

正

孝

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

さ
い
た
ま
ふ
じ
み
野

所

沢

線

入
間
郡
三
芳
町
大
字
上
富
字
中
東
一
八
七
番
三
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大

字
上
富
字
中
東
二
三
六
番
二
地
先
ま
で

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
八
日

延
長
二
五
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

三
芳
富
士
見
線

入
間
郡
三
芳
町
大
字
上
富
字
吉
拓
三
二
八
番
八
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大

字
上
富
字
吉
拓
三
四
五
番
二
地
先
ま
で

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
八
日

延
長
九
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

さ
い
た
ま
ふ
じ
み
野

所

沢

線

ふ
じ
み
野
市
上
福
岡
二
丁
目
一
五
一
一
番
一
地
先
か
ら
同
市
上
福
岡
二

丁
目
一
五
一
二
番
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日
付
け
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告

示
第
三
十
三
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開
始
で
あ

る
。
延
長
二
十
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

－４８－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

二
百
九
十
九
号

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

越
生
長
沢
線

三

道
路
の
区
域

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧
Ａ

飯
能
市
大
字
長
沢
字
馬
場
六
八
番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
井
上
字
大
西

一
二
八
三
番
一
地
先
ま
で

七
・
〇
〇
〜

四
〇
・
〇
〇

一
六
〇
〇
・
〇
〇

バ
イ
パ
ス
建
設
工
事
に
よ
る
。

新
Ａ

新
Ｂ

一
一
・
〇
〇
〜六

八
・
四
九

八
六
六
・
〇
〇

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧
Ａ

飯
能
市
大
字
長
沢
字
落
合
二
〇
九
七
番
地
先
か
ら
同
市
大
字
長
沢
字
落

合
二
一
一
〇
番
一
地
先
ま
で

三
・
七
〇
〜

一
七
・
一
〇

一
七
一
・
〇
〇

バ
イ
パ
ス
建
設
工
事
に
よ
る
。

新
Ａ

新
Ｂ

飯
能
市
大
字
長
沢
字
落
合
二
〇
九
七
番
地
先
か
ら
同
市
大
字
長
沢
字
馬

場
七
番
一
地
先
ま
で

九
・
三
〇
〜

二
〇
・
〇
〇

一
〇
〇
・
〇
〇

－４９－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

飯
能
下
名
栗
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧
Ａ

飯
能
市
大
字
赤
沢
字
久
林
原
一
〇
五
八
番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
下
名

栗
字
論
地
山
二
二
番
二
地
先
ま
で

五
・
〇
〇
〜

一
二
・
八
〇

三
三
九
・
〇
〇

旧
Ａ
は
飯
能
市
に
引
き
継
ぐ
。

旧
Ｂ

飯
能
市
大
字
赤
沢
字
岩
本
一
〇
七
四
番
六
地
先
か
ら
同
市
大
字
下
名
栗

字
小
沢
名
土
一
一
七
四
番
一
地
先
ま
で

一
一
・
〇
〇
〜二

三
・
四
〇

二
七
三
・
〇
〇

新
Ｂ

一
一
・
〇
〇
〜三

二
・
〇
〇

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

飯
能
下
名
栗
線

飯
能
市
大
字
赤
沢
字
岩
本
一
〇
七
四
番
六
地
先
か
ら
同
市
大
字
下
名
栗

字
小
沢
名
土
一
一
七
四
番
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

延
長

二
七
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

－５０－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

岩
殿
岩
井
線

三

道
路
の
区
域

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

青

梅

秩

父

線

飯
能
市
大
字
下
名
栗
字
小
沢
名
土
一
一
四
九
番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字

下
名
栗
字
小
沢
名
土
一
一
三
〇
番
五
地
先
ま
で

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

延
長

九
五
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

深
谷
東
松
山
線

比
企
郡
滑
川
町
大
字
羽
尾
字
大
道
二
三
五
九
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町

大
字
羽
尾
字
大
道
二
三
五
四
番
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

延
長

一
三
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
石
坂
字
大
平
六
〇
四
番
二
五
四
地
先
か
ら
同
郡
同

町
大
字
石
坂
字
大
平
六
〇
四
番
一
九
〇
地
先
ま
で

九
・
二
六
〜

一
六
・
三
三

一
四
三
・
〇
〇

自
転
車
歩
行
者
道
整
備
工
事
に
よ
る
。

新

一
〇
・
七
四
〜一

九
・
〇
七

－５１－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

東
松
山
越
生
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

と
き
が
わ
坂
戸
線

三

道
路
の
区
域

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
熊
井
字
下
海
道
下
三
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大

字
熊
井
字
テ
ン
ヤ
ヲ
ネ
六
三
番
一
地
先
ま
で

七
・
八
〇
〜

二
一
・
五
〇

二
四
八
・
五
〇

地
方
特
定
道
路
（
交
通
安
全
）
整
備
工
事
に
よ
る
。

新

一
三
・
六
〇
〜三

八
・
〇
〇

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

東
松
山
越
生
線

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
熊
井
字
下
海
道
下
三
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大

字
熊
井
字
テ
ン
ヤ
ヲ
ネ
六
三
番
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

延
長

二
四
八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

－５２－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

と
き
が
わ
坂
戸
線

三

道
路
の
区
域

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
熊
井
字
下
海
道
下
三
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大

字
熊
井
字
下
海
道
下
一
八
番
七
地
先
ま
で

七
・
八
〇
〜

三
五
・
四
〇

一
八
九
・
五
〇

地
方
特
定
道
路
（
交
通
安
全
）
整
備
工
事
に
よ
る
。

新

一
三
・
六
〇
〜四

〇
・
〇
〇

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

と
き
が
わ
坂
戸
線

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
熊
井
字
下
海
道
下
三
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大

字
熊
井
字
下
海
道
下
一
八
番
七
地
先
ま
で

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

延
長

一
八
九
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
大
橋
字
川
子
田
六
八
二
番
七
地
先
か
ら
同
郡
同
町

大
字
大
橋
字
中
内
三
八
〇
番
一
地
先
ま
で

一
〇
・
五
〇
〜一

三
・
七
〇

三
〇
〇
・
〇
〇

地
方
特
定
道
路
（
交
通
安
全
）
整
備
工
事
に
よ
る
。

新

一
二
・
一
〇
〜一

五
・
六
五

－５３－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

東
松
山
越
生
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
大
橋
字
川
子
田
六
八
二
番
七
地
先
か
ら
同
郡
同
町

大
字
大
橋
字
中
内
三
八
〇
番
一
地
先
ま
で

一
〇
・
五
〇
〜一

三
・
七
〇

三
〇
〇
・
〇
〇

地
方
特
定
道
路
（
交
通
安
全
）
整
備
工
事
に
よ
る
。

新

一
二
・
一
〇
〜一

五
・
六
五

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

東
松
山
越
生
線

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
大
橋
字
川
子
田
六
八
二
番
七
地
先
か
ら
同
郡
同
町

大
字
大
橋
字
中
内
三
八
〇
番
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

延
長

三
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

－５４－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

大
谷
材
木
町
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

県
道
岩
殿
観
音

南

戸

守

線

東
松
山
市
大
字
西
本
宿
字
鈴
留
川
二
一
六
番
三
地
先
か
ら
同
市
大
字
西

本
宿
字
新
堀
一
六
四
一
番
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

平
成
十
七
年
十
月
七
日
付
け
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示

第
二
百
十
八
号
で
変
更
し
た
区
域
の
一
部
供
用
開
始
で
あ
る
。

延
長
一
三
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

東
松
山
市
加
美
町
八
五
七
番
三
地
先
か
ら
同
市
加
美
町
九
六
〇
番
一
地

先

九
・
〇
〇
〜

一
三
・
四
六

二
一
〇
・
五
〇

本
件
は
土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
る
県
道
の
拡
幅
で
あ
る
。

新

一
〇
・
五
〇
〜一

四
・
八
三

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

県
道
大
谷
材
木
町
線

東
松
山
市
加
美
町
八
五
七
番
三
地
先
か
ら
同
市
加
美
町
九
六
〇
番
一
地

先

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
付
け
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所

長
告
示
第
四
十
七
号
で
変
更
し
た
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。

延
長
二
一
〇
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

－５５－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

石
坂
高
坂
停
車
場
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五

十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
一
日

第
二
〇
〇
一
一
三
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日

第
二
〇
〇
一
三
七
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
小
川
町
大
字
飯
田
字
蟹
沢
四
一
六

―
二
、
四
〇
六
―
四
、
四
〇
六
―
五

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

比
企
郡
小
川
町
大
字
大
塚
八
七
五
―
二

野
原

進
一

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

四

百

七

号

東
松
山
市
大
字
高
坂
字
柳
町
二
七
二
番
二
地
先
か
ら
同
市
大
字
高
坂
字

長
瀞
三
九
一
番
六
地
先
ま
で

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日
付
け
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

告
示
第
四
十
八
号
で
変
更
し
た
区
域
の
一
部
供
用
開
始
で
あ
る
。

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧
Ａ

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
石
坂
字
年
中
二
四
六
番
一
地
先
か
ら
東
松
山
市
大

字
田
木
字
立
野
一
一
〇
番
一
地
先
ま
で

三
・
四
〇
〜

一
四
・
四
〇

四
九
〇
・
四
〇

地
方
特
定
道
路
（
改
築
）
整
備
工
事
に
よ
る
。

新
Ａ

三
・
四
〇
〜

二
八
・
〇
〇

新
Ｂ

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
石
坂
字
年
中
二
四
六
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大

字
石
坂
字
年
中
二
四
五
番
二
三
地
先
ま
で

一
〇
・
〇
〇
〜五

〇
・
四
〇

二
二
六
・
八
〇

－５６－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長

須

加

和

隆

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長

須

加

和

隆

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

熊
谷
小
川
秩
父
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長

鈴

木

信

司

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

百

四

十

号

秩
父
市
大
野
原
字
黒
草
一
三
三
七
番
二
地
先
か
ら
同
市
大
野
原
字
黒
草

一
三
三
三
番
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日
付
け
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
告
示
第

四
十
三
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。

延
長
一
六
六
・
〇
二
メ
ー
ト
ル

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

秩
父
市
栃
谷
字
山
根
一
一
三
九
番
地
先
か
ら
同
市
栃
谷
字
宇
志
露
一
〇

七
八
番
二
地
先
ま
で

五
・
四
五
〜

一
五
・
七
〇

四
八
二
・
五
〇

地
方
特
定
道
路
（
改
築
）
整
備
工
事
に
よ
る
拡
幅
。

新

一
〇
・
二
〇
〜一

六
・
〇
九

－５７－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長

鈴

木

信

司

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日埼

玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長

鈴

木

信

司

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
六

号
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長

南

沢

郁
一
郎

一

許
可
番
号

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日

指
令
行
整
第
二
〇
〇
〇
二
四
二
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日
第
三
十
九
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
埼
玉
郡
大
利
根
町
大
字
北
下
新
井
字
本

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

秩

父

児

玉

線

本
庄
市
児
玉
町
金
屋
字
中
ノ
堰
一
四
〇
〇
番
一
地
先
か
ら
同
市
児
玉
町

八
幡
山
字
町
西
二
五
九
番
二
地
先
ま
で

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
九
日

午
後
三
時

延
長

九
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

二
百
五
十
四
号

本
庄
市
児
玉
町
八
幡
山
字
長
浜
町
二
二
六
番
一
地
先
か
ら
同
市
児
玉
町

八
幡
山
字
前
田
四
三
番
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
九
日

延
長

一
六
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

四
百
六
十
二
号

本
庄
市
児
玉
町
八
幡
山
字
長
浜
町
二
二
六
番
一
地
先
か
ら
同
市
児
玉
町

吉
田
林
字
千
日
堂
三
九
一
番
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
九
日

延
長

二
四
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

－５８－
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田
九
一
四
―
一
、
字
不
用
堤
二
一
〇
七
―
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

埼
玉
県
北
埼
玉
郡
北
川
辺
町
大
字
向
古
河

一
四
三
―
一
七

阿
部

義
典

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十

七
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

一

許
可
番
号

平
成
二
十
一
年
三
月
十
日

指
令
杉
整
第
二
〇
〇
一
七
一
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日

杉
整
第
一
八
三
九
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
杉
戸
町
大
字
本
郷
字
堤
一
七
一

七
―
二

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
�
飾
郡
杉
戸
町
大
字
本
郷
一
七
一
七
番

地
大
作

和
弘

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
三
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令

第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
が
適

用
さ
れ
る
建
設
工
事
の
請
負
契
約
並
び
に
建
設

工
事
に
係
る
設
計
、
調
査
及
び
測
量
の
業
務
の

委
託
契
約
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
建
設
工
事
の
請

負
等
の
契
約
」
と
い
う
。）
の
う
ち
、
平
成
二

十
一
年
度
に
お
い
て
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者

及
び
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
締
結
す
る
契
約

の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資

格
等
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者

�

口

和

男

一

一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な

資
格建

設
工
事
の
請
負
等
の
契
約
の
一
般
競
争

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
入

札
参
加
資
格
認
定
申
請
を
し
て
、
資
格
が
あ

る
旨
の
認
定
（
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。）

を
受
け
、
被
認
定
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
者

と
す
る
。

二

認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
認
定

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

イ

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の

四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者

ロ

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
三

十
九
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五

号
）
第
百
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
埼
玉

県
公
営
企
業
管
理
者
及
び
そ
の
委
任
を
受

け
た
者
が
締
結
す
る
契
約
の
一
般
競
争
入

札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
者

ハ

埼
玉
県
企
業
局
建
設
工
事
請
負
等
競
争

入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程

（
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
公
営
企
業
告
示

第
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
埼
玉

県
建
設
工
事
請
負
等
競
争
入
札
参
加
者
の

資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
埼
玉

県
告
示
第
千
百
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項

第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
同
条
第
二

項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
資
格
者
名
簿
か

ら
抹
消
さ
れ
、
当
該
抹
消
の
日
か
ら
二
年

を
経
過
し
て
い
な
い
者

ニ

入
札
公
告
日
以
後
開
札
日
ま
で
に
、
埼

玉
県
企
業
局
建
設
工
事
等
暴
力
団
排
除
措

置
要
綱
（
平
成
八
年
四
月
一
日
施
行
。
公

営
企
業
管
理
者
決
裁
）
に
基
づ
く
指
名
除

外
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
が
あ
る
者

ホ

入
札
公
告
日
以
後
開
札
日
ま
で
に
、
企

業
局
の
発
注
す
る
建
設
工
事
等
及
び
物
品

の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等

の
措
置
要
領
（
平
成
元
年
一
月
十
三
日
施

行
。
公
営
企
業
管
理
者
決
裁
）
に
基
づ
く

指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
が

あ
る
者

ヘ

建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

�

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

百
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

許
可
を
受
け
て
い
な
い
者

�

入
札
参
加
資
格
認
定
を
申
請
し
た
日

か
ら
一
年
七
月
前
の
日
以
後
の
日
を
審

査
基
準
日
と
す
る
建
設
業
法
第
二
十
七

条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経

営
に
関
す
る
客
観
的
事
項
に
つ
い
て
の

審
査
（
以
下
「
経
営
事
項
審
査
」
と
い

う
。）
を
受
け
て
い
な
い
者

ト

測
量
業
務
の
委
託
契
約
に
あ
っ
て
は
、

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

八
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
登
録
を
受
け
て
い
な
い
者

チ

建
築
関
連
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の
委

託
契
約
に
あ
っ
て
は
、
建
築
士
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て

い
な
い
者

リ

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な

行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三

年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に

規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
し
て
い

る
場
合
そ
の
他
暴
力
団
員
と
の
関
係
が
特

に
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
公
営
企

業
管
理
者
が
不
適
格
と
認
め
る
者

三

認
定
を
受
け
る
た
め
の
要
件

認
定
を
受
け
る
た
め
の
要
件
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
。

イ

建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
、

入
札
参
加
資
格
認
定
を
申
請
し
た
日
か
ら

一
年
七
月
前
の
日
以
後
の
日
を
審
査
基
準

日
と
す
る
経
営
事
項
審
査
の
総
合
評
定
値

ロ

年
間
平
均
完
成
工
事
高
、
年
間
平
均
業

務
実
績
高
又
は
年
間
平
均
売
上
高

ハ

自
己
資
本
額

四

認
定
申
請
の
方
法
及
び
資
格
の
有
効
期
間

入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
。

－５９－
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埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
５
号

地
方
自
治
法
第
２４２
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
民
監
査
請
求
に
係
る
監
査
を
実
施
し
た
の

で
、
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
２１
年
３
月
２７
日

埼
玉
県
監
査
委
員
春
日
敏
彦

埼
玉
県
監
査
委
員
米
田
正
巳

埼
玉
県
監
査
委
員
樋
口
�
利

埼
玉
県
監
査
委
員
小
島
信
昭

第
１
監
査
の
請
求

１
請
求
人

（
省
略
）

２
請
求
書
の
受
付

本
件
請
求
受
理
日
平
成
２１
年
２
月
１７
日

３
請
求
の
内
容

�
請
求
の
要
旨

ア
主
張
す
る
事
実

�
平
成
２０
年
３
月
２１
日
、
上
田
清
司
埼
玉
県
知
事
は
、
埼
玉
県
有
地
で
あ
る
旧
浦
和

青
年
の
家
の
一
部
及
び
旧
岸
町
庁
舎
跡
地
２
，５７５
．０３
�
（
以
下
「
本
件
跡
地
」
と
い

う
。）
を
、
５
億
８
，４５４
万
円
（
２２
．７
万
円
／
�
）
と
い
う
違
法
か
つ
不
当
な
廉
価
で

日
本
赤
十
字
社
（
以
下
「
日
赤
」
と
い
う
。）
に
売
り
渡
す
売
買
契
約
を
締
結
し
て

日
赤
の
便
宜
供
与
を
図
り
、
そ
の
結
果
、
県
民
に
損
失
を
与
え
た
。

こ
の
売
買
価
格
５
億
８
，４５４
万
円
は
、
買
主
で
あ
る
日
赤
埼
玉
県
支
部
が
依
頼
し

た
株
式
会
社
吉
野
ア
プ
レ
イ
ザ
ル
作
成
の
不
動
産
鑑
定
評
価
書
に
記
載
さ
れ
た
鑑
定

評
価
額
を
時
価
と
し
て
設
定
し
、
そ
の
約
８０
％
に
相
当
す
る
金
額
で
決
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

�
し
か
し
な
が
ら
、
請
求
人
ら
が
依
頼
し
た
清
水
不
動
産
鑑
定
士
事
務
所
に
よ
る
鑑

定
評
価
に
よ
れ
ば
、
本
件
跡
地
の
適
正
な
単
価
は
４１
．５
万
円
／
�
で
あ
り
、
本
件
跡

－６０－
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地
全
体
の
時
価
は
１０
億
６
，８６４
万
円
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
売
買
価
格
と
の

間
に
は
、
４
億
８
，４００
万
円
余
の
差
が
あ
る
。

�
関
係
す
る
県
の
条
例
・
規
程
に
よ
れ
ば
、
「
公
共
団
体
等
が
公
用
若
し
く
は
公
共

用
又
は
公
益
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
総
務
部
長
が
認
め
る
も
の
」
は
、
２
割
を

上
限
と
し
て
、
時
価
よ
り
も
低
い
価
格
で
売
り
払
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い

る
。本
件
契
約
に
こ
の
適
用
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
本
件
跡
地
の
売
却
に
つ
い
て

は
、
８
億
５
，４９１
万
円
以
上
の
価
格
が
設
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
実
際
の

売
買
価
格
と
の
差
額
は
２
億
７
，０３７
万
円
に
の
ぼ
る
。

イ
主
張
す
る
違
法
性
・
不
当
性

�
買
主
（
日
赤
埼
玉
県
支
部
）
が
準
備
し
た
資
料
で
は
、
不
当
に
低
廉
な
評
価
が
さ

れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

県
は
自
ら
不
動
産
鑑
定
評
価
書
を
取
る
こ
と
を
怠
り
、
売
買
価
格
は
、
買
主
が
依

頼
し
た
不
動
産
鑑
定
の
結
果
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
売
買
契
約
に
お
い
て
は
、
必
要
な
不
動
産
鑑
定
評
価
書
は
存

在
し
て
い
な
い
。

�
本
件
売
買
は
、
行
政
財
産
処
分
の
原
則
を
逸
脱
し
、
本
件
跡
地
の
歴
史
的
・
文
化

的
経
緯
及
び
そ
の
価
値
の
検
討
を
怠
り
、
安
易
に
用
途
廃
止
処
分
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
用
途
廃
止
処
分
は
違
法
・
無
効
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
行
政
財
産
を
売
却
し
た
こ
と
に
な
る
本
件
売
買
契
約
に
は
、
重
大

な
違
法
が
存
し
、
無
効
で
あ
る
。

�
地
方
公
共
団
体
の
契
約
締
結
は
、
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
方
法
が
原
則
と
さ
れ
て

お
り
、
随
意
契
約
は
例
外
的
な
契
約
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
は
、
随
意
契
約

が
許
さ
れ
る
例
外
的
事
由
の
い
ず
れ
に
も
当
た
ら
な
い
。

よ
っ
て
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
１６７
条
の
２
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
基
づ
い

て
随
意
契
約
し
た
こ
と
に
重
大
な
誤
り
が
あ
り
、
違
法
で
あ
る
。

�
知
事
は
日
赤
埼
玉
県
支
部
長
を
兼
任
し
て
い
る
。
本
件
売
買
契
約
の
実
質
的
当
事

者
は
、
日
赤
埼
玉
県
支
部
と
県
で
あ
り
、
知
事
、
日
赤
埼
玉
県
支
部
長
の
同
一
人
が

為
し
た
双
方
代
理
行
為
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
双
方
代
理
行
為
は
、
民
法
第
１０８
条
の
類
推
適
用
に
よ
り
無
効
で
あ

る
。

�
本
件
売
買
契
約
は
、
法
令
の
趣
旨
に
反
し
て
著
し
く
低
廉
で
あ
る
。
結
果
と
し
て

買
主
に
不
当
な
暴
利
を
与
え
る
内
容
で
あ
り
、
公
序
良
俗
に
反
し
無
効
で
あ
る
。

�
予
定
価
格
に
計
算
ミ
ス
が
あ
り
約
６
万
円
高
く
設
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
売
買

契
約
書
に
支
払
期
日
が
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
欠
陥
契
約
書
で
あ
る
。

�
請
求
す
る
措
置
の
内
容

以
下
の
勧
告
を
求
め
る
。

ア
財
産
の
交
換
、
譲
与
、
無
償
貸
付
等
に
関
す
る
条
例
第
４
条
第
１
号
に
違
反
し
て
締

結
さ
れ
、
か
つ
議
会
の
承
認
を
得
ず
に
締
結
さ
れ
た
こ
の
売
買
契
約
は
無
効
で
あ
る
こ

と
を
確
認
し
、
知
事
に
原
状
回
復
措
置
を
と
る
よ
う
求
め
る
こ
と
。

イ
知
事
は
、
上
記
一
連
の
違
法
、
無
効
な
財
務
会
計
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
賠
償

及
び
原
状
回
復
の
措
置
を
怠
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
県
が
日
赤
に
対
す
る
所
有
権
移
転

登
記
抹
消
登
記
手
続
き
を
怠
る
こ
と
及
び
既
払
い
と
な
っ
て
い
る
売
買
代
金
の
返
還
手

続
を
怠
っ
て
い
る
こ
と
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

ウ
知
事
及
び
こ
の
売
買
契
約
に
携
わ
っ
た
当
事
の
県
総
務
部
職
員
（
氏
名
不
詳
）
は
、

�
本
件
売
買
契
約
の
違
法
不
当
な
建
物
解
体
に
よ
っ
て
生
じ
た
解
体
費
用

金
５９
，３０９
，２５０
円
の
損
害
賠
償
及
び
こ
れ
に
対
す
る
解
体
の
日
以
降
支
払
い
済
み
に

至
る
ま
で
年
５
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
を
支
払
う
よ
う
求
め
る
こ
と
。

�
も
し
売
買
契
約
が
有
効
と
さ
れ
る
場
合
、
又
は
無
効
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
本
件

土
地
の
名
義
を
県
に
戻
す
な
ど
の
原
状
回
復
が
不
可
能
な
場
合
に
は
、
適
正
価
額
の

下
限
で
あ
る
８
億
５
，４９１
万
円
と
実
際
の
売
買
価
格
と
の
差
額
で
あ
る
金
２
億
７
，０３７

万
円
の
損
害
賠
償
及
び
こ
れ
に
対
す
る
売
買
契
約
の
日
の
翌
日
以
降
支
払
済
み
に
至

る
ま
で
年
５
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
を
支
払
う
よ
う
求
め
る
こ
と
。

第
２
請
求
の
要
件
審
査

本
件
請
求
の
う
ち
、
先
述
の
「
�
請
求
す
る
措
置
の
内
容
ア
、
イ
及
び
ウ
�
」
の
請

求
は
、
地
方
自
治
法
第
２４２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、

監
査
の
対
象
と
し
た
。

ま
た
、
先
述
の
「
�
請
求
す
る
措
置
の
内
容
ウ
�
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
判
断
に
よ

り
、
住
民
監
査
請
求
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
た
め
却
下
す
る
こ
と
と
し
、
監
査
の
対
象

と
し
な
い
こ
と
と
し
た
。
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地
方
自
治
法
第
２４２
条
第
２
項
は
、
請
求
の
期
間
に
つ
い
て
、
「
当
該
行
為
の
あ
っ
た
日

又
は
終
わ
っ
た
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ

し
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。」
と
し
て
い
る
。

本
件
跡
地
上
に
建
築
さ
れ
て
い
た
建
物
の
解
体
工
事
に
係
る
費
用
の
支
払
い
は
、
平
成
１９

年
３
月
３０
日
に
完
了
し
て
お
り
、
本
件
請
求
の
日
で
あ
る
平
成
２１
年
２
月
１７
日
ま
で
の
期
間

は
、
１
年
を
経
過
し
て
い
る
。

ま
た
、
県
は
、
平
成
１８
年
１１
月
２１
日
に
解
体
工
事
の
地
元
説
明
会
を
実
施
し
、
工
事
の
実

施
を
周
知
し
て
お
り
、
請
求
人
は
容
易
に
こ
れ
を
知
り
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
推
測
さ
れ

た
。

第
３
監
査
の
実
施

１
監
査
対
象
事
項

平
成
２０
年
３
月
２１
日
付
け
で
、
県
が
日
赤
と
の
間
で
締
結
し
た
土
地
売
買
契
約
を
監
査
の

対
象
と
し
た
。

２
監
査
対
象
機
関

総
務
部

３
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述

請
求
人
に
対
し
て
、
地
方
自
治
法
第
２４２
条
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
２１
年
３
月

６
日
に
、
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
の
機
会
を
設
け
た
と
こ
ろ
、
新
た
な
証
拠
の
提
出
及
び
請

求
人
代
理
人
○
○
○
○
氏
、
請
求
人
○
○
○
○
○
氏
、
○
○
○
○
氏
、
○
○
○
氏
か
ら
陳
述

が
あ
っ
た
。

請
求
人
の
陳
述
の
際
、
同
法
第
２４２
条
第
７
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
務
部
職
員
が
立
ち

会
っ
た
。

ま
た
、
同
日
、
総
務
部
職
員
の
陳
述
の
聴
取
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
同
法
第
２４２
条
第
７

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
請
求
人
が
立
ち
会
っ
た
。

�
請
求
人
の
陳
述
の
要
旨

ア
平
成
２０
年
４
月
３
日
に
不
動
産
鑑
定
書
の
開
示
請
求
を
し
た
。
開
示
さ
れ
た
の
は
、

日
赤
埼
玉
県
支
部
が
株
式
会
社
吉
野
ア
プ
レ
イ
ザ
ル
に
依
頼
し
て
作
成
し
た
鑑
定
評
価

書
で
あ
っ
た
。
５
月
８
日
に
、
再
度
、
「
外
部
鑑
定
評
価
書
の
全
て
」
を
開
示
請
求
を

し
た
が
、
や
は
り
株
式
会
社
吉
野
ア
プ
レ
イ
ザ
ル
の
鑑
定
書
が
出
て
き
た
。
管
財
課
の

担
当
者
は
「
こ
れ
以
外
に
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
回
答
し
た
。

イ
埼
玉
県
職
員
措
置
請
求
書
を
出
し
た
そ
の
日
に
な
っ
て
、
突
然
、
県
か
ら
、
県
が
株

式
会
社
浦
和
鑑
定
に
委
託
し
て
作
成
し
た
不
動
産
鑑
定
書
が
出
て
き
た
。

ウ
請
求
人
が
委
託
作
成
し
た
、
清
水
不
動
産
鑑
定
書
で
は
、
４１
万
５
千
円
／
�
、
総
額

１０
億
６
，８６４
万
円
と
い
う
結
果
だ
っ
た
。

こ
れ
と
比
較
す
る
と
、
本
件
売
却
価
格
５
億
８
，４ ５４
万
円
は
非
常
に
低
い
。

エ
実
際
の
売
却
条
件
と
日
赤
の
鑑
定
書
は
、
地
積
、
地
番
、
条
件
も
違
っ
て
お
り
、
日

赤
が
作
成
し
た
鑑
定
書
を
こ
の
ま
ま
使
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

オ
日
赤
の
鑑
定
書
は
、
平
成
１８
年
９
月
１
日
時
点
で
鑑
定
し
て
い
る
が
、
実
際
に
売
買

さ
れ
た
の
は
平
成
２０
年
で
あ
る
。
そ
の
間
に
岸
町
３
丁
目
の
公
示
価
格
は
、
３２
万
６
千

円
か
ら
、
３４
万
円
、
さ
ら
に
３９
万
円
と
上
が
っ
て
い
る
。

カ
本
件
跡
地
は
、
明
治
７
年
に
県
内
第
１
号
の
公
園
と
し
て
開
設
さ
れ
た
偕
楽
園
の
一

角
に
あ
る
。

古
代
の
埋
蔵
文
化
財
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
、
ま
た
、
考
古
学
上
重
要
な
意
義
が
認

め
ら
れ
る
遺
跡
が
近
く
に
あ
る
な
ど
、
非
常
に
研
究
価
値
の
あ
る
場
所
と
さ
れ
て
い

る
。本
件
跡
地
の
価
値
が
高
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
安
易
に
売
却
し
た
こ
と
は
、
地
方
自
治

法
第
２３８
条
の
４
第
６
項
に
違
反
す
る
。

キ
日
赤
は
、
貯
蔵
物
資
も
増
や
し
て
、
防
災
機
能
を
強
化
す
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
本

件
跡
地
は
、
今
の
場
所
に
比
べ
る
と
幹
線
道
路
に
出
に
く
く
、
逆
に
、
災
害
が
起
こ
っ

た
と
き
は
問
題
と
な
る
場
所
で
あ
る
。

県
が
、
今
年
度
武
道
館
跡
地
に
防
災
セ
ン
タ
ー
を
作
る
が
、
も
し
防
災
機
能
を
強
化

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
防
災
セ
ン
タ
ー
に
近
い
今
の
事
務
所
の
方
が
、
県
と
連
携
す
る
上

で
も
条
件
が
よ
い
。

本
件
跡
地
は
、
直
下
型
地
震
が
起
き
た
と
き
の
避
難
場
所
と
し
て
、
防
災
公
園
と
す

べ
き
だ
と
い
う
の
が
、
自
治
会
も
含
め
た
住
民
の
一
致
し
た
意
見
で
あ
る
。

ク
随
意
契
約
に
よ
り
締
結
し
て
い
る
が
、
今
回
の
契
約
は
、
法
律
上
、
随
意
契
約
で
き

る
ケ
ー
ス
に
は
当
た
ら
な
い
。
地
方
自
治
法
施
行
令
第
１６７
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に

い
う
「
そ
の
他
の
契
約
で
そ
の
性
質
又
は
目
的
が
競
争
入
札
に
適
し
な
い
も
の
」
に
つ

い
て
、
昭
和
６２
年
の
最
高
裁
判
決
が
あ
る
が
、
今
回
の
契
約
は
こ
の
判
例
に
は
当
て
は

ま
ら
な
い
。
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ケ
日
赤
が
県
と
や
り
取
り
し
た
文
書
は
、
全
部
、
日
赤
埼
玉
県
支
部
長
上
田
清
司
名
義

と
な
っ
て
い
る
。
日
赤
本
社
は
、
ど
こ
に
も
出
て
こ
な
い
。
双
方
代
理
的
な
要
素
が
非

常
に
強
い
。

コ
跡
地
を
売
却
す
る
た
め
に
建
物
を
解
体
し
た
も
の
で
あ
り
、
解
体
費
用
に
係
る
損
害

賠
償
や
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
請
求
に
つ
い
て
も
法
定
の
請
求
期
間
内
に
あ
り
、
請
求

の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
。

�
総
務
部
の
陳
述
の
要
旨

ア
株
式
会
社
浦
和
鑑
定
に
鑑
定
を
委
託
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
売
買
参
考
価
格
を
決
定

し
た
。
面
積
２
，５７６
．３０
�
の
土
地
価
額
は
、
２８４
，０００
円
／
�
で
、
総
額
７
億
３
，０８０
万

円
で
あ
る
。

こ
の
鑑
定
書
は
、
本
来
、
平
成
１８
年
度
の
フ
ァ
イ
ル
に
保
存
す
べ
き
と
こ
ろ
、
誤
っ

て
平
成
１９
年
度
の
フ
ァ
イ
ル
に
保
存
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
請
求
人
か
ら
情
報
公

開
請
求
が
あ
っ
た
と
き
に
、
平
成
１８
年
度
の
フ
ァ
イ
ル
に
保
存
さ
れ
て
い
た
日
赤
作
成

の
不
動
産
鑑
定
書
を
開
示
し
た
。

イ
不
動
産
鑑
定
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
不
動
産
鑑
定
士
が
良
心
に
従
っ
て
適
正
に
算
定
す

る
も
の
で
あ
り
、
県
は
、
売
却
予
定
額
を
設
定
す
る
た
め
の
参
考
に
用
い
る
も
の
で
あ

る
。本
件
跡
地
は
、
大
画
地
で
事
務
所
用
地
と
し
て
使
途
が
決
め
ら
れ
た
売
却
で
あ
っ

て
、
地
積
や
形
状
に
つ
い
て
違
い
は
あ
る
が
、
土
地
の
状
況
が
大
き
く
変
わ
っ
た
訳
で

は
な
い
の
で
、
売
却
予
定
額
の
参
考
と
す
る
に
は
許
容
範
囲
内
で
あ
る
。

ウ
県
は
、
平
成
１８
年
９
月
１
日
時
点
で
鑑
定
し
、
直
ち
に
売
却
契
約
手
続
に
入
る
予
定

で
あ
っ
た
が
、
地
元
の
方
々
か
ら
の
公
園
整
備
の
要
望
を
踏
ま
え
、
さ
い
た
ま
市
に
対

し
て
公
園
整
備
目
的
で
の
買
収
が
可
能
か
検
討
を
要
請
し
た
た
め
、
時
間
を
要
し
た
。

さ
い
た
ま
市
が
買
収
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
平
成
１９
年
１
月
１１
日
に

売
却
額
を
含
む
「
県
有
地
売
却
方
針
」
を
決
定
し
た
。

エ
売
却
方
針
決
定
後
も
、
土
地
の
付
替
え
要
望
が
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、

公
園
の
設
置
位
置
を
変
更
す
る
た
め
に
、
さ
い
た
ま
市
、
地
元
の
自
治
協
力
会
等
と
折

衝
・
調
整
を
重
ね
た
た
め
、
結
果
と
し
て
、
契
約
は
平
成
２０
年
３
月
２１
日
に
ず
れ
込
ん

だ
。

オ
こ
の
間
、
県
内
の
地
価
は
上
昇
し
て
い
る
が
、
鑑
定
か
ら
契
約
ま
で
に
日
数
を
要
し

た
の
は
地
元
の
要
望
に
応
え
る
た
め
で
あ
っ
て
、
売
却
額
を
変
更
す
る
こ
と
は
適
当
で

な
い
と
判
断
し
た
。

カ
先
述
の
と
お
り
、
不
動
産
鑑
定
は
、
個
別
の
不
動
産
ご
と
に
不
動
産
鑑
定
士
の
責
任

で
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
鑑
定
結
果
は
客
観
的
、
適
正
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。

キ
当
時
、
庁
内
の
関
係
課
で
構
成
す
る
「
公
有
財
産
利
用
検
討
会
議
」
を
設
置
し
、
公

共
利
用
の
検
討
な
ど
に
つ
い
て
、
全
庁
的
で
慎
重
な
検
討
を
経
て
、
適
正
な
手
続
き
に

よ
り
用
途
廃
止
処
分
し
た
。
本
件
跡
地
は
、
平
成
１６
年
８
月
２０
日
の
「
公
有
財
産
利
用

検
討
会
議
」
に
諮
り
、
売
却
方
針
を
決
定
し
た
。

ク
こ
の
契
約
は
、
日
赤
が
、
公
益
事
業
を
進
め
る
た
め
の
庁
舎
建
設
目
的
の
土
地
購
入

で
あ
り
、
公
共
の
用
途
の
た
め
の
売
却
で
あ
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
１６７
条

の
２
第
１
項
第
２
号
を
根
拠
に
随
意
契
約
と
し
た
。

ケ
売
買
契
約
は
、
日
赤
社
長
と
埼
玉
県
知
事
で
交
わ
し
た
も
の
で
、
双
方
代
理
契
約
に

当
た
ら
な
い
。

コ
売
買
面
積
を
本
来
、
「
２
，５ ７５
．０３
�
」
と
書
く
と
こ
ろ
、
「
２
，５７５
．３０
�
」
と
書
き

誤
っ
た
。
し
か
し
、
誤
っ
た
数
字
に
基
づ
い
て
算
定
し
た
予
定
価
格
の
方
が
高
か
っ
た

た
め
、
県
に
損
失
は
生
じ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
支
払
期
日
は
、
契
約
書
自
体
に
適
正
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
契
約
行
為
に
影

響
は
な
い
。

サ
先
述
の
と
お
り
、
売
買
契
約
は
有
効
で
、
売
却
額
も
適
正
で
あ
る
の
で
、
日
赤
に
差

額
の
支
払
い
を
求
め
る
必
要
は
な
く
、
ま
た
、
知
事
及
び
こ
の
売
買
契
約
に
携
わ
っ
た

当
事
の
県
総
務
部
職
員
に
損
害
賠
償
責
任
は
な
い
。

行
政
財
産
と
し
て
の
用
途
を
廃
止
し
た
も
の
で
あ
り
、
売
却
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
管
理
上
の
問
題
か
ら
解
体
の
必
要
が
あ
っ
た
も
の
で
、
損
害
賠
償
責
任
は
な
い
。

�
総
務
部
の
陳
述
に
対
す
る
請
求
人
の
意
見
の
要
旨

２
回
に
渡
っ
て
、
念
を
押
し
て
、
提
出
を
求
め
た
県
の
不
動
産
鑑
定
書
が
開
示
さ
れ
な

か
っ
た
。
ね
つ
造
と
し
か
思
え
ず
、
そ
の
存
在
を
前
提
と
し
て
安
易
に
監
査
し
て
い
た
だ

き
た
く
な
い
。

第
４
監
査
の
結
果

本
件
請
求
に
つ
い
て
は
、
合
議
に
よ
り
次
の
と
お
り
決
定
し
た
。

本
件
請
求
は
、
理
由
が
な
い
も
の
と
判
断
し
棄
却
す
る
。
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以
下
、
監
査
対
象
機
関
の
説
明
、
事
実
関
係
、
監
査
対
象
事
項
に
対
す
る
判
断
及
び
意
見

に
つ
い
て
述
べ
る
。

１
監
査
対
象
機
関
の
説
明

総
務
部
か
ら
本
件
売
買
契
約
の
関
係
書
類
の
提
出
を
受
け
、
本
件
跡
地
の
不
動
産
鑑
定
評

価
、
随
意
契
約
の
根
拠
及
び
双
方
代
理
契
約
な
ど
疑
問
点
を
確
認
す
る
た
め
、
平
成
２１
年
３

月
６
日
及
び
３
月
１１
日
に
調
査
を
実
施
し
た
。

�
本
件
跡
地
の
不
動
産
鑑
定
評
価
及
び
売
却
価
格
に
つ
い
て

ア
平
成
１９
年
１
月
１１
日
に
、
本
件
跡
地
は
随
意
契
約
に
よ
り
日
赤
に
売
却
す
る
こ
と
で

決
裁
を
受
け
た
。
売
却
価
格
に
つ
い
て
は
、
県
が
依
頼
し
た
株
式
会
社
浦
和
鑑
定
に
よ

る
、
平
成
１８
年
９
月
１
日
時
点
の
鑑
定
評
価
額
を
参
考
に
決
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

こ
う
し
た
県
の
意
思
を
日
赤
に
伝
え
た
と
こ
ろ
、
平
成
１９
年
１
月
１９
日
に
は
、
日
赤

本
社
の
常
任
理
事
会
で
土
地
買
収
費
用
が
承
認
さ
れ
た
。

イ
平
成
１９
年
２
月
７
日
に
、
地
元
岸
町
３
丁
目
及
び
４
丁
目
の
自
治
組
織
で
あ
る
「
調

自
治
協
力
会
（
平
成
１９
年
２
月
１
日
現
在
：
１
，５２４
世
帯
、
３
，３４１
人
）」か
ら
公
園
整
備

の
要
望
を
受
け
、
さ
い
た
ま
市
や
地
元
と
調
整
を
重
ね
た
。

そ
の
後
、
平
成
２０
年
１
月
２２
日
に
改
め
て
売
却
方
針
を
決
定
し
、
同
年
３
月
２１
日
に

日
赤
と
土
地
売
買
契
約
を
締
結
す
る
ま
で
に
、
土
地
の
評
価
時
点
か
ら
１
年
６
か
月
を

要
し
た
。

ウ
こ
の
間
、
平
成
１９
年
８
月
２
日
に
は
、
「
調
自
治
協
力
会
」
か
ら
土
地
の
付
替
え
の

要
望
を
受
け
、
売
却
土
地
の
場
所
と
形
状
の
変
更
が
検
討
さ
れ
た
。
日
赤
は
、
土
地
の

奥
行
き
が
な
く
な
る
と
難
色
を
示
し
た
が
、
県
、
さ
い
た
ま
市
及
び
地
元
住
民
の
意
向

を
踏
ま
え
了
承
し
た
。
請
求
人
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
日
赤
に
と
っ
て
利
益
が
あ
っ
た

と
は
思
え
な
い
。

エ
こ
の
よ
う
に
、契
約
時
期
の
延
期
、売
却
土
地
の
場
所
及
び
形
状
を
変
更
し
た
の
は
、

一
旦
は
基
本
的
な
売
買
条
件
が
決
ま
っ
た
後
に
、
住
民
の
要
望
に
応
え
る
必
要
が
生
じ

た
た
め
で
あ
り
、
日
赤
は
買
収
予
算
の
繰
越
を
行
う
な
ど
、
地
元
調
整
に
協
力
し
て
く

れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
間
の
地
価
上
昇
分
を
日
赤
に
転
嫁
す
る
の
は
適
当
で
な
い
と
判

断
し
、
時
点
修
正
や
再
度
の
鑑
定
評
価
は
行
わ
ず
、
平
成
１８
年
９
月
１
日
時
点
の
鑑
定

評
価
額
を
参
考
に
売
却
価
格
を
決
定
し
た
。
こ
の
判
断
は
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
認

識
し
て
い
る
。

�
随
意
契
約
に
つ
い
て

ア
本
件
の
随
意
契
約
の
根
拠
は
、
地
方
自
治
法
第
２３４
条
第
２
項
及
び
同
法
施
行
令
第

１６７
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
あ
る
「
そ
の
性
質
又
は
目
的
が
競
争
入
札
に
適
し
な
い

も
の
を
す
る
と
き
」
で
あ
る
。

こ
の
条
文
の
解
釈
に
つ
い
て
、
請
求
人
が
引
用
す
る
最
高
裁
の
判
決
で
は
、
「
個
々

具
体
的
な
契
約
ご
と
に
、
当
該
契
約
の
種
類
、
内
容
、
性
質
、
目
的
等
諸
般
の
事
情
を

考
慮
し
て
当
該
地
方
公
共
団
体
の
契
約
担
当
者
の
合
理
的
な
裁
量
判
断
に
よ
り
決
定
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。

本
件
売
買
契
約
に
当
た
り
、
売
却
土
地
の
状
況
や
周
辺
環
境
、
利
用
目
的
な
ど
を
総

合
的
に
勘
案
し
て
、
随
意
契
約
で
日
赤
に
売
却
し
た
こ
と
は
、
地
方
自
治
法
及
び
同
法

施
行
令
や
最
高
裁
判
例
に
照
ら
し
て
、
適
切
な
裁
量
権
の
行
使
で
あ
っ
た
と
認
識
し
て

い
る
。

イ
な
お
、
県
条
例
で
は
、
「
普
通
財
産
を
公
共
的
な
団
体
が
公
用
又
は
公
共
用
に
利
用

す
る
場
合
に
減
価
売
却
を
認
め
て
い
る
こ
と
」
や
、
日
赤
法
で
は
、
「
地
方
公
共
団
体

は
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
日
赤
に
対
し
、
通
常
よ
り
も
有
利
な
条
件
で
財
産
を
譲
渡
で
き

る
こ
と
」
な
ど
か
ら
も
、
本
件
随
意
契
約
の
適
切
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。

�
行
政
財
産
の
用
途
廃
止
に
つ
い
て

ア
旧
浦
和
青
年
の
家
は
、昭
和
４３
年
の
設
置
以
来
、県
教
育
委
員
会
で
所
管
し
て
い
た
。

青
年
の
家
廃
止
に
あ
た
り
、
県
教
育
委
員
会
で
は
、
さ
い
た
ま
市
教
育
委
員
会
に
施
設

の
移
管
を
打
診
し
た
が
、
さ
い
た
ま
市
か
ら
は
不
要
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。

イ
そ
う
し
た
後
で
、
「
県
有
財
産
利
活
用
検
討
委
員
会
」
で
、
県
庁
内
で
の
利
用
を
検

討
し
た
。
こ
の
会
議
は
、
全
庁
的
に
関
係
各
課
が
集
ま
っ
て
、
県
有
財
産
の
利
活
用
を

検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

�
双
方
代
理
契
約
に
つ
い
て

ア
本
件
跡
地
の
購
入
に
係
る
日
赤
の
予
算
は
、
定
款
及
び
会
計
規
則
に
よ
り
、
本
社
代

議
員
会
で
議
決
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
赤
に
お
け
る
不
動
産
の
契
約
は
、
重
要
な
契

約
で
予
算
の
執
行
を
伴
う
も
の
は
、
本
社
常
任
理
事
会
の
承
認
を
得
て
、
本
社
の
社
長

が
契
約
す
る
。
本
件
契
約
も
、
こ
の
手
続
き
に
従
っ
て
締
結
さ
れ
て
い
る
。
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イ
日
赤
の
規
程
に
よ
り
、
土
地
の
売
買
は
本
社
が
事
務
処
理
に
当
た
り
、
埼
玉
県
支
部

は
、
契
約
事
務
の
窓
口
と
し
て
連
絡
調
整
に
当
た
っ
て
い
る
。
支
払
い
の
権
限
は
支
部

長
に
委
任
さ
れ
て
い
る
の
で
、
支
部
長
あ
て
に
納
入
通
知
書
を
出
し
た
。

�
不
当
な
売
買
契
約
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
売
買
契
約
は
、
関
係
法
規
に
従
い
、
適
正
な
手
続
き

に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
売
却
価
格
も
適
正
で
あ
る
。

�
書
類
の
記
載
ミ
ス
に
つ
い
て

ア
平
成
２０
年
１
月
２２
日
総
務
部
長
決
裁
「
売
却
方
針
」
の
予
定
価
格
に
計
算
ミ
ス
が
あ

っ
た
が
、
売
却
予
定
価
格
の
設
定
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
契

約
の
有
効
な
成
立
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

イ
誤
っ
た
数
字
に
基
づ
く
予
定
価
格
は
、
正
し
く
計
算
し
た
価
格
よ
り
高
い
こ
と
か

ら
、
県
に
損
失
は
な
い
。

ウ
支
払
い
期
日
に
つ
い
て
は
、
売
買
契
約
書
第
２
条
に
「
県
の
発
行
す
る
納
入
通
知
書

に
よ
り
、
県
が
指
定
す
る
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
り
、
契
約
行

為
に
影
響
は
な
い
。

２
事
実
関
係

監
査
対
象
事
項
に
つ
い
て
、
総
務
部
職
員
及
び
関
係
書
類
の
調
査
を
実
施
し
た
結
果
、
次

の
事
項
を
確
認
し
た
。

�
本
件
売
買
契
約
に
つ
い
て

平
成
２０
年
３
月
７
日
付
け
管
財
第
１００６

号
に
よ
り
、
本
件
跡
地
を
日
赤
に
売
却
す
る
こ

と
を
決
定
し
、
同
年
３
月
２１
日
付
け
で
本
件
売
買
契
約
を
締
結
し
た
。

本
件
売
買
契
約
の
主
な
内
容
は
、
表
１
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
表
１
）

売
買
価
額

５８４
，５４０
，０００
円

売
買
物
件

所
在
（
地
積
）

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
岸
町
三
丁
目
７６
番
１

（
１
，９７６
．４７
�
）

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
岸
町
三
丁
目
７９
番
５

（
５９８
．５６
�
）

（
地
積
合
計
２
，５７５
．０３
�
）

指
定
用
途

日
赤
埼
玉
県
支
部
の
新
庁
舎
建
設
用
地

売
買
代
金
の
支
払
い

県
が
発
行
す
る
納
入
通
知
書
に
よ
り
、
一
括
し
て
、
県
が
指
定
す

る
日
ま
で
に
県
の
指
定
す
る
金
融
機
関
に
納
付
（
土
地
売
買
契
約
書

第
２
条
）

納
入
通
知
書
発
行
年
月
日

平
成
２０
年
３
月
２１
日

納
期
限

平
成
２０
年
４
月
４
日

納
入
年
月
日

平
成
２０
年
３
月
２８
日

契
約
者

埼
玉

県
埼
玉
県
知
事
上
田
清
司

日
本
赤
十
字
社

日
本
赤
十
字
社
社
長
近
衞
忠
�

支
払
い
権
限
の
委
任

日
本
赤
十
字
社
近
衞
忠
�
社
長
は
、
同
社
埼
玉
県
支
部
上
田
清
司

支
部
長
を
代
理
人
と
定
め
、
売
買
代
金
の
支
払
い
に
関
す
る
一
切
の

権
限
を
委
任
（
平
成
２０
年
３
月
１８
日
付
け
委
任
状
）

�
本
件
住
民
監
査
請
求
に
係
る
経
緯

旧
浦
和
青
年
の
家
廃
止
か
ら
本
件
売
買
契
約
に
係
る
「
埼
玉
県
職
員
措
置
請
求
書
」
が

提
出
さ
れ
る
ま
で
の
主
な
経
緯
は
、
表
２
の
と
お
り
で
あ
る
。（
詳
細
に
つ
い
て
は
、「
資

料
本
件
の
経
緯
」
を
参
照
）

（
表
２
）

年
月
日

内
容

平
成
１６
年

３
月
３１
日
浦
和
青
年
の
家
廃
止

８
月
２０
日
「
第
５
回
公
有
財
産
利
用
検
討
会
議
」
で
、
跡
地
の
利
用
方
針
と
し
て
「
日
本
赤
十

字
社
の
意
向
を
確
認
の
上
、
民
間
に
売
却
」
と
決
定

１１
月
２９
日
日
赤
埼
玉
県
支
部
長
が
、県
有
地（
旧
浦
和
青
年
の
家
跡
地
及
び
旧
岸
町
庁
舎
跡
地
）

の
購
入
希
望
の
文
書
を
知
事
に
提
出

平
成
１８
年

８
月
１
日
旧
浦
和
青
年
の
家
の
建
物
及
び
敷
地
に
つ
い
て
、
行
政
財
産
と
し
て
の
用
途
を
廃
し

普
通
財
産
と
し
た
上
で
、
管
財
課
に
所
管
換
え

８
月
２８
日
県
委
託
の
株
式
会
社
浦
和
鑑
定
が
、
旧
浦
和
青
年
の
家
跡
地
を
７３０
，８００
，０００
円
と

鑑
定
評
価
（
価
格
時
点
：
平
成
１８
年
９
月
１
日
）

平
成
１９
年

１
月
１１
日
県
が
、
「
旧
浦
和
青
年
の
家
跡
地
の
売
払
方
針
」
を
決
定
（
総
務
部
長
決
裁
）

１
月
１９
日
日
赤
本
社
が
、
土
地
買
収
費
用
の
増
額
（
８６
，０００
，０００
円
）
を
常
任
理
事
会
で
承
認

２
月
７
日
地
元
の
「
調
自
治
協
力
会
」
が
、
県
に
対
し
て
跡
地
全
体
の
有
効
利
用
に
つ
い
て
の

要
望
書
を
提
出

２
月
２６
日
さ
い
た
ま
市
が
、
県
に
対
し
て
跡
地
の
買
受
希
望
の
回
答
を
待
っ
て
ほ
し
い
旨
の
文

書
回
答
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２
月
２７
日
県
が
、
さ
い
た
ま
市
の
回
答
を
受
け
、
土
地
売
買
契
約
延
期
を
決
定
し
、
日
赤
に
申

し
入
れ

こ
の
後
、
約

１
年
間
に
わ

た
り
地
元
調

整

３
月
さ
い
た
ま
市
か
ら
買
受
け
希
望
の
文
書
回
答

７
月
「
調
自
治
協
力
会
」、
「
跡
地
利
用
を
考
え
る
会
」
に
説
明
文
書
通
知

９
月
「
調
自
治
協
力
会
」、
「
跡
地
利
用
を
考
え
る
会
」
に
説
明
会
実
施

さ
い
た
ま
市
か
ら
購
入
地
再
調
整
の
文
書
依
頼

１１
月
さ
い
た
ま
市
に
売
却
土
地
の
位
置
変
更
を
文
書
回
答

１２
月
日
赤
に
売
却
土
地
の
位
置
変
更
を
文
書
回
答

平
成
２０
年

１
月
２２
日
県
が
、
平
成
１９
年
１
月
１１
日
の
方
針
を
変
更
し
、
改
め
て
「
旧
浦
和
青
年
の
家
跡
地

の
一
部
及
び
旧
岸
町
庁
舎
跡
地
の
売
却
方
針
に
つ
い
て
」を
決
定（
総
務
部
長
決
裁
）

１
月
２８
日
総
務
部
長
が
、
予
定
価
格
を
決
定
（
予
定
価
格
：
５８４
，５００
，０００
円
）

３
月
２１
日
県
と
日
赤
が
、
土
地
売
買
契
約
書
を
締
結
（
契
約
額
５８４
，５４０
，０００
円
）、
同
納
入
通

知
書
を
発
行
（
納
入
期
限
：
平
成
２０
年
４
月
４
日
）

４
月
２４
日
県
（
管
財
課
）
が
、
○
○
○
○
請
求
人
に
株
式
会
社
吉
野
ア
プ
レ
イ
ザ
ル
に
よ
る
日

赤
の
不
動
産
鑑
定
評
価
書
を
開
示

５
月
１３
日
県
（
管
財
課
）
が
、
○
○
○
○
○
請
求
人
に
株
式
会
社
吉
野
ア
プ
レ
イ
ザ
ル
に
よ
る

日
赤
の
不
動
産
鑑
定
評
価
書
を
開
示

平
成
２１
年

２
月
１７
日
請
求
人
が
、
県
監
査
委
員
に
「
埼
玉
県
職
員
措
置
請
求
書
」
を
提
出

３
監
査
対
象
事
項
に
対
す
る
判
断

本
件
請
求
に
お
け
る
請
求
人
の
主
張
は
、
「
第
１
監
査
の
請
求
、
３
請
求
の
内
容
、

�
請
求
の
要
旨
、
イ
主
張
す
る
違
法
性
・
不
当
性
」
に
示
し
た
と
お
り
６
点
に
整
理
で

き
る
。

そ
こ
で
、
以
下
に
請
求
人
が
主
張
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
点
の
違
法
性
・
不
当
性
に
つ
い
て
判

断
す
る
。

�
不
動
産
鑑
定
評
価
書
及
び
売
却
価
格
に
つ
い
て

県
は
、
自
ら
が
依
頼
し
た
株
式
会
社
浦
和
鑑
定
の
鑑
定
評
価
額
を
参
考
に
し
て
、
売
買

価
格
を
決
定
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

し
た
が
っ
て
、
「
必
要
な
不
動
産
鑑
定
書
は
不
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
、
請
求
人
の
主

張
は
認
め
ら
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
請
求
人
が
こ
の
よ
う
な
事
実
誤
認
に
至
っ
た
原
因
は
、
請
求
人
の
２

度
に
わ
た
る
情
報
開
示
請
求
に
対
し
、
総
務
部
が
行
っ
た
不
適
切
な
事
務
に
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
件
請
求
の
意
を
汲
み
、
県
が
依
頼
し
た
不
動
産
鑑
定
評
価
書
と
請
求
人
が

主
張
す
る
価
格
と
の
関
係
を
考
察
す
る
。

ア
県
が
依
頼
し
た
鑑
定
評
価
額
と
請
求
人
が
主
張
す
る
価
格
の
差
は
、
鑑
定
評
価
時
点

か
ら
売
買
契
約
締
結
時
点
ま
で
、
１
年
６
か
月
間
の
土
地
価
格
の
上
昇
が
主
な
理
由
で

あ
る
。

イ
売
買
時
期
の
延
期
は
日
赤
側
の
事
由
で
な
い
こ
と
か
ら
、
売
買
価
格
の
時
点
修
正
や

再
鑑
定
を
行
わ
な
い
と
し
た
総
務
部
の
判
断
は
是
認
で
き
る
。

ウ
平
成
１８
年
９
月
１
日
時
点
の
鑑
定
評
価
額
を
参
考
に
、
本
件
跡
地
売
却
の
予
定
価
格

を
決
定
し
た
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。

�
行
政
財
産
の
用
途
廃
止
及
び
処
分
に
つ
い
て

ア
県
教
育
委
員
会
が
、
さ
い
た
ま
市
教
育
委
員
会
に
対
し
て
、
旧
浦
和
青
年
の
家
を
生

涯
学
習
施
設
と
し
て
存
続
さ
せ
る
た
め
、
移
管
を
協
議
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

イ
県
内
部
に
お
い
て
も
、県
有
財
産
の
利
活
用
に
係
る
全
庁
的
な
総
合
調
整
を
行
う「
公

有
財
産
利
用
検
討
会
議
」
に
お
い
て
、
行
政
財
産
と
し
て
の
利
用
の
有
無
に
つ
い
て
、

全
庁
的
に
検
討
し
た
結
果
、
行
政
財
産
と
し
て
の
用
途
を
廃
止
し
た
こ
と
を
確
認
し

た
。

ウ
地
元
の
調
自
治
協
力
会
の
要
望
を
受
け
て
、
さ
い
た
ま
市
及
び
日
赤
と
の
調
整
を
重

ね
、
本
件
跡
地
の
一
部
を
付
け
替
え
、
売
却
す
る
土
地
の
位
置
を
変
更
し
た
こ
と
を
確

認
し
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
行
政
財
産
と
し
て
の
利
活
用
の
可
能
性
を
検
討
し
た
上
で
、
用
途

廃
止
し
た
こ
と
、
ま
た
、
地
元
の
自
治
協
力
会
等
の
要
望
を
受
け
て
、
売
却
土
地
の
形
状

を
変
更
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
「
本
件
用
途
廃
止
処
分
は
違
法
・
無
効
で
あ
る
」
と
い
う
、
請
求
人
の

主
張
に
は
理
由
が
な
い
。

�
随
意
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

総
務
部
は
、
随
意
契
約
で
の
締
結
の
可
否
を
判
断
す
る
に
当
た
り
、
地
方
自
治
法
及
び

最
高
裁
の
判
例
に
基
づ
き
、
ま
た
、
県
条
例
や
日
赤
法
も
参
照
し
た
上
で
決
定
し
た
こ
と

が
確
認
さ
れ
た
。
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総
務
部
の
判
断
は
妥
当
で
あ
り
、
日
赤
に
対
し
て
随
意
契
約
で
本
件
跡
地
を
売
却
し
た

こ
と
に
違
法
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
「
今
回
の
跡
地
売
却
は
法
に
規
定
す
る
随
意
契
約
の
例
外
的
事
由
に
当

た
ら
な
い
」
と
い
う
、
請
求
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
。

�
双
方
代
理
の
契
約
に
つ
い
て

日
赤
会
計
規
則
に
お
い
て
、
不
動
産
の
取
得
に
関
す
る
契
約
は
、
社
長
が
こ
れ
を
行
う

こ
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

ま
た
、
売
買
代
金
は
、日
赤
埼
玉
県
支
部
長
名
義
で
振
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、こ
れ
は
、

日
赤
本
社
社
長
か
ら
支
部
長
へ
、
日
赤
の
規
程
に
よ
り
支
払
権
限
の
委
任
が
な
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
確
認
し
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
実
質
的
な
事
務
処
理
権
限
は
日
赤
本
社
に
あ
り
、
日
赤
埼
玉
県
支

部
は
、
権
限
の
委
任
を
受
け
て
、
本
社
の
事
務
の
一
部
を
代
行
し
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が

確
認
で
き
た
。

し
た
が
っ
て
、
「
本
件
売
買
契
約
が
双
方
代
理
の
契
約
で
あ
る
」
と
い
う
、
請
求
人
の

主
張
に
は
理
由
が
な
い
。

�
不
当
な
売
買
契
約
に
つ
い
て

以
上
の
と
お
り
、
本
件
売
買
の
契
約
手
続
き
は
適
法
に
行
わ
れ
て
お
り
、
法
令
の
趣
旨

に
反
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
不
当
に
著
し
く
低
廉
な
売
買
契
約
と
は
認
め
ら
れ
な

い
も
の
と
確
認
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
「
本
件
売
買
契
約
が
公
序
良
俗
に
反
し
無
効
で
あ
る
」
と
す
る
、
請
求

人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
。

�
書
類
の
記
載
ミ
ス
に
つ
い
て

ア
平
成
２０
年
１
月
２２
日
付
け
総
務
部
長
決
裁
文
書
「
売
却
方
針
」
に
お
い
て
、
予
定
価

格
の
参
考
資
料
の
計
算
に
約
６
万
円
の
誤
り
が
あ
る
の
は
、
請
求
人
の
主
張
す
る
と
お

り
で
あ
る
が
、
こ
の
誤
り
は
契
約
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
な
い
こ
と
を
確
認

し
た
。

イ
売
買
代
金
の
支
払
い
期
日
は
、
本
件
売
買
契
約
書
第
２
条
で
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お

り
で
あ
り
、「
支
払
い
期
日
が
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
欠
陥
契
約
書
で
あ
る
」と
い
う
、

請
求
人
の
指
摘
は
妥
当
で
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
請
求
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
。

４
意
見

本
件
請
求
を
受
け
、
総
務
部
を
監
査
し
た
中
で
、
改
善
す
べ
き
事
項
が
存
在
し
た
た
め
、

特
に
意
見
を
付
す
こ
と
と
し
た
。

総
務
部
は
、
請
求
人
か
ら
の
２
度
に
わ
た
る
公
文
書
開
示
請
求
に
対
し
、
公
文
書
管
理
の

不
備
と
確
認
の
不
徹
底
か
ら
、
存
在
す
る
不
動
産
鑑
定
書
を
不
存
在
と
し
て
開
示
し
な
か
っ

た
。監
査
委
員
は
、
総
務
部
職
員
の
陳
述
や
提
出
資
料
か
ら
、
今
回
の
公
文
書
の
不
開
示
は
不

注
意
に
よ
る
も
の
で
、
意
図
的
な
も
の
で
は
な
い
と
確
認
で
き
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
事
務
処
理
に
対
し
、
請
求
人
が
「
県
は
不
動
産
鑑
定
評
価
書
を
ね
つ

造
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
不
信
感
を
持
つ
の
は
、
や
む
を
得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

総
務
部
に
お
い
て
は
、
保
存
文
書
の
保
管
や
、
公
文
書
開
示
請
求
へ
の
対
応
・
確
認
方
法

の
改
善
が
強
く
望
ま
れ
る
。

資
料
本
件
の
経
緯

年
月
日

内
容

平
成
１５
年

１２
月
２５
日
県
教
育
委
員
会
が
、
さ
い
た
ま
市
教
育
委
員
会
に
対
し
浦
和
青
年
の
家
の
移
管
に
つ

い
て
文
書
照
会

平
成
１６
年

２
月
２７
日
さ
い
た
ま
市
教
育
委
員
会
が
、
県
教
育
委
員
会
に
対
し
「
受
入
れ
は
困
難
」
の
文
書

回
答

３
月
３１
日
浦
和
青
年
の
家
廃
止

８
月
２０
日
「
第
５
回
公
有
財
産
利
用
検
討
会
議
」
で
、
跡
地
の
利
用
方
針
と
し
て
「
日
本
赤
十

字
社
の
意
向
を
確
認
の
上
、
民
間
に
売
却
」
と
決
定

１１
月
２９
日
日
赤
埼
玉
県
支
部
長
が
、県
有
地（
旧
浦
和
青
年
の
家
跡
地
及
び
旧
岸
町
庁
舎
跡
地
）

の
購
入
希
望
の
文
書
を
知
事
に
提
出

平
成
１８
年

３
月
２７
日
日
赤
埼
玉
県
支
部
長
が
、
買
取
り
を
希
望
す
る
県
有
地
の
変
更
（
旧
浦
和
青
年
の
家

跡
地
の
み
）
の
文
書
を
知
事
に
提
出

８
月
１
日
旧
浦
和
青
年
の
家
の
建
物
及
び
敷
地
に
つ
い
て
、
行
政
財
産
と
し
て
の
用
途
を
廃
し

普
通
財
産
と
し
た
上
で
、
管
財
課
に
所
管
換
え

８
月
２８
日
県
委
託
の
株
式
会
社
浦
和
鑑
定
が
、
旧
浦
和
青
年
の
家
跡
地
を
７３０
，８００
，０００
円
と

鑑
定
評
価
（
価
格
時
点
：
平
成
１８
年
９
月
１
日
）
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８
月
３１
日
日
赤
委
託
の
株
式
会
社
吉
野
ア
プ
レ
イ
ザ
ル
が
、
旧
浦
和
青
年
の
家
跡
地
を

７２６
，５１７
，０００
円
と
評
価
（
価
格
時
点
：
平
成
１８
年
９
月
１
日
）

１１
月
１
日
旧
岸
町
庁
舎
他
解
体
工
事
の
契
約
締
結（
契
約
金
額
：
６０
，１６５
，０００
円
、工
事
期
間
：

平
成
１８
年
１１
月
１
日
～
平
成
１９
年
２
月
２８
日
）

１１
月
２１
日
県
が
、
地
元
の
「
調
自
治
協
力
会
」
に
対
し
て
旧
浦
和
青
年
の
家
等
の
解
体
工
事
に

つ
い
て
の
地
元
説
明
会
を
開
催

１２
月
２７
日
「
跡
地
利
用
を
考
え
る
会
」
が
、
県
に
対
し
て
跡
地
利
用
に
つ
い
て
の
陳
情
書
を
提

出
平
成
１９
年

１
月
９
日
県
が
、
旧
岸
町
庁
舎
他
解
体
工
事
費
用
の
う
ち
前
金
２４
，０６０
，０００
円
を
支
払
い

１
月
１１
日
県
が
、
「
旧
浦
和
青
年
の
家
跡
地
の
売
払
方
針
」
を
決
定
（
総
務
部
長
決
裁
）

１
月
１６
日
県
が
、
「
跡
地
利
用
を
考
え
る
会
」
に
対
し
て
陳
情
の
回
答
（
内
容
：
さ
い
た
ま
市

か
ら
購
入
希
望
が
あ
れ
ば
協
議
す
る
。）

１
月
１９
日
日
赤
本
社
が
、
土
地
買
収
費
用
の
増
額
（
８６
，０００
，０００
円
）
を
常
任
理
事
会
で
承
認

２
月
７
日
「
調
自
治
協
力
会
」
が
、
県
に
対
し
て
跡
地
全
体
の
有
効
利
用
に
つ
い
て
の
要
望
書

を
提
出

２
月
９
日
県
が
、さ
い
た
ま
市
に
対
し
て
跡
地
全
体
の
買
受
希
望
に
つ
い
て
文
書
照
会（
期
限
：

平
成
１９
年
２
月
２８
日
）

２
月
１６
日
旧
岸
町
庁
舎
他
解
体
工
事
支
出
負
担
行
為
決
議
及
び
契
約
の
変
更
契
約
（
変
更
金

額
：
△
８５５
，７５０
円
、
変
更
後
の
契
約
金
額
：
５９
，３０９
，２５０
円
）

２
月
２６
日
さ
い
た
ま
市
が
、
県
に
対
し
て
跡
地
の
買
受
希
望
の
回
答
を
待
っ
て
ほ
し
い
旨
の
文

書
回
答

２
月
２７
日
県
が
、
さ
い
た
ま
市
の
回
答
を
受
け
、
土
地
売
買
契
約
延
期
を
決
定
し
、
日
赤
に
申

し
入
れ

２
月
２８
日
旧
岸
町
庁
舎
他
解
体
工
事
終
了

３
月
２０
日
さ
い
た
ま
市
が
、
県
に
対
し
て
旧
岸
町
庁
舎
に
つ
い
て
の
買
受
け
希
望
を
文
書
回
答

３
月
３０
日
県
が
、
旧
岸
町
庁
舎
他
解
体
工
事
費
用
の
う
ち
残
金
３５
，２ ４９

，２５０
円
を
支
払
い

７
月
１３
日
県
が
、
「
調
自
治
協
力
会
」
及
び
「
跡
地
利
用
を
考
え
る
会
」
に
対
し
て
経
緯
と
今

後
の
方
向
に
つ
い
て
の
説
明
文
書
を
通
知

７
月
１７
日
「
跡
地
利
用
を
考
え
る
会
」
が
、
県
に
対
し
て
住
民
説
明
会
を
求
め
る
要
望
書
を
提

出
８
月
２
日
「
調
自
治
協
力
会
」
が
、
県
に
対
し
て
住
民
説
明
会
、
土
地
の
付
替
え
に
つ
い
て
要

望
書
を
提
出

８
月
２４
日
「
跡
地
利
用
を
考
え
る
会
」
が
、
県
に
対
し
て
住
民
説
明
会
を
求
め
る
要
望
書
を
再

度
提
出

９
月
１
日
県
が
、
「
調
自
治
協
力
会
」
に
対
し
住
民
説
明
会
を
実
施
（
さ
い
た
ま
市
１
人
、
日

赤
２
人
、
調
自
治
協
力
会
住
民
約
８０
人
）

９
月
１７
日
県
が
、
「
跡
地
利
用
を
考
え
る
会
」
に
対
し
て
住
民
説
明
会
を
実
施
（
日
赤
３
人
、

跡
地
利
用
を
考
え
る
会
住
民
約
８０
人
）

９
月
２８
日
さ
い
た
ま
市
が
、
県
に
対
し
て
購
入
予
定
地
の
位
置
を
再
調
整
し
た
い
旨
の
依
頼
文

書
を
提
出

１０
月
２
日
「
跡
地
利
用
を
考
え
る
会
」
代
表
者
ら
が
、
県
管
財
課
長
と
面
会
し
、
売
却
を
待
っ

て
ほ
し
い
旨
の
依
頼

１１
月
２１
日
県
が
、
さ
い
た
ま
市
に
対
し
て
売
却
予
定
地
位
置
変
更
を
文
書
回
答

１２
月
２６
日
県
が
、
日
赤
埼
玉
県
支
部
に
対
し
て
売
却
予
定
地
位
置
変
更
を
文
書
通
知

平
成
２０
年

１
月
２２
日
県
が
、
平
成
１９
年
１
月
１１
日
の
方
針
を
変
更
し
、
改
め
て
「
旧
浦
和
青
年
の
家
跡
地

の
一
部
及
び
旧
岸
町
庁
舎
跡
地
の
売
却
方
針
に
つ
い
て
」を
決
定（
総
務
部
長
決
裁
）

１
月
２４
日
「
跡
地
利
用
を
考
え
る
会
」
が
、
県
に
対
し
て
日
赤
へ
の
売
却
計
画
の
白
紙
撤
回
を

求
め
る
請
願
書
を
提
出

１
月
２８
日
総
務
部
長
が
、
予
定
価
格
を
決
定
（
予
定
価
格
：
５８４
，５００
，０００
円
）

２
月
８
日
県
が
、
「
跡
地
利
用
を
考
え
る
会
」
に
対
し
て
日
赤
へ
の
売
却
は
白
紙
撤
回
し
な
い

旨
文
書
回
答

２
月
２０
日
日
赤
埼
玉
県
支
部
長
が
、
県
に
対
し
て
県
有
財
産
売
払
申
込
書
を
提
出

３
月
２１
日
県
と
日
赤
が
、
土
地
売
買
契
約
書
を
締
結
（
契
約
額
：
５８４
，５４０
，０００
円
）、
同
納
入

通
知
書
を
発
行
（
納
入
期
限
：
平
成
２０
年
４
月
４
日
）

３
月
２８
日
日
赤
が
、
土
地
売
買
代
金
を
納
入

４
月
３
日
○
○
○
○
請
求
人
が
、
「
跡
地
売
却
地
に
係
る
土
地
鑑
定
資
料
」
の
情
報
開
示
を
請

求
（
１
回
目
の
情
報
開
示
請
求
）

４
月
２４
日
県
（
管
財
課
）
が
、
○
○
○
○
請
求
人
に
株
式
会
社
吉
野
ア
プ
レ
イ
ザ
ル
に
よ
る
日

赤
の
不
動
産
鑑
定
評
価
書
を
開
示

５
月
８
日
○
○
○
○
○
請
求
人
が
、「（
外
部
）
鑑
定
評
価
の
す
べ
て
」の
情
報
開
示
を
請
求（
２

回
目
の
情
報
開
示
請
求
）

５
月
１３
日
県
（
管
財
課
）
が
、
○
○
○
○
○
請
求
人
に
株
式
会
社
吉
野
ア
プ
レ
イ
ザ
ル
に
よ
る

日
赤
の
不
動
産
鑑
定
評
価
書
を
開
示

６
月
６
日
日
赤
へ
の
土
地
所
有
権
移
転
登
記
終
了

１１
月
２７
日
「
跡
地
利
用
を
考
え
る
会
」
が
依
頼
し
た
清
水
不
動
産
鑑
定
事
務
所
が
、
旧
浦
和
青

年
の
家
跡
地
を
１
，０６９
，０００
，０００
円
と
評
価
（
価
格
時
点
：
平
成
２０
年
３
月
１
日
）

平
成
２１
年

２
月
１７
日
請
求
人
が
、
県
監
査
委
員
に
「
埼
玉
県
職
員
措
置
請
求
書
」
を
提
出

－６８－
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資
料

平
成
２１
年
２
月
１７
日

埼
玉
県
職
員
措
置
請
求
書

埼
玉
県
監
査
委
員
殿

第
１
請
求
の
要
旨

２００８
年
３
月
２１
日
、
上
田
清
司
埼
玉
県
知
事
は
、
埼
玉
県
有
地
で
あ
る
旧
浦
和
青
年
の
家
及

び
旧
岸
町
庁
舎
跡
地
（
以
下
、
本
件
跡
地
と
い
う
）
２
，５７５
．０３
�
を
、
５
億
８
，４５４
万
円
（
�

当
た
り
の
単
価
２２
．７
万
円
／
�
）（
７４
．９
万
円
／
坪
）
と
い
う
違
法
か
つ
不
当
な
廉
価
で
日
本

赤
十
字
社
（
以
下
、
日
赤
と
い
う
）
に
売
り
渡
す
売
買
契
約
を
締
結
し
て
日
赤
の
便
宜
供
与
を

図
り
、
そ
の
結
果
、
県
民
に
損
失
を
与
え
た
。

こ
の
売
買
価
格
５
億
８
，４５４
万
円
は
、
買
主
で
あ
る
日
赤
埼
玉
県
支
部
が
依
頼
し
た
吉
野
ア

プ
レ
イ
ザ
ル
不
動
産
鑑
定
作
成
に
か
か
る
評
価
書
に
記
載
さ
れ
た
鑑
定
評
価
額
を
時
価
と
し
て

設
定
し
、
そ
の
約
８０
％
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
請
求
人
ら
が
依
頼
し
た
清
水
不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る
鑑
定
評
価
に
よ
れ

ば
、
本
件
跡
地
の
適
正
な
単
価
は
４１
．５
万
円
／
�
（
１３６
．９５
万
円
／
坪
）
で
あ
り
、
本
件
跡
地

全
体
の
時
価
は
１０
億
６
，８６４
万
円
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。本
件
売
買
価
格
と
の
間
に
は
、

実
に
４
億
８
，４００
万
円
余
の
差
が
あ
る
。

財
産
の
交
換
、
譲
与
、
無
償
貸
付
等
に
関
す
る
条
例
第
４
条
第
１
号
及
び
こ
れ
に
基
づ
く「
財

産
の
交
換
、
譲
与
、
無
償
貸
付
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
要
領
」（
昭
和
５０
年
５
月
２８
日
管
財
第

２
号
。
総
務
部
長
通
知
）
に
よ
れ
ば
、
「
公
共
団
体
等
が
公
用
若
し
く
は
公
共
用
又
は
公
益
事

業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
、
総
務
部
長
が
認
め
る
も
の
」
�
の
減
価
割
合
は
２
割
が
上
限
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
本
件
に
こ
の
適
用
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
本
件
跡
地
の
売
却
に
お

い
て
は
、
８
億
５
，４９１
万
円
以
上
の
価
格
が
設
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
実
際
の
売
買

価
格
と
の
差
額
は
２
億
７
，０３７
万
円
と
莫
大
な
金
額
に
の
ぼ
る
。

売
主
で
あ
る
埼
玉
県
は
、
自
ら
価
格
鑑
定
を
依
頼
す
る
こ
と
な
く
、
買
主
が
作
成
し
た
鑑
定

評
価
書
（
し
か
も
そ
の
評
価
の
あ
り
方
に
も
疑
問
が
あ
る
）
の
み
に
基
づ
い
て
売
買
価
格
を
決

定
し
、
そ
の
結
果
、
本
来
の
時
価
を
著
し
く
下
回
る
売
買
価
額
を
設
定
し
た
こ
と
は
、
明
ら
か

に
違
法
・
不
当
な
行
為
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

よ
っ
て
、
以
下
の
勧
告
を
求
め
る
。

１
財
産
の
交
換
、
譲
与
、
無
償
貸
付
等
に
関
す
る
条
例
第
４
条
第
１
号
に
違
反
し
て
締
結
さ
れ

か
つ
議
会
の
承
認
を
得
ず
に
締
結
さ
れ
た
本
件
売
買
契
約
は
無
効
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
県

知
事
は
、
原
状
回
復
措
置
を
と
る
よ
う
求
め
る
。

２
県
知
事
は
、
上
記
一
連
の
違
法
、
無
効
な
財
務
会
計
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
及
び
原
状

回
復
の
措
置
を
怠
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
県
が
日
赤
に
対
す
る
所
有
権
移
転
登
記
抹
消
登
記
手

続
き
を
怠
る
こ
と
及
び
既
払
い
と
な
っ
て
い
る
売
買
代
金
の
返
還
手
続
を
怠
っ
て
い
る
こ
と
が

違
法
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

３
県
知
事
及
び
本
件
売
買
契
約
に
携
わ
っ
た
当
事
の
総
務
部
職
員
（
氏
名
不
詳
）
は
、

�
本
件
売
買
契
約
の
違
法
不
当
な
建
物
解
体
に
よ
っ
て
生
じ
た
解
体
費
用
金
５９
，３０９
，２５０
円

の
損
害
賠
償
及
び
こ
れ
に
対
す
る
解
体
の
日
以
降
支
払
い
済
み
に
至
る
ま
で
年
５
分
の
割
合

に
よ
る
遅
延
損
害
金
を
支
払
う
よ
う
求
め
る
。

�
も
し
売
買
契
約
が
有
効
と
さ
れ
る
場
合
、
ま
た
は
無
効
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
本
件
土
地

の
名
義
を
県
に
戻
す
な
ど
の
原
状
回
復
が
不
可
能
な
場
合
に
は
、
上
記
の
と
お
り
、
適
正
価

額
の
下
限
で
あ
る
８
億
５
，４９１
万
円
と
実
際
の
売
買
価
格
と
の
差
額
で
あ
る
金
２
億
７
，０３７
万

円
の
損
害
賠
償
及
び
こ
れ
に
対
す
る
売
買
契
約
の
日
の
翌
日
以
降
支
払
済
み
に
至
る
ま
で
年

５
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
を
支
払
う
よ
う
求
め
る
。

第
２
請
求
理
由

１
違
法
・
不
当
な
本
件
土
地
の
価
格
設
定

�
不
動
産
鑑
定
評
価
書
に
基
づ
か
ず
に
売
買
価
格
を
決
定
し
た
点

県
民
の
財
産
を
預
か
る
県
は
、
県
民
の
利
益
に
資
す
る
よ
う
に
財
産
を
管
理
す
る
責
務
が
あ

る
。
公
正
を
期
す
べ
き
公
有
地
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
売
買
代
金
額
決
定
に
際
し
て
、
買
手

で
あ
る
日
赤
埼
玉
県
支
部
が
行
っ
た
吉
野
ア
プ
レ
イ
ザ
ル
不
動
産
鑑
定
（
以
下
、
吉
野
不
動

産
鑑
定
と
い
う
）
の
み
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
県
自
ら
が
独
自
に
鑑
定
評
価
を
専
門
家
に

依
頼
し
て
行
う
べ
き
で
あ
る
。
買
主
側
が
準
備
し
た
資
料
で
は
、
不
当
に
低
廉
に
評
価
が
さ

れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
件
に
お
い
て
県
は
自
ら
不
動
産
鑑
定
評
価
書
を
取
る
こ
と
を
怠
っ

た
。
売
買
価
格
は
、
明
ら
か
に
吉
野
不
動
産
鑑
定
の
結
果
に
基
づ
い
て
お
り
、
本
件
売
買
契

約
に
お
い
て
は
、必
要
な
不
動
産
鑑
定
評
価
書
は
存
在
し
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

い
つ
も
県
が
本
件
と
同
様
に
取
り
扱
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
県
が
行
っ

た
本
件
以
外
の
売
買
に
つ
い
て
は
、
県
は
自
ら
の
依
頼
で
不
動
産
鑑
定
評
価
書
を
取
っ
て
い

る
の
で
以
下
に
示
す
。
他
の
自
治
体
で
は
複
数
の
不
動
産
鑑
定
評
価
書
を
取
り
慎
重
に
進
め

て
い
る
例
も
あ
る
。

�
本
件
売
却
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
１６７
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
よ
る
随
意
契
約
と
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し
て
い
る
。
本
件
を
随
意
契
約
と
し
た
問
題
は
後
述
す
る
と
し
て
、
県
が
随
意
契
約
し
た
事

例
を
調
べ
る
と
過
去
１０
年
間
（
平
成
２０
年
６
月
２３
日
ま
で
）
に
お
い
て
、
本
件
以
外
に
は
以

下
の
よ
う
な
２
件
を
数
え
る
だ
け
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
県
独
自
に
依
頼
し
た
不
動
産
鑑
定

評
価
書
に
基
づ
き
処
理
し
て
い
る
。

ア
平
成
１８
年
１１
月
２
日
、
機
械
工
業
健
康
保
険
組
合
貸
付
地
（
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
）

イ
平
成
１９
年
２
月
８
日
、
旧
蚕
業
試
験
場
跡
地
（
熊
谷
市
石
原
３
丁
目
）

�
本
件
以
外
の
県
有
地
の
売
却
（
競
争
入
札
）
に
関
し
て
も
、
県
は
全
て
独
自
に
不
動
産
鑑

定
評
価
書
（
参
照
・
書
証
第
７
号
堀
口
不
動
産
鑑
定
評
価
書
）
を
と
っ
て
い
る
。

�
吉
野
不
動
産
鑑
定
評
価
の
問
題
点

�
吉
野
不
動
産
鑑
定
評
価
書
は
本
件
跡
地
の
地
番
・
地
積
・
形
状
が
売
買
目
的
物
と
一
致
し

て
お
ら
ず
、
実
勢
価
格
よ
り
も
低
く
算
定
さ
れ
て
い
る

上
述
し
た
よ
う
に
、
買
手
の
不
動
産
鑑
定
価
格
額
を
時
価
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
は
著
し

く
公
平
性
・
正
当
性
を
欠
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
売
却
し
た
本
件
跡
地
（
所
在
：
さ
い

た
ま
市
浦
和
区
岸
町
三
丁
目
７６
－
１
、地
積
：
１
，９７６
．４７
�
及
び
同
７９
－
５
、地
積
：
５９８
．５６

�
で
計
２
，５７５
．０３
�
、
３
面
が
道
路
に
面
し
長
方
形
）
と
吉
野
不
動
産
鑑
定
評
価
の
土
地
は

（
所
在
：
岸
町
三
丁
目
７６
－
１
、
地
積
：
２
，５７６
．３０
�
、
２
面
が
道
路
に
面
し
方
形
で
は
な

く
形
状
が
悪
い
と
し
て
４
％
減
）
地
番
・
地
積
・
形
状
が
異
な
る
か
ら
、
本
件
売
買
の
目
的

物
と
な
っ
た
土
地
の
鑑
定
評
価
と
は
言
え
ず
、
そ
の
意
味
で
も
不
動
産
鑑
定
評
価
書
は
不
存

在
で
あ
る
。

�
吉
野
不
動
産
鑑
定
評
価
書
は
鑑
定
時
が
古
く
実
勢
価
格
を
表
し
て
い
な
い

吉
野
不
動
産
鑑
定
評
価
（
鑑
定
時
点
平
成
１８
年
９
月
１
日
）
で
は
平
成
１８
年
１
月
１
日
の

岸
町
３
丁
目
公
示
価
格
３２
．６
万
円
／
�
を
基
準
に
し
て
い
る
が
、
平
成
１９
年
１
月
１
日
、
同

地
点
の
公
示
価
格
は
、
３４
．８
万
円
／
�
と
対
前
年
比
６
．７
％
も
上
昇
、
さ
ら
に
平
成
２０
年
で

は
３９
．４
万
円
／
�
と
１３
．２
％
も
上
昇
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
吉
野
鑑
定
評
価
で
は
、
埼

玉
県
の
地
価
動
向
（
住
宅
地
）
下
落
傾
向
が
続
い
て
い
る
と
し
て
鑑
定
評
価
額
を
抑
制
し
て

い
る
。
例
え
参
考
に
す
る
と
し
て
も
吉
野
鑑
定
評
価
額
は
売
却
時
の
地
価
の
実
態
に
そ
ぐ
わ

な
い
。

�
吉
野
不
動
産
鑑
定
評
価
書
に
お
け
る
取
引
事
例
比
較
法
は
客
観
性
に
欠
け
る

岸
町
地
区
は
埼
玉
県
及
び
さ
い
た
ま
市
の
住
宅
地
で
公
示
価
格
は
こ
こ
数
年
間
、
最
高
価

格
を
示
し
て
い
る
が
、
吉
野
不
動
産
鑑
定
評
価
書
の
取
引
事
例
は
総
て
岸
町
地
区
以
外
の
周

辺
の
安
い
地
区
を
列
挙
し
て
い
る
。
仮
に
岸
町
地
区
で
取
引
事
例
が
な
い
場
合
は
周
辺
地
区

の
取
引
事
例
を
価
格
補
正
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
地
域
要
因
の
比
較
が
適

正
に
処
理
さ
れ
ず
、
地
域
格
差
率
を
最
小
に
抑
え
て
い
る
た
め
に
補
正
価
格
が
不
適
正
に
低

く
算
定
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
対
象
地
（
岸
町
３
丁
目
）
の
平
成
１８
年
公
示
価
格
＝
３２６
，０００
円
／
�

取
引
Ａ
浦
和
区
本
太
３
丁
目
の
平
成
１８
年
公
示
価
格
：
２６４
，０００
円
／
�

上
記
の
格
差
率
＝
１００
／
８０
．９８
と
な
る
が
、

吉
野
鑑
定
評
価
書
で
は
格
差
率
＝
１００
／
９３
．５

取
引
Ｄ
浦
和
区
針
ヶ
谷
３
丁
目
同
公
示
価
格
＝
２５３
，０００
円
／
�

上
記
の
格
差
率
＝
１００
／
７７
．６
と
な
る
が
、

吉
野
鑑
定
評
価
書
で
は
格
差
率
＝
１００
／
９０

�
吉
野
不
動
産
鑑
定
評
価
書
に
お
け
る
開
発
法
も
客
観
性
に
欠
け
る

６
階
建
て
の
共
同
住
宅
〔
マ
ン
シ
ョ
ン
〕
で
評
定
し
て
い
る
が
、
取
引
事
例
を
比
較
検
討

し
て
分
譲
価
格
を
５００
，０００
円
／
�
と
し
て
い
る
。
実
際
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
売
買
事
例
を
み

る
と
、
お
よ
そ
７００
，０００
円
／
�
位
で
分
譲
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
意
図
的
に
低
く
価
格
設

定
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
（
参
照
：
書
証
第
２６
号
）

�
適
正
な
不
動
産
価
格
と
の
比
較

�
請
求
人
が
依
頼
し
た
清
水
不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る
本
件
跡
地
の
鑑
定
評
価
額
の
単
価
は

４１
．５
万
円
／
�（
１３６
．９５
万
円
／
坪
）で
あ
り
、
鑑
定
評
価
額（
時
価
）は
、
総
額
１０
億
６
，８６４

万
円
で
あ
る
。
清
水
不
動
産
鑑
定
評
価
と
比
較
し
て
も
吉
野
鑑
定
評
価
額
の
異
常
な
廉
価
は

際
立
ち
、
清
水
鑑
定
評
価
と
の
差
額
は
実
に
３
億
円
を
は
る
か
に
上
回
る
（
下
表
参
照
）。

�
前
述
し
た
他
の
県
有
地
（
南
区
別
所
地
区
）
の
売
却
に
つ
い
て
、
県
が
依
頼
し
た
堀
口
不

動
産
鑑
定
評
価
と
比
較
し
て
も
吉
野
鑑
定
評
価
額
の
異
常
な
安
価
が
明
白
で
あ
る
。

本
件
の
岸
町
と
隣
接
す
る
南
区
別
所
２
丁
目
の
県
有
地
２
，６４０
．５３
�
の
鑑
定
評
価
額
は
、

８
億
６０
，８１２
，７８０
円
、
単
価
３２
． ６
万
円
／
�
で
あ
る
（
鑑
定
評
価
時
点
は
平
成
１９
年
９
月
１

日
）。
こ
の
別
所
の
県
有
地
は
東
側
の
台
地
か
ら
斜
面
を
下
っ
た
低
地
に
あ
り
、
隣
接
す
る
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東
側
は
こ
の
土
地
よ
り
も
高
い
。
西
側
２８
．１８
ｍ
は
市
道
に
面
し
て
い
る
が
北
側
は
間
口
が

５
ｍ
も
な
い
通
路
が
傾
斜
す
る
市
道
へ
と
伸
び
、
南
側
も
同
様
に
間
口
が
４
ｍ
位
の
通
路
が

傾
斜
の
市
道
に
面
し
て
い
て
街
路
条
件
は
、
３
面
が
道
路
に
面
し
て
い
る
本
件
の
当
該
跡
地

と
比
較
す
る
と
か
な
り
条
件
が
悪
い
。
ま
た
土
地
の
形
状
も
本
件
の
よ
う
な
方
形
で
は
な
く

不
整
形
で
悪
い
。

平
成
１９
年
度
公
示
価
格
で
は
別
所
３
丁
目
は
３１
．４
万
円
／
�
、
別
所
１
丁
目
で
３０
．５
万
円

／
�
と
発
表
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
住
宅
地
で
は
市
内
ト
ッ
プ
の
岸
町
３
丁
目
地
区
の
公
示

価
格
は
３４
．８
万
円
／
�
で
あ
る
か
ら
、
別
所
地
区
（
１
丁
目
と
３
丁
目
の
価
格
平
均
３０
．９５

万
円
／
�
）
と
の
格
差
率
は
１００
／
８８
．９
と
な
り
、
単
純
に
地
域
格
差
率
か
ら
算
出
し
た
評

価
額
は
３６
．６７
万
円
／
�
と
な
る
。
ま
た
地
勢
の
条
件
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
３６
．６７
万
円
／

�
を
か
な
り
上
回
る
は
ず
で
あ
り
、
吉
野
鑑
定
評
価
額
の
２８
．２
万
円
／
�
の
異
常
な
低
さ
が

こ
の
事
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

不
動
産
価
格
・
比
較
表

項
目

価
格
円

単
価

万
円
／
�

単
価
指
数

地
籍

（
売
買
時
）

地
積
�

形
状
＆

道
路

本
件
跡
地

売
買
価
格
等

５８４
，５４０
，０００

２２
．７

５４
．７
岸
町
３
丁
目

７６
－
１

７９
－
５

２
，５７５
．０３

整
形
方
形

３
面
道
路

吉
野
鑑
定

評
価

７２６
，５１７
，０００

２８
．２

６８
．０
岸
町
３
丁
目

７６
－
１

７６
－
３

２
，５７６
．３０

不
整
形

２
面
道
路

清
水
鑑
定

評
価

１
，０６８
，６４０
，０００

４１
．５

１００
．０
岸
町
３
丁
目

７６
－
１

７９
－
５

２
，５７５
．０３

整
形
方
形

３
面
道
路

２
違
法
・
不
当
な
公
有
財
産
の
処
分

�
行
政
財
産
の
用
途
廃
止
処
分
の
違
法
・
不
当
性
に
つ
い
て

本
件
売
買
は
地
方
自
治
法
第
２３８
条
の
４
第
１
項
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
る
行
政
財
産
処

分
禁
止
の
原
則
を
逸
脱
し
、
本
件
跡
地
の
歴
史
的
・
文
化
的
経
緯
及
び
そ
の
価
値
（
詳
細
は

後
述
）
の
検
討
を
怠
り
、
安
易
に
用
途
廃
止
処
分
を
し
て
売
却
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
件
跡
地
は
、
延
喜
式
古
社
の
調
神
社
境
内
及
び
明
治
７
年
に
県
内
第
１
号
の
公
園
と
し

て
開
設
さ
れ
た
偕
楽
園
（
現
在
も
国
有
地
で
あ
る
調
公
園
）
の
一
角
に
あ
り
、
明
治
時
代
の

地
籍
図
で
は
上
地
畑
の
記
載
も
あ
る
。県
の
園
芸
試
験
場
、殖
産
の
た
め
の
県
の
仮
博
物
館
、

大
正
３
年
、
県
立
物
産
陳
列
館
の
開
設
に
伴
い
、
内
務
省
の
土
地
か
ら
県
有
地
と
な
っ
た
経

緯
が
あ
り
、
昭
和
３１
年
の
都
市
公
園
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
は
、
公
園
の
一
部
と
い
う
認
識

が
埼
玉
県
行
政
史
第
一
巻
、
第
二
巻
、
浦
和
市
史
通
史
編
Ⅲ
、
同
資
料
地
図
の
記
述
か
ら
も

窺
え
る
。

ま
た
、
古
代
の
埋
蔵
文
化
財
の
可
能
性
が
識
者
か
ら
指
摘
さ
れ
る
な
ど
、
歴
史
的
・
文
化

的
な
研
究
価
値
あ
る
場
所
と
し
て
遺
す
べ
き
で
、
安
易
な
処
分
に
よ
る
損
失
は
大
き
い
。
本

件
土
地
跡
地
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
用
途
廃
止
処
分
は
違
法
・
無
効
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

従
っ
て
、
行
政
財
産
を
売
却
し
た
こ
と
に
な
る
本
件
売
買
契
約
に
は
、
重
大
な
違
法
が
存

し
、
無
効
で
あ
る
（
地
方
自
治
法
第
２３８
条
の
４
第
６
項
）。

�
違
法
・
不
当
な
随
意
契
約

埼
玉
県
知
事
は
、
埼
玉
県
有
地
で
あ
る
当
該
跡
地
の
売
却
を
地
方
自
治
法
施
行
令
１６７
条

の
２
第
１
項
第
２
号
「
そ
の
性
質
又
は
目
的
が
競
争
入
札
に
適
し
な
い
も
の
を
す
る
と
き
」

に
よ
り
随
意
契
約
と
し
た
。

ま
た
、
財
産
の
交
換
、
譲
与
、
無
償
貸
付
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
要
領
第
４
�
に
よ
り「
減

額
割
合
を
時
価
の
２
割
を
限
度
と
す
る
こ
と
」
と
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
根
拠
と
し
て
い
る
同
法
施
行
令
１６７
条
の
２
第
１
項
第
２
号
の
解
釈
は
厳
密

に
行
う
必
要
が
あ
る
。
第
１
項
第
２
号
の
後
段
「
そ
の
他
の
契
約
で
そ
の
性
質
又
は
目
的
が

競
争
入
札
に
適
し
な
い
も
の
」
と
の
包
括
条
項
に
該
当
す
る
と
県
側
は
み
て
い
る
よ
う
だ

が
、
後
段
の
「
そ
の
他
の
契
約
」
と
前
段
の
「
不
動
産
の
買
入
れ
」
と
は
切
り
離
す
こ
と
が

で
き
な
い
一
体
的
な
関
連
性
を
も
ち
、
前
段
の
規
定
の
趣
旨
・
目
的
は
当
然
な
が
ら
後
段
の

「
そ
の
他
の
契
約
」
の
内
容
を
制
約
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

前
段
の
前
半
は
、
「
不
動
産
の
買
入
れ
又
は
借
入
れ
の
場
合
」
と
限
定
し
、
は
じ
め
か
ら

契
約
の
相
手
方
が
特
定
し
て
い
る
の
で
競
争
入
札
に
適
し
な
い
契
約
の
典
型
を
示
し
た
も
の

と
解
さ
れ
、
こ
の
第
２
号
は
「
不
動
産
の
売
買
」と
は
な
っ
て
い
な
い
。
同
じ
く「
売
払
い
」

の
対
象
を
「
物
品
」
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
し
て
、
「
不
動
産
の
売
却
」
を
含
ま
な

い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

従
っ
て
本
件
跡
地
の
売
却
は
、
同
施
行
令
同
条
項
の
他
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
。
地
方
公
共
団
体
の
契
約
締
結
は
、
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
方
法
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る

（
地
方
自
治
法
第
２３４
条
第
２
項
）。
随
意
契
約
は
例
外
的
な
契
約
方
法
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本

件
は
、
随
意
契
約
が
許
さ
れ
る
例
外
的
事
由
の
い
ず
れ
に
も
当
た
ら
な
い
。

ま
た
、
こ
の
条
文
の
解
釈
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
、
「
そ
の
他
の
契
約
で
そ
の
性
質
又
は
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第����号平成��年�月��日（金曜日）



目
的
が
競
争
入
札
に
適
し
な
い
も
の
を
す
る
と
き
」
と
は
、
「
競
争
原
理
に
基
づ
い
て
契
約

の
相
手
方
を
決
定
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
適
当
で
は
な
く
、
当
該
契
約
自
体
で
は
多
少
と
も

価
格
の
有
利
性
を
犠
牲
に
す
る
結
果
に
な
る
と
し
て
も
、
普
通
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
当

該
契
約
の
目
的
、
内
容
に
照
ら
し
そ
れ
に
対
応
す
る
資
力
、
信
用
、
技
術
、
経
験
等
を
有
す

る
相
手
方
を
選
定
し
、
そ
の
も
の
と
の
間
で
契
約
を
締
結
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
の
が
当

該
契
約
の
性
質
に
照
ら
し
又
は
そ
の
目
的
を
究
極
的
に
達
成
す
る
上
で
よ
り
妥
当
で
あ
り
、

ひ
い
て
は
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
利
益
の
増
進
に
つ
な
が
る
と
合
理
的
に
判
断
さ
れ
る

場
合
」
と
し
て
い
る
（
昭
和
６２
年
３
月
２０
日
判
決
）。
今
回
の
ケ
ー
ス
で
は
こ
れ
に
該
当
し

な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

よ
っ
て
同
法
施
行
令
同
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
よ
っ
て
随
意
契
約
と
し
た
こ
と
に
重
大

な
誤
り
が
あ
り
、
違
法
で
あ
る
。

�
反
市
民
的
、
不
透
明
な
双
方
代
理
の
契
約

日
赤
埼
玉
県
支
部
は
県
知
事
が
支
部
長
を
兼
任
し
て
い
る
。
本
件
売
買
の
実
質
的
当
事
者

は
、
日
赤
埼
玉
県
支
部
と
埼
玉
県
で
あ
り
、
知
事
、
日
赤
側
で
同
一
人
が
為
し
た
双
方
代
理

行
為
で
あ
る
。
本
件
跡
地
売
買
契
約
の
契
約
書
上
の
当
事
者
こ
そ
日
赤
本
社
と
な
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
契
約
前
の
早
い
時
期
よ
り
請
求
人
我
々
が
自
己
契
約
な
い
し
双
方
代
理
行
為
で

は
な
い
の
か
と
問
い
質
し
て
い
た
こ
と
へ
の
対
策
と
し
て
表
面
上
取
繕
わ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
因
み
に
、
現
在
日
赤
事
務
所
（
仲
町
３
丁
目
）
土
地
に
関
す
る
土
地
譲
与
契
約
書
（
平

成
３
年
３
月
３１
日
付
）は
、
甲
：
畑
県
知
事
、
乙
：
畑
日
赤
埼
玉
県
支
部
長
と
な
っ
て
い
る
。

今
回
の
件
に
お
い
て
も
、
県
と
日
赤
埼
玉
県
支
部
事
務
所
と
の
間
で
や
り
と
り
さ
れ
た
文
書

は
県
知
事
と
日
赤
埼
玉
県
支
部
長
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
双
方
代
理
行
為
は
、

民
法
第
１０８
条
の
類
推
適
用
に
よ
り
、
無
効
で
あ
る
（
下
記
最
高
裁
判
決
参
照
）。

県
か
ら
無
償
譲
渡
さ
れ
た
土
地
（
近
隣
商
業
地
域
の
現
在
地
約
１
，２００
�
）
を
民
間
に
高

額
で
売
却
を
予
定
し
、
広
さ
２
倍
以
上
の
土
地
を
時
価
の
半
額
近
い
価
格
で
購
入
で
き
た
の

は
双
方
代
理
に
よ
る
便
宜
供
与
で
、
不
当
で
あ
る
。

記
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
を
代
表
し
て
行
う
契
約
締
結
行
為

で
あ
っ
て
も
、
長
が
相
手
方
を
代
表
又
は
代
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
私
人
間
に
お
け
る
双
方

代
理
行
為
等
に
よ
る
契
約
と
同
様
に
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ

れ
が
あ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
当
該
普
通
地
方
公
共

団
体
を
代
表
し
て
行
う
契
約
の
締
結
に
は
、
民
法
１０８
条
が
類
推
適
用
さ
れ
る
と
解
す
る
の

が
相
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
を
代
表

す
る
と
と
も
に
相
手
方
を
代
理
な
い
し
代
表
し
て
契
約
を
締
結
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
同
法

１１６
条
が
類
推
適
用
さ
れ
る
。
（
最
高
裁
（
第
三
小
法
廷
）
平
成
１６
年
０７
月
１３
目
判
決
平

成
１２
年
（
行
ヒ
）
第
９６
号
・
平
成
１２
年
（
行
ヒ
）
第
９７
号
・
損
害
賠
償
請
求
事
件
最
高
裁
判

所
民
事
判
例
集
５８
巻
０５
号
１３６８

頁
地
方
公
共
団
体
と
関
連
団
体
・
行
政
契
約
・
住
民
訴
訟
―

長
の
契
約
締
結
と
民
法
・
議
会
／
世
界
デ
ザ
イ
ン
博
事
件
）

�
不
当
な
売
買
価
格

本
件
売
買
価
格
が
法
令
の
趣
旨
に
反
し
て
著
し
く
低
廉
で
あ
る
こ
と
は
上
述
し
た
。

適
正
価
額
と
の
間
に
僅
か
な
金
額
の
差
異
し
か
な
い
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
本
件
で
は

決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。

本
件
売
買
契
約
は
、
強
行
法
規
た
る
上
記
各
法
令
に
反
し
、
結
果
と
し
て
買
主
に
不
当
な

暴
利
を
与
え
る
内
容
で
あ
り
、
公
序
良
俗
に
反
し
（
民
法
９０
条
）
無
効
で
あ
る
。

�
書
類
の
記
載
ミ
ス

�
平
成
２ ０
年
１
月
２２
日
県
総
務
部
長
決
裁
の
回
議
・
合
議
書
「
旧
浦
和
青
年
の
家
跡
地
の

一
部
及
び
旧
岸
町
庁
舎
跡
地
の
売
却
方
針
」
の
予
定
価
格
に
計
算
ミ
ス
が
あ
る
。２
，５７５
．０３
�

７３０
，８００
，０００
円
（
鑑
定
価
格
）
÷
２
，５７６
．３０
�
（
当
初
予
定
面
積
）
×
２
，５７５
．３０
�

（
決
定
面
積
）
×
０
．８

５８４
，３５１
，７９９
円

＝
５８４
，４１３
，０７０
円

即
ち
、
決
定
面
積
の
数
値
の
誤
り
に
伴
う
予
定
価
格
の
間
違

い
で
、
予
定
価
格
は
、
正
し
く
は
５８４
，３５１
，７９９
円
で
あ
り
、
５８４
，４１３
，０７０
円
に
は
な
ら

な
い
。

�
３
月
２１
日
付
売
買
契
約
書
に
支
払
い
期
日
が
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
欠
陥
契
約
書
で
あ

る
。

３
上
記
の
各
理
由
に
よ
り
、
本
件
売
買
契
約
は
無
効
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
県
は
原
状
回
復

の
た
め
の
諸
手
続
（
日
赤
と
の
間
で
無
効
を
確
認
ま
た
は
契
約
解
除
の
意
思
表
示
を
行
い
、
所

有
権
移
転
登
記
抹
消
登
記
手
続
を
行
う
等
）を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。現
状
に
お
い
て
は
、
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そ
れ
ら
の
事
実
を
な
ん
ら
行
っ
て
お
ら
ず
、
結
果
と
し
て
県
の
財
政
に
損
失
を
与
え
て
い
る
の

で
、
こ
れ
を
怠
っ
て
い
る
事
実
の
確
認
を
求
め
る
。

４
県
は
、
こ
れ
ら
違
法
不
当
な
契
約
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
、
跡
地
上
に
建
築
さ
れ
て
い
た

建
物
を
解
体
し
た
。
本
件
契
約
が
締
結
さ
れ
な
け
れ
ば
解
体
の
必
要
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る

か
ら
、
解
体
費
用
相
当
額
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

５
ま
た
、
仮
に
本
件
売
買
契
約
が
有
効
だ
と
認
め
ら
れ
た
場
合
、
ま
た
は
無
効
と
し
て
も
な
ん

ら
か
の
事
情
に
よ
り
原
状
回
復
が
不
可
能
だ
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
既
に
日
赤
か
ら
受
領
し
た

金
額
に
加
え
、
適
正
価
額
と
の
差
額
の
支
払
い
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
し
、
そ
の
支
払
い
が
得

ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
差
額
分
が
県
の
損
害
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

県
知
事
及
び
本
件
契
約
に
携
わ
っ
た
者
は
、
そ
の
差
額
分
の
損
害
賠
償
を
行
う
べ
き
で
あ

り
、
そ
の
旨
求
め
る
。

第
３
補
論
経
緯
・
背
景
事
情
に
つ
い
て

１
浦
和
青
年
の
家
だ
け
を
取
壊
し
売
却

�
平
成
１５
年
１１
月
に
浦
和
青
年
の
家
の
廃
館
に
反
対
す
る
約
９
，５００
名
の
要
望
書
が
知
事
宛

に
出
さ
れ
た
が
、
平
成
１５
年
１２
月
埼
玉
県
議
会
で
「
埼
玉
県
立
青
年
の
家
に
関
す
る
廃
止
条

例
案
」
は
可
決
さ
れ
た
。
し
か
し
同
県
議
会
の
文
教
委
員
会
審
議
に
お
い
て
、
市
へ
の
移
管

が
決
ま
っ
て
い
な
い
「
浦
和
青
年
の
家
」
に
つ
い
て
質
問
が
集
中
し
、
廃
止
反
対
の
意
見
が

日
本
共
産
党
議
員
か
ら
出
さ
れ
た
。
ま
た
賛
成
意
見
の
委
員
（
自
民
党
）
か
ら
も
、
「
青
年

の
家
跡
地
に
民
間
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
が
建
た
な
い
よ
う
に
し
て
も
ら
い
た
い
。
お
金
が
な
い

か
ら
と
言
っ
て
、
土
地
を
売
却
し
て
も
、
た
か
が
知
れ
た
額
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
さ
い

た
ま
市
な
ど
と
連
携
し
て
有
効
な
活
用
を
考
え
て
い
く
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
し

っ
か
り
認
識
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
要
望
が
出
さ
れ
た
。

県
教
育
委
員
会
か
ら
さ
い
た
ま
市
教
育
委
員
会
宛
に
出
さ
れ
た
「
浦
和
青
年
の
家
の
移
管

に
つ
い
て
」
の
検
討
を
依
頼
す
る
文
書
（
平
成
１５
年
１２
月
１５
日
）
に
対
し
、
市
教
育
委
員
会

は
受
け
入
れ
が
困
難
と
い
う
そ
っ
け
な
い
回
答
で
あ
っ
た
。
県
内
に
１１
箇
所
に
あ
る
青
年
の

家
は
「
浦
和
青
年
の
家
」
以
外
は
全
て
市
町
村
移
管
、
あ
る
い
は
他
の
施
設
と
の
統
合
利
用

と
な
り
、
売
却
さ
れ
た
の
は
本
件
跡
地
だ
け
で
あ
る
。

�
ア
ス
ベ
ス
ト
間
題

「
旧
浦
和
青
年
の
家
及
び
旧
岸
町
庁
舎
」
の
建
物
い
ず
れ
に
も
ア
ス
ベ
ス
ト
が
存
在
し
た

こ
と
は
、
県
が
認
め
て
い
る
。
当
時
埼
玉
県
が
採
用
し
て
い
た
ア
ス
ベ
ス
ト
の
検
査
法
は
、

多
く
の
県
が
採
用
し
、
厚
労
省
、
環
境
省
、
文
科
省
等
が
推
奨
し
て
い
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な

方
法
（
顕
微
鏡
検
査
も
し
く
は
Ｘ
線
解
析
と
顕
微
鏡
検
査
の
併
用
）
で
は
な
く
、
精
度
の
劣

る
Ｘ
線
解
析
に
の
み
依
っ
て
い
た
。
こ
の
場
合
建
物
中
に
存
在
す
る
ア
ス
ベ
ス
ト
を
見
逃
す

恐
れ
が
あ
る
と
専
門
家
は
指
摘
し
て
い
る
。
情
報
公
開
に
よ
り
、
建
物
解
体
工
事
で
跡
地
に

残
さ
れ
た
疑
い
の
あ
る
ア
ス
ベ
ス
ト
の
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
ま
た
地
域
・
周
辺
住
民
に
は
、
本
件
敷
地
内
に
残
存
す
る
ア
ス
ベ
ス
ト
に
対
す
る
不
安

が
根
強
く
あ
り
、
県
は
除
去
を
怠
っ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
。

２
納
得
の
い
く
理
由
を
示
せ
な
い
日
赤
埼
玉
県
支
部
事
務
所
移
転

「
青
年
の
家
」
廃
館
が
決
ま
る
と
、
平
成
１６
年
３
月
２５
日
に
日
赤
埼
玉
県
支
部
は
所
管
の
埼

玉
県
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
に
敷
地
・
建
物
と
も
購
入
し
た
い
と
い
う
打
診
を
行
っ
て
い

る
。
そ
の
後
平
成
１６
年
１１
月
２９
日
に
、
旧
浦
和
青
年
の
家
跡
地
及
び
旧
岸
町
庁
舎
跡
地
の
２
，９９３

�
を
購
入
希
望
す
る
文
書
、
平
成
１８
年
３
月
２７
日
に
な
る
と
旧
浦
和
青
年
の
家
跡
地
部
分

２
，５７６
．３
�
と
面
積
を
変
更
し
て
、
日
赤
埼
玉
県
支
部
長
（
上
田
県
知
事
兼
任
）
は
上
田
埼
玉

県
知
事
宛
に
購
入
希
望
書
を
提
出
し
て
い
る
。

平
成
１８
年
１２
月
、
「
浦
和
青
年
の
家
跡
地
利
用
を
考
え
る
会
」
が
結
成
さ
れ
、
上
田
県
知
事

及
び
さ
い
た
ま
市
長
宛
に
跡
地
の
公
園
化
を
求
め
る
陳
情
書
を
提
出
す
る
と
、
翌
平
成
１９
年
２

月
９
日
に
上
田
県
知
事
は
さ
い
た
ま
市
長
宛
に
「
旧
浦
和
青
年
の
家
跡
地
及
び
旧
岸
町
庁
舎
跡

地
に
係
る
買
受
等
の
希
望
に
つ
い
て
（
照
会
）」文
書
を
出
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
平
成
１９
年
３
月
２０
日
、
さ
い
た
ま
市
は
「
旧
岸
町
庁
舎
分
約
６００

�
に
つ
い
て
買
受
け
希
望
」
の
回
答
を
出
し
、
ま
た
平
成
１９
年
９
月
２８
日
さ
い
た
ま
市
は
、
購

入
予
定
の
土
地
の
広
さ
は
変
わ
ら
な
い
が
、
「
購
入
予
定
地
の
位
置
を
再
調
整
し
た
い
」
と
の

依
頼
文
書
を
県
知
事
宛
に
出
し
て
い
る
。
こ
の
２
回
の
市
側
の
文
書
は
い
ず
れ
も
、
住
民
の
意

向
を
諮
ら
ず
調
自
治
協
力
会
か
ら
出
さ
れ
た
約
６００
�
に
つ
い
て
要
望
に
即
し
て
出
さ
れ
、
考

え
る
会
や
約
１８
，０００
名
を
超
え
る
市
民
が
求
め
る
「
全
面
公
園
化
」
に
は
全
く
消
極
的
な
市
の

姿
勢
を
示
し
た
。

さ
い
た
ま
市
都
市
公
園
課
・
課
長
が
申
立
人
ら
と
の
交
渉
の
席
で
「
先
に
日
赤
あ
り
き
で
全

面
公
園
化
は
難
し
い
」
と
繰
り
返
し
発
言
し
、
ま
た
平
成
２０
年
２
月
の
さ
い
た
ま
市
議
会
予
算

特
別
委
員
会
で
も
同
課
長
は
、
「
当
初
の
段
階
で
は
、
何
が
何
で
も
あ
そ
こ
に
日
赤
を
建
て
る

と
聞
い
て
お
り
ま
す
の
で
」
と
答
弁
し
、
日
赤
が
不
要
と
し
た
残
り
約
６００
�
の
土
地
利
用
に
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つ
い
て
の
調
整
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

日
赤
埼
玉
県
支
部
長
は
知
事
の
充
職
、
事
務
局
長
は
県
職
員
の
天
下
り
、
事
務
局
次
長
、
職

員
の
２
名
が
県
職
員
の
出
向
と
い
う
日
赤
の
人
事
が
慣
例
の
癒
着
し
た
関
係
で
、
有
利
に
土
地

購
入
を
進
め
、
公
正
を
欠
く
手
続
き
と
な
っ
た
。

こ
の
土
地
購
入
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
「
県
庁
そ
ば
の
現
在
地
（
約
１
，２００
�
）
で
は
手
狭
、

広
い
駐
車
ス
ペ
ー
ス
が
欲
し
い
」
と
日
赤
側
は
主
張
す
る
。
平
成
１９
年
９
月
県
議
会
一
般
質
問

（
民
主
党
）
で
も
指
摘
さ
れ
た
が
、
事
務
所
移
転
に
つ
い
て
住
民
に
対
し
未
だ
に
納
得
の
い
く

十
分
な
説
明
が
さ
れ
て
い
な
い
。
仮
に
日
赤
の
主
張
す
る
規
模
の
業
務
形
態
の
た
め
に
移
転
が

必
要
だ
と
い
う
な
ら
、
こ
れ
ま
で
業
務
用
の
建
物
が
な
か
っ
た
閑
静
な
文
教
地
区
が
一
変
す
る

重
大
事
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
件
跡
地
は
通
学
路
に
面
し
て
お
り
、
貨
物
ト
ラ
ッ
ク
や
専
用
車

の
出
入
り
が
多
い
の
で
た
い
へ
ん
危
険
で
あ
り
、
新
事
務
所
建
設
は
適
切
で
は
な
い
。

日
赤
埼
玉
県
支
部
の
職
員
は
わ
ず
か
２４
、
５
名
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
事
務
所
は
必
要

と
し
な
い
。
因
み
に
、
日
赤
神
奈
川
県
支
部
事
務
所
は
県
庁
近
く
の
敷
地
面
積
７６６
�
に
建
て

替
え
中
で
あ
り
、
こ
れ
に
比
す
と
現
在
地
の
１
，２００
�
は
手
狭
と
は
い
え
な
い
。
仲
町
３
丁
目

住
民
も
こ
の
土
地
が
民
間
に
売
却
さ
れ
、
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
つ
こ
と
を
懸
念
し
て
、
現
在

地
で
の
建
て
替
え
を
強
く
求
め
る
要
望
書
を
日
赤
に
提
出
し
て
い
る
。

３
地
震
災
害
時
に
機
能
で
き
な
い
新
事
務
所

青
年
の
家
跡
地
は
旧
中
仙
道
か
ら
奥
ま
っ
て
南
北
の
接
道
は
道
幅
が
狭
く
一
方
通
行
で
大
型

貨
物
車
は
通
行
で
き
な
い
。
ま
た
直
下
型
地
震
が
起
こ
っ
た
場
合
、
旧
中
仙
道
は
建
物
が
倒
壊

し
通
行
で
き
な
く
な
る
と
専
門
家
は
指
摘
す
る
。
緊
急
出
動
、
支
援
物
資
の
搬
入
・
搬
出
に
支

障
を
き
た
す
と
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
県
庁
北
側
（
旧
武
道
館
跡
地
）
に
防
災
セ
ン
タ
ー
の
建
設

が
検
討
中
で
、
現
在
地
（
仲
町
３
丁
目
）
と
は
目
と
鼻
の
先
で
あ
る
こ
と
、
緊
急
輸
送
道
路
の

国
道
１７
号
に
近
い
こ
と
な
ど
の
理
由
で
、
現
在
地
で
建
て
替
え
た
方
が
日
赤
埼
玉
県
支
部
の
救

援
活
動
が
機
動
的
に
行
え
る
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

４
公
園
・
緑
地
対
策
の
遅
れ

高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
の
林
立
に
よ
る
人
口
増
で
、
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
の
一
人
当
た
り
の
公
園

面
積
は
１
．７２
�
（
２００７

年
度
）
と
年
々
減
少
を
続
け
て
い
る
。
全
国
平
均
９
．１
�
＞
埼
玉
県
平

均
６
．５
�
＞
さ
い
た
ま
市
平
均
４
．９
�
＞
浦
和
区
１
．７２
�
で
あ
り
、
浦
和
区
の
低
さ
は
一
目
瞭
然

で
、
さ
い
た
ま
市
の
中
で
も
最
低
の
レ
ベ
ル
を
続
け
、
都
市
化
に
よ
る
環
境
破
壊
は
目
を
覆
う

ば
か
り
で
あ
る
。

都
市
部
の
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
対
策
に
お
い
て
も
緑
地
公
園
の
必
要
性
は
増
大
し
て
い
る
。

隣
接
地
に
市
の
公
園
が
あ
り
、
広
さ
も
条
件
も
浦
和
と
酷
似
し
て
い
る
「
青
年
の
家
跡
地
」
を

住
民
の
要
請
で
買
い
取
っ
た
東
京
都
武
蔵
野
市
は
、
国
の
助
成
金
を
使
い
積
極
的
に
緑
地
確
保

に
努
め
て
い
る
。
「
み
ど
り
と
川
の
再
生
」
を
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
ト
ツ
プ
に
掲
げ
る
上
田
知
事

の
都
市
部
環
境
対
策
の
無
策
・
不
作
為
は
さ
い
た
ま
市
長
と
同
様
に
明
ら
か
で
あ
る
。

以
前
の
跡
地
に
は
豊
か
な
植
栽
が
あ
り
、
調
神
社
等
と
一
体
と
な
っ
て
そ
の
役
割
を
自
ず
と

担
っ
て
き
た
。
都
が
緑
化
指
導
に
力
を
入
れ
始
め
た
の
と
対
照
的
に
、
県
は
日
赤
な
ど
買
い
手

側
に
、
高
い
緑
化
率
や
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
要
求
さ
れ
る
各
法
令
を
遵
守
さ
せ
る
べ
く
指
導

を
行
っ
て
い
な
い
。
日
赤
と
い
う
業
務
用
の
建
物
が
新
た
に
で
き
、
多
く
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
が

必
要
な
ほ
ど
の
車
両
が
常
時
出
入
り
し
、
業
務
用
の
大
型
の
空
調
機
器
が
稼
働
す
る
等
の
状
況

と
の
落
差
は
あ
ま
り
に
も
大
き
い
。

ま
た
、
公
園
の
少
な
さ
は
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
場
を
奪
い
、
道
路
で
ボ
ー
ル
遊
び
を
し
て
い

る
現
状
で
は
、
子
ど
も
の
健
全
な
発
達
が
阻
害
さ
れ
て
い
て
、
考
え
る
会
の
み
な
ら
ず
、
子
育

て
中
の
親
た
ち
や
子
育
て
関
係
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
も
「
プ
レ
イ
パ
ー
ク
を
造
っ
て
く
だ
さ
い
」

と
い
う
強
い
要
望
が
県
知
事
、
さ
い
た
ま
市
長
宛
に
出
さ
れ
た
が
、
全
く
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
。

５
防
災
公
園
の
必
要
性
と
対
策
の
遅
れ

予
想
さ
れ
る
首
都
圏
直
下
型
地
震
に
対
す
る
防
災
公
園
の
整
備
の
遅
れ
が
懸
念
さ
れ
る
。
さ

い
た
ま
市
の
想
定
で
は
「
さ
い
た
ま
市
直
下
型
地
震
」
に
よ
る
さ
い
た
ま
市
の
死
者
は
４
，１１４

人
に
及
び
、
そ
の
う
ち
の
約
９
割
の
３
，７４６
人
は
地
震
火
災
に
よ
る
と
驚
く
べ
き
数
値
が
示
さ

れ
て
い
る
（
日
経
新
聞
２００７

．１２
．２７
）。
市
内
で
も
特
に
住
宅
密
集
地
区
で
あ
り
、
こ
の
よ
う

な
地
震
・
火
災
対
策
と
し
て
、
当
該
跡
地
を
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
完
備
し
た
避
難
場
所
、
延
焼
防

止
帯
と
し
て
住
民
の
命
を
守
る
「
防
災
公
園
」
に
と
い
う
要
望
書
・
陳
情
書
を
、
考
え
る
会
は

埼
玉
県
知
事
・
埼
玉
県
議
会
、
さ
い
た
ま
市
長
・
市
議
会
、
日
赤
本
社
・
支
部
へ
提
出
し
た
が

一
顧
だ
に
さ
れ
な
か
っ
た
。一
方
、国
交
省
は
防
災
公
園
整
備
に
対
し
補
助
金
を
出
し
て
お
り
、

県
内
で
も
こ
の
補
助
金
を
得
て
整
備
し
た
「
吉
川
市
な
ま
ず
の
里
公
園
」
は
あ
る
が
、
埼
玉
県

及
び
さ
い
た
ま
市
の
防
災
公
園
対
策
の
遅
れ
は
著
し
い
。
国
交
省
は
２００９

年
度
か
ら
小
規
模
の

公
園
で
も
防
災
拠
点
と
し
て
の
整
備
を
進
め
る
た
め
に
自
治
体
に
対
し
財
政
面
で
支
援
す
る
と

公
表
し
て
い
る
（
参
照
：
書
証
第
１９
号
）。

国
か
ら
の
補
助
金
を
得
て
防
災
公
園
と
し
て
整
備
で
き
る
チ
ャ
ン
ス
を
み
す
み
す
逸
し
た
不

作
為
の
責
任
が
県
及
び
市
に
あ
る
。
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６
本
件
跡
地
は
も
と
も
と
公
園
の
一
部
で
あ
っ
た
の
で
公
園
に
戻
す
べ
き

�
そ
も
そ
も
、
本
件
跡
地
は
、
考
古
学
上
重
要
な
意
義
の
認
め
ら
れ
る
馬
場
小
室
山
遺
跡
、

円
正
寺
遺
跡
等
多
く
の
遺
跡
群
に
近
く
、
白
幡
中
学
校
校
庭
内
遺
跡
群
、
浦
和
商
業
高
校
校

庭
内
遺
跡
群
等
の
文
化
財
保
護
法
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
に
接
し
て
お
り
、
ま
た
１
千
年
を

超
え
る
歴
史
を
持
つ
調
（
ツ
キ
ノ
ミ
ヤ
、
あ
る
い
は
ツ
キ
）
神
社
及
び
岸
町
の
由
来
に
は
、

調
を
納
め
た
屯
倉
説
、
渡
来
人
貴
志
氏
と
の
関
わ
り
な
ど
諸
説
あ
る
。
更
地
と
な
っ
た
現
在

は
岸
町
及
び
調
神
社
の
歴
史
的
法
由
来
を
解
明
す
る
唯
一
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。
本
来

で
あ
れ
ば
、
し
っ
か
り
と
し
た
学
術
調
査
を
行
う
べ
き
と
こ
ろ
、
県
は
、
緊
急
簡
易
な
行
政

発
掘
す
ら
怠
っ
て
い
る
。

�
本
件
跡
地
を
含
む
こ
の
区
画
に
は
、
旧
浦
和
宿
南
入
り
口
の
中
仙
道
沿
い
に
調
神
社
が
杜

の
中
に
鎮
座
し
て
い
る
。
こ
の
神
社
は
律
令
制
下
の
税
制
度
の
「
租
庸
調
」
の
「
調
」
を
納

め
る
屯
倉
が
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
し
た
延
喜
式
内
社
で
あ
り
、
格
式
高
い
古
社
と
し
て
大
宮

の
氷
川
神
社
と
並
び
称
さ
れ
、
初
詣
、
十
二
日
ま
ち
（
酉
の
市
）
等
々
の
参
詣
で
大
変
賑
わ

い
を
見
せ
て
い
る
。

神
社
隣
接
の
調
公
園
は
、
「
埼
玉
県
行
政
史
」
に
よ
る
と
、
明
治
維
新
後
、
「
永
ク
万
人

偕
楽
ノ
地
ト
シ
公
園
」
を
造
る
よ
う
、
太
政
官
布
告
が
出
さ
れ
た
。
地
元
住
民
の
請
願
に
よ

り
、
明
治
７
年
、
偕
楽
園
と
し
て
「
浦
和
公
園
」
と
い
う
呼
称
で
「
県
内
第
１
号
の
公
園
」

が
誕
生
し
た
。
浦
和
公
園
の
面
積
は
１
町
６
反
５
畝
１６
歩
（
約
１６
，３８８
�
）
余
で
創
立
費
は

地
元
有
志
の
寄
附
に
よ
っ
た
。
明
治
１１
年
５
月
３
日
、
こ
の
公
園
敷
地
内
に
産
業
振
興
を
目

的
と
し
た
仮
博
物
館
が
建
築
さ
れ
た
。
そ
の
隣
に
は
県
立
栽
培
園
（
後
の
農
事
試
験
場
。
明

治
時
代
の
地
籍
図
で
は
本
件
跡
地
部
分
に
上
地
畑
の
記
載
も
あ
る
）
を
設
け
ら
れ
た
。
仮
博

物
館
が
廃
館
に
な
る
と
明
治
１９
年
に
県
庁
に
建
物
が
移
築
さ
れ
た
。
そ
の
後
明
治
４４
年
県
会

で
物
産
陳
列
館
の
建
設
が
決
ま
り
、
大
正
３
年
に
２
階
建
て
の
物
産
陳
列
館
が
こ
の
公
園
内

（
本
件
跡
地
に
位
置
す
る
）
に
開
所
し
た
。
大
正
１０
年
、
県
は
物
産
陳
列
館
を
、
農
商
務
省

令
に
よ
る
「
商
品
陳
列
所
規
定
」
に
基
づ
く
認
可
を
受
け
「
埼
玉
県
商
品
陳
列
所
」
と
改
称

し
た
。
ま
さ
に
こ
の
一
角
は
歴
史
・
文
化
・
殖
産
の
中
心
地
で
あ
っ
た
の
だ
。

土
地
台
帳
に
よ
る
と
、
公
園
内
の
当
該
地
（
２
つ
の
地
割
り
）
は
地
元
の
青
山
二
氏
が
所

有
し
、
物
産
陳
列
館
敷
地
と
し
て
大
正
２
年
６
月
に
内
務
省
へ
譲
渡
さ
れ
、
同
年
９
月
に
埼

玉
県
に
名
義
変
更
（
更
正
）
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
物
産
陳
列
館
の
後
に
昭
和
４３
年
、
浦
和

青
年
の
家
は
建
設
さ
れ
開
所
し
た
。
こ
の
跡
地
の
由
来
は
地
元
有
志
の
寄
付
や
土
地
提
供
に

よ
る
公
園
の
一
部
だ
っ
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
か
ら
も
、
先
の
文
教
委
員
会
で

自
民
党
議
員
か
ら
の
要
望
の
通
り
、
売
却
を
急
ぐ
べ
き
で
は
な
く
歴
史
・
文
化
的
拠
点
で
あ

る
こ
の
地
を
本
来
の
公
園
に
戻
す
べ
き
で
、
県
は
そ
の
検
討
を
怠
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
。地
方
自
治
法
第
２４２
条
（
住
民
監
査
請
求
）
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
実
証
明
書
（
次

項
）
を
添
え
、
必
要
な
措
置
を
講
求
し
ま
す
。

以
上

事
実
証
明
書
（
資
料
名
の
み
、
内
容
は
略
）

１
土
地
売
買
契
約
書
の
写
し

２
地
方
自
治
法
施
行
令
第
１６７
条
の
２
の
条
文
の
写
し

３
日
本
赤
十
字
社
法
の
写
し

４
地
方
財
政
法
第
８
条
（
財
産
の
管
理
・
運
用
）
の
条
文
の
写
し

５
財
産
の
交
換
、
譲
与
、
無
償
貸
付
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
要
領
の
写
し

６
不
動
産
鑑
定
評
価
書
（
株
式
会
杜
吉
野
ア
プ
レ
イ
ザ
ル
）
の
写
し

７
不
動
産
鑑
定
評
価
書
（
有
限
会
社
堀
口
不
動
産
鑑
定
事
務
所
）
の
写
し

８
不
動
産
鑑
定
評
価
書
（
清
水
不
動
産
鑑
定
事
務
所
）
の
写
し

９
「
県
立
浦
和
青
年
の
家
の
移
管
に
つ
い
て
」（
平
成
１５
年
１２
月
２５
日
付
け
教
生
第
２８７６

号
）

の
文
書
の
写
し

１０
「
県
立
青
年
の
家
の
移
管
に
つ
い
て
」（
平
成
１６
年
２
月
２７
日
付
け
教
生
生
収
第
８８５
号
）
の

文
書
の
写
し

１１
件
名
「
旧
浦
和
青
年
の
家
の
行
政
財
産
の
用
途
廃
止
及
び
所
管
換
え
に
つ
い
て
」
の
起
案
文

書
の
写
し

１２
件
名「
県
有
地
売
却
方
針
に
つ
い
て（
旧
浦
和
青
年
の
家
及
び
旧
岸
町
庁
舎
跡
地
）」（
起
案
：

平
成
２０
年
１
月
１５
日
、
決
裁
：
平
成
２０
年
１
月
２２
日
）
の
起
案
文
書
の
写
し

１３
土
地
譲
与
契
約
書
（
甲
：
埼
玉
県
知
事
畑
和
、
乙
：
日
本
赤
十
字
杜
埼
玉
県
支
部
長
畑
和
、

平
成
３
年
３
月
３１
日
付
け
）
の
写
し

１４
「
浦
和
青
年
の
家
施
設
に
つ
い
て
の
日
本
赤
十
字
社
埼
玉
県
支
部
か
ら
の
打
診
」（
平
成
１６

年
３
月
２５
日
付
け
県
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
）
の
資
料
の
写
し

１５
「
県
有
地
購
入
希
望
に
つ
い
て
（
依
頼
）」（
平
成
１６
年
１１
月
２９
日
付
け
埼
支
総
第
８３５
号
）

の
文
書
の
写
し

１６
「
県
有
地
購
入
希
望
に
つ
い
て
（
依
頼
）」（
平
成
１８
年
３
月
２７
日
付
け
埼
支
総
第
２１２
号
）

の
文
書
の
写
し

－７５－
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１７
「
県
有
地
購
入
希
望
に
つ
い
て
（
回
答
）」（
平
成
１９
年
１２
月
２６
日
付
け
管
財
第
８１６
号
）
の

文
書
の
写
し

１８
日
本
経
済
新
聞
２００８

年
７
月
２５
日
付
け
記
事
の
写
し

１９
日
本
経
済
新
聞
２００８

年
１１
月
１４
日
付
け
記
事
の
写
し

２０
埼
玉
新
聞
２００７

年
３
月
２３
日
付
け
記
事
の
写
し

２１
埼
玉
県
行
政
史
第
一
巻
の
一
部
写
し

２２
埼
玉
県
行
政
史
第
二
巻
の
一
部
写
し

２３
浦
和
市
史
通
史
編
Ⅲ
の
一
部
写
し

２４
大
正
３
年
発
行
地
図
「
浦
和
市
史
通
史
編
Ⅲ
」
資
料
の
一
部
写
し

２５
「
写
真
集
明
治
・
大
正
・
昭
和
浦
和
」
と
題
す
る
図
書
刊
行
会
発
行
の
書
籍
の
一
部
写
し

２６
マ
ン
シ
ョ
ン
広
告
チ
ラ
シ
（
ウ
ェ
リ
ス
ガ
ー
デ
ン
浦
和
岸
町
）
の
写
し

２７
跡
地
利
用
を
考
え
る
会
ニ
ュ
ー
ス
１
号
～
１７
号

２８
埼
玉
新
聞
２００７

年
１
月
１４
日
付
け
第
１
面
記
事
の
写
し

２９
埼
玉
新
聞
２００８

年
１
月
１６
日
付
け
社
会
面
記
事
の
写
し

３０
埼
玉
新
聞
２００８

年
２
月
２６
日
付
け
社
会
面
記
事
の
写
し

３１
埼
玉
新
聞
２００８

年
２
月
２９
日
付
け
地
域
版
の
意
見
広
告
の
写
し

３２
旧
岸
町
庁
舎
他
解
体
工
事
見
積
経
過
及
び
結
果
表
の
写
し

旧
岸
町
庁
舎
他
解
体
工
事
請
負
契
約
書
の
写
し

旧
岸
町
庁
舎
他
解
体
工
事
請
負
変
更
契
約
書
の
写
し

旧
岸
町
庁
舎
他
解
体
工
事
発
生
廃
棄
物
数
量
一
覧
表
の
写
し

３３
環
境
関
連
資
料

１
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
と
緑
化
度
に
関
す
る
も
の

�
読
売
新
聞
２００８

年
１
月
１４
日
付
け
記
事
の
写
し

�
彩
の
国
だ
よ
り
№
４５５
（
２００８

年
１２
月
号
）

�
環
境
省
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
「
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
対
策
」

�
環
境
省
パ
ン
フ
レ
ツ
ト
「
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｔ
Ｈ
Ｅ
温
暖
化
環
境
省
２００８

」
２
敷
地
残
留
疑
い
の
ア
ス
ベ
ス
ト
等
有
害
物
質
に
関
す
る
も
の

�
読
売
新
聞
２００８

年
１
月
５
日
付
け
政
治
面
記
事
の
写
し

�
朝
日
新
聞
２００８

年
１
月
１７
日
付
け
記
事
の
写
し

３４
彩
の
国
だ
よ
り
№
４５２
（
２００８

年
９
月
号
）
の
一
部
写
し

３５
文
化
財
関
連
資
料

�
文
化
財
保
護
法
第
１
章
総
則
第
１
条
（
目
的
）、
第
２
条
（
文
化
財
）、
第
４
条
（
政
府
及

び
地
方
公
共
団
体
の
任
務
）
及
び
第
４
条
（
国
民
、
所
有
者
等
の
心
構
）
の
条
文
の
写
し

�
さ
い
た
ま
市
文
化
財
時
報
榧
り
ぽ
ー
と
２８
号

�
「
武
蔵
国
式
内
社
の
歴
史
地
理
」
と
題
す
る
書
籍
（
菱
沼
勇
著
）
の
一
部
写
し

３６
「
浦
和
区
文
化
の
小
径
マ
ッ
プ
～
中
山
道
浦
和
宿
を
歩
く
」
と
題
す
る
資
料

陳
述
時
に
提
出
の
あ
っ
た
資
料

３７
件
名
「
公
文
書
開
示
請
求
（
旧
浦
和
青
年
の
家
及
び
旧
岸
町
庁
舎
跡
地
の
売
却
に
係
る
外
部

鑑
定
評
価
に
つ
い
て
の
す
べ
て
）
に
対
す
る
開
示
決
定
通
知
書
」（
平
成
２０
年
５
月
１ ３
日
付
け

管
財
第
１３９
号
）
の
起
案
文
書
の
写
し

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －７６－
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